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スピード注意！

ソフトボール場 

ラグビー場 

プール 

環状道路 

体育館 

北福利施設 

県道＜金沢・井波線＞ 

東課外活動 

陸上競技場 

サッカー場 

車庫 

至富山 

学校教育学類,地域創造学類
教育学研究科,法務研究科
学校教育学類,地域創造学類
教育学研究科,法務研究科

国際学類,共通教育機構
人間社会環境研究科
国際学類,共通教育機構
人間社会環境研究科

大学会館 

総合メディア基盤センター 

人文学類,地域創造学類,国際学類
人間社会環境研究科

附属図書館 

法学類,経済学類
人間社会環境研究科

至金沢市街 

中福利施設 

角間ゲストハウス 
大学教育開放センター 
国際交流会館 

二輪車専用 

人間社会研究域

人間社会学域
大学院生・学生
総合教育学生
法務研究科
課外活動用駐車場

総合教育教職員
附属図書館職員
生協職員駐車場

P 

B 

G 

E 
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文 ・ 
教

大学院生・学生大学院生・学生
総合教育学生
法務研究科駐車場

多目的運動場 
課外活動 
共用施設 

テニスコート 北テニスコート
（硬式） 

射撃場 

弓道場 

課外活動用駐車場 

中テニスコート 中テニスコート
（軟式） 

理学部教職員 
学生駐車場 

駐輪場 

市 道 〈 中山道 〉 

物質化学類，自然システム学類，
薬学類，創薬科学類
自然科学研究科
医薬保健総合研究科（薬学系）

機械工学類
自然科学研究科

自然科学系図書館・ 自然科学系図書館・
南福利施設 

ソフトボール場｠

ラグビー場｠

プール｠

環状道路｠ 

体育館｠

北福利施設｠

県道＜金沢・井波線＞｠ 

共用施設 

陸上競技場｠

サッカー場｠

車庫｠

植物園｠

厩舎｠ 
馬場｠

至富山｠ 

大学会館｠

総合メディア基盤センター｠

本部棟｠
保健管理センター｠
留学生センター｠

本部棟｠
保健管理センター｠
留学生センター｠

至金沢市街｠ 

コンビニ
エンス
ストア｠

金沢大学標石 金沢大学標石

中央
駐輪場
中央｠
駐輪場｠

中福利施設｠
駐輪場

駐輪場

教職員駐車場｠ 

創立五十周年記念館｠ 創立五十周年記念館｠

角間大橋｠ 

「角間の里」｠

環境保全｠
センター｠

実験排水｠
モニター棟｠

ベンチャー・ビジネス・｠
ラボラトリー,ハードラボ1

ハードラボ2
環日本海域
環境研究センター,
ハードラボ3

ハードラボ4

角間ゲストハウス｠

国際交流会館｠

駐輪場｠

埋蔵文化財調査センター｠ 教職員駐車場
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駐輪場｠ 
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人間社会学域

多目的運動場｠
北課外活動｠ 北課外活動｠
共用施設｠

（硬式）｠

射撃場｠

弓道場｠

駐輪場｠ 

（軟式）｠

理工研究域教職員
理工学域大学院生・学生
先端科学・イノベーション推進機構教職員
施設部職員
課外活動用駐車場｠薬学系教員

薬学女子大学院生・学生
事務職員駐車場

学生留学生宿舎
「先魁」

H、L1、Mに割り振られて
いるもののうち教職員と
女子大学院生・学生駐車場

理工研究域教職員
理工学域女子大学院生・学生駐車場

終日進入禁止

アカデミックゾーン

自 動 車 専 用 駐 車 場

駐　　　輪　　　場｠

構 内 道 路 駐 車 禁 止 ｠

凡 　 　 例

薬品庫｠

至田上

技術支援｠
センター｠

理工学域 
男子大学院生・学生
薬学男子学生駐車場

自然科学本館｠

角 
間 
川 
角 
間 
川 

（注）｠
○環状道路で囲まれた内側のア
カデミックゾーン内は駐車場、
駐輪場及びサービス道路を除
き諸車進入禁止です。｠
○構内道路の最高速度は時速
20kmです。｠
○指定の駐車場及び駐輪場以外
は自動車及び二輪車の駐車禁
止です。｠
○横断歩道、交差点、カーブ、
駐車場内は徐行してください。｠
○男子、女子の区分が記載され
ている駐車場については、特
別な理由がある場合、男女の
区別なく駐車可能です。
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環 
状 
道 
路 

環 
状 
道 
路 

市道 〈中 山道 〉 

南福利施設｠

事故多し注意！｠ 

角間地区交通規制図

教職員駐車場｠ 

地域連携推進センター

数物科学類，物質化学類
自然科学研究科
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資料館

人間社会学域

人文学類,地域創造学類,国際学類
人間社会環境研究科

法学類,経済学類
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教職員駐車場｠
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厩舎｠農場 農場

がん進展
制御研究所
がん進展
制御研究所

電子情報学類，環境デザイン学類，
自然システム学類
自然科学研究科

薬学男子大学院生
がん進展制御研究所教職員
自然科学系図書館職員・生協職員駐車場

市道〈浅川58号〉

事故多し注意！｠ 

事故多し
 注意！

保管庫・車庫｠仮設駐輪場

スピード注意！
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期 全 学 域

全 学 年

4月 ＊ 〇

4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金

5月 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業

（試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間

6月 を含む） を含む） を含む）

（試験期間・

補講を含む）

（試験期間

を含む）

（試験期間

を含む）

（試験期間

を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む）

（試験期間

を含む）

（試験期間

を含む）

（試験期間

を含む）

を含む）☆

7月

8/6木 8/6木 8/6木 8/6木 8/6木 8/6木 8/6木 8/6木 8/6木8/6木 8/6木

9/1火

7/24金
8/6木8/4火8月 8/6木 8/6木

9/1火

9/30水 授　業

10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 （前半）
9/29火

10/1木

授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業

11月

12月

授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業

（試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 授　業 （試験期間 （試験期間

　を含む）

（試験期間

　を含む） 　を含む） 　を含む）
　　

（試験期間

　を含む） 　を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） （後半） 　を含む） 　を含む）

2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水 2/10水
2/12金

3月

3/18金

注１．＊印：これ以前の学年の専門科目の日程は共通教育科目のものによる。

　　　 5 年生，6年生については一部授業日程が異なるため，別途配布する授業日程表等で確認すること。

　　　☆印：8月7日㈮は，1年生は休講日ではなく講義日。

　　　　〇　印：授業日程は学年ごとに異なるため各学年暦で確認すること。

　３．本日程は予定であり，予告なく変更することがある。

　２．曜日確保のため，授業・試験補講予備・休日が混在する期間がある。

　　　掲示に常に注意すること。

□前　期 □後　期　

（共通教育科目開始前 成績通知表等交付） （共通教育科目開始前　成績通知表等交付）
  8：45～10：151時限

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

 10/1～10/7 共通教育科目ガイダンス

 10/1～10/14 履修登録

 10/16～10/20 履修許可表確認・変更

 11/2・11/4 金大祭のため休講

 11/5 月曜の講義日に変更

 1/12 月曜の講義日に変更

 1/15 大学入試センター試験準備のため休講

 1/16・1/17 大学入試センター試験

 2/25・2/26 個別学力検査・前期日程

 3/12 個別学力検査・後期日程

 3/22 学位記授与式

 10：30～12：00

 13：00～14：30

 14：45～16：15

 16：30～18：00

 18：15～19：45

授 業 時 間 帯

共
通
教
育
科
目

12/22火

1/4月

全 学 年 全 学 年

12/22火12/22火 12/22火 12/22火 12/22火 12/25金

全 学 年 全 学 年全 学 年 全 学 年

前

期

2月

1月

10月

後

期

　平成27年度　授業日程

9月

専 門 科 目

1/4月 1/4月

教育実習
(3･4年)

1/4月

12/22火12/22火

2/10水

1/4月

12/22火12/22火12/22火

1/4月

12/22火12/22火

1/4月 1/4月

12/22火

1/4月 1/4月

12/22火

人間社会学域 理工学域 医薬保健学域

全 学 年 全 学 年 全 学 年 全 学 年 全 学 年全 学 年 全 学 年

1/4月 1/4月

2/10水 2/10水 2/10水

1/4月 1/4月 1/4月 1/4月

1 年のみ

（試験期間・

 補講を含む）

授　業

（試験期間

を含む）

 4/2・3・6 共通教育科目履修説明会

 4/2～4/6 定期健康診断

 4/7 入学宣誓式・オリエンテーション

 4/8 共通教育科目履修ガイダンス

 4/9 学類オリエンテーション

 4/10～4/16 共通教育科目ガイダンス

 4/10～4/23 履修登録

 4/27～4/30 履修許可表確認・変更

 5/1 月曜の講義日に変更

 5/7 水曜の講義日に変更

 5/31 開学記念日

 9/28 学位記授与式

2 年から
4 年



　新入生の皆さん，入学おめでとうございます。
　皆さんの「母校」となる金沢大学は1862年に設立された加賀
藩種痘所を源流とし，1949年に新制大学としてスタートした歴
史と伝統を誇る総合大学です。「地域と世界に開かれた教育重視
の研究大学」の基本理念のもと，「東アジアの知の拠点」を目指
しグローバル人材の育成に力を注いでいます。
　皆さんは何に憧れ，何を期待して金沢大学に入学したのでしょうか？　 4 年間あるいは 6 年
間，大学で学ぶ目的は何でしょうか？　選んだ専門分野の知識とスキルを身に付ける，免許・
資格の取得に向けて頑張る！　それは当然の目的のひとつですが，それだけなのでしょうか？
　「己を磨く！」　人間としての己を磨き，専門人としての己を磨く，グローバル人材として
の己を磨く！　具体的な目的はどうあれ，これらこそが，皆さんの目的の根底にあるべきもの
ではないでしょうか？　そのためには何をどう考え，どんな計画を立て，どう大学生活を過ご
せば良いのでしょうか？　大学で学ぶ間，皆さん自身が是非とも厳しく己を律し，己を鍛えて
いただきたいと考えます。
　第一に，「人間としての己を磨く！」皆さんには，人文科学，社会科学，そして自然科学の
基礎知識・常識を積極的に学び，教養を深め，人間力を磨いていただきたい。そのためには批
判的思考力と歴史・文化に対する自分自身の価値観，世界観を持つことが大切です。そしてい
ろいろな人々と交わり友人を作り，出会いや別れを経験して人間として成長していただきたい。
他の人とは違う自分を見つけ，磨いていただきたい。それがやがては皆さん自身の個性，強み
となるはずです。時には型破りでもいい。他の人や世間とは異なった常識ハズレが，新発見や
革新へと皆さんを導いてくれます。
　第二に，「専門人としての己を磨く！」金沢大学が，2008年 4 月に伝統的な学部学科制を改め，
学域学類制を導入してから， ７ 年が経過しました。「経過選択制」や「副専攻制」を活かした
自律的な学びを提供しています。専門の基礎を学びながら，自分の最終的な専門分野を選択し，
自ら作る「学びの計画」に沿って，専門の知識を深め，スキルを磨き，創造力を育み，己を鍛
えていただきたい。己の進路と目標を定め，その達成に向けて日々務め，まい進することが大
切です。大学にはそのための学びの自由があります。
　そして第三に，「グローバル人材としての己を磨く！」金沢大学は平成26年度に文部科学省
の「スーパーグローバル大学創成支援事業」に採択され，徹底した国際化を推進しています。
日本人学生と海外からの留学生が共に切磋琢磨する国際的な学びの環境をキャンパスに実現し
ます。世界を舞台に活躍し，世界との勝負に臨むには，総合的な人間力を鍛えること，己を磨
き続けることが大切です。まず国際コミュニケーション力，そして交渉力が必要です。次に高
度な専門性に裏打ちされた広い視野と創造力，さらに実践力，それらが皆さんの未来を切り拓
いてくれます。
　人間として，社会人としての基礎を形成する 4 年間または 6 年間。皆さんの人生において金沢
大学で学ぶこの年月がかけがえのないものとなるよう，教職員一同，全力で皆さんを応援します。
　海外留学しようとする高い志を持つ皆さんの挑戦を支援する派遣留学制度や奨学金制度も完
備しています。あらゆる困難に立ち向かう精神力を鍛え，そしてグローバル人材として世界に
飛び立つ自分を創ってください。

何よりも，世界に通じる人間力を鍛えよう

金沢大学長　　山崎　光悦

〈入学生の皆さんへ〉



　新入生のみなさん，入学おめでとうございます。
　ある外国人の学長がみなさんと同じように大学の新入生だっ
た頃，別の大学の学長だった父親に，こう聞いてみたそうです。

「いままでで一番難しかった答えは何？」。「I don’t know」。「えっ，
お父さんは何でも知っていたの？」。「いや，そうじゃない。答
えるのに一番難しいのは，自分の知らないことをはっきり「知

らない」と言うことなんだ」。
　「無知の知」という，この本質的にソクラテス的な態度は，私たちが年を重ね，知識を増や
していけばいくほど，素直に維持することができなくなるものです。恥への恐れや見栄や過信
が，知らず知らずのうちに自分たちの眼を曇らせ，知らないことを「知っている」と思い込ま
せ，「真の知」の獲得を妨げてしまうのです。ですから，大学に入ってまずみなさんに求めら
れるのは，この知の「自己欺瞞」とでも言うべきものを振り払うことです。そして，自分が本
当に知っているのは何かということに，真摯に向き合うことです。
　金沢大学は，卒業時のみなさんに保証する知識や能力を，平成26年度に「金沢大学〈グロー
バル〉スタンダード（KUGS）」として定めました。今回は，その中の一つ，スタンダード 2
について述べましょう。それは「自己を知り，自己を鍛える」という簡単なタイトルですが，
その中身は「自己を知り，その限界に挑戦し，知的冒険と心身の鍛錬を通して常に自己の人間
力を磨き高めていく能力」のことです。
　私たちは，生まれたときから自分が何者であるかを気にかけています。いえ，それどころか
青春時代には，自分の理解する自己像と他人が押しつける（私の）自己像のギャップに悩み，
自分が本当は何者であるか（自己のアイデンティティ）を探し求めてさまようのが常です。そ
のような時，私たちは自分の内面を見つめるでしょう。しかし，どれだけ目をこらして見つめ
ても，そこに自己の姿はありません。自分とは結局のところ，自己の様々な能力の限界におい
て，自分の身に降りかかってくるように姿を現すものではないでしょうか。自己を知ることは，
そのような仕方で自己の限界を知ることに他なりません。
　さて，問題はそこから先です。誰もがそれぞれの〈形〉で持つ自己の限界。それをどうにか
乗り越え，さらに限界の次の扉を押し広げて進むこと，それへの挑戦が私たちの新たな〈自己〉
を創り出します。これをKUGSでは，「危機からの人間の回復力（human resilience）」という
意味も込めて「人間力」と呼びました。この人間力を自分なりの仕方で身につけること，それ
もまた，みなさんが金沢大学の「学び」の中に見いだすことができるはずのものです。
　知は限界を教える。その限界が新たな自己生成への挑戦を誘う。

“I don’t know”と自分のアイデンティティ

副学長　　柴田　正良



金沢大学憲章
 （平成16年 4 月 1 日　制定）
　人類は長い歴史の中で，創造と破壊を繰り返しながらも自然及び社会の諸現象に対する理解を深
め，公共性の高い文化を育んできた。学術研究を預かる大学は，知の創造と人材の育成をもって世
代を繋ぎ多様な社会の形成と発展に貢献してきた。そして世界は今や国家の枠を越え，多くの人々
が地球規模で協同する時代を迎えている。
　前身校の歴史を引き継ぎ1949年に設立された金沢大学は，戦後の激動の時代を歩み，我が国と世
界の発展に一定の役割を果たしてきたが，国立大学法人となるこの機会に，「社会のための大学」と
は何であるかを改めて問い質さねばならない。
　金沢大学は，本学の活動が21世紀の時代を切り拓き，世界の平和と人類の持続的な発展に資する
との認識に立ち，「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」の位置付けをもって改革に取り組
むこととし，その拠って立つ理念と目標を金沢大学憲章として制定する。

教　育
1 　金沢大学は，各種教育機関との接続，社会人のリカレント教育，海外からの留学，生涯学習等

に配慮して，多様な資質と能力を持った意欲的な学生を受け入れ，学部とそれに接続する大学
院において，明確な目標をもった実質的な教育を実施する。

2 　金沢大学は，学生の個性と学ぶ権利を尊重し，自学自習を基本とする。また，教育改善のため
に教員が組織的に取り組むFD活動を推進して，専門知識と課題探求能力，さらには国際感覚と
倫理観を有する人間性豊かな人材を育成する。

研　究
3 　金沢大学は，真理の探究に関わる基礎研究から技術に直結する実践研究までの卓越した知の創

造に努め，それらにより新たな学術分野を開拓し，技術移転や産業の創出等を図ることで積極
的に社会に還元する。

4 　金沢大学は，人文社会，自然科学及び医学の学問領域や，基礎と応用など研究の性格にかかわ
らず，構成員が学問の自由と健全な競争をもって主体的に研究を進める環境を整備する。また，
萌芽的研究や若手研究者の育成に努め，常に新しさに挑戦し個性を引き出す体制を維持する。

社会貢献
5 　金沢大学は，本学の有する資源を活用し，地域における学術文化の発展と教育・医療・福祉等

の基盤づくりに貢献し，北陸さらには東アジアにおける知の拠点として，グローバル化の進む
世界に向けて情報を発信する。

6 　金沢大学は，入学前から卒業後に及ぶ学生教育の拡大，研究成果である知的財産の発掘・管理
と社会への積極的な還元，さらには高度先端医療の発展と普及に努め，「地域と世界に開かれた
教育重視の研究大学」の責務に応える。

運　営
７ 　金沢大学は，それぞれの部局が専門性と役割に基づき独自性を発揮しつつ，全学的にそれらを

有機的に連関させ，自主的・自律的に運営する。また，計画の達成度を評価し，組織・制度の
見直しを含めて不断の改革を進める。

8 　金沢大学は，国からの交付と自己収入から成る資金を厳格かつ計画的に活用するとともに，人
権を尊重し，すべての構成員が職務に専念できる安全な環境を提供する。また，公共に奉仕す
る国立大学法人としての社会的な説明責任に応える。



平成2７年度　授業日程
何よりも，世界に通じる人間力を鍛えよう

（学長巻頭言）
“I don’t know”と自分のアイデンティティ（副学長）
金沢大学憲章
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1 Ⅰ 大学の概要
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運営組織
事務組織

総務課
会計課
学生課
薬学・がん研支援課

総務課
会計課
学生課

総務課
会計課
学生課

施設企画課
施設管理課

監 事

理事（総務・人事・施設担当）

理事（総括・改革・研究・財務担当）

理事（教育担当）

理事（特命担当）

総務部

施設部

学生部

医薬保健系事務部

スーパーグローバル大学企画・推進室

理工系事務部

人間社会系事務部

財務部

研究推進部

グローバル人材育成推進機構

研究企画会議

財務施設企画会議

総務企画会議

財務施設企画会議

教育企画会議

研究戦略室

産学官連携推進本部

先端科学・イノベーション推進機構

総務課
経営管理課
医事課

理事（国際・附属病院・同窓会担当） 病院部

基金室

学友支援室

国際機構支援室

国際企画会議

病院企画会議

国際機構

スーパーグローバル大学企画・推進本部

法人監査室

学長秘書室

総合相談室

学務課
基幹教育支援課
学生支援課
入試課

総務課
人事課
職員課
広報室
地域連携推進室

財務企画課
財務管理課

研究推進課
産学連携課

役
員
会

学 

長

教
育
研
究
評
議
会

経
営
協
議
会

大
学
改
革
推
進
委
員
会

理事（企画評価・情報・社会貢献担当） 情報部

情報戦略本部

情報企画会議

情報企画課
情報サービス課

企画評価室

情報化推進室

教育研究組織

地域創造学類 （　80名） 

国際学類 （　70名） 

附属教育実践支援センター
附属幼稚園
附属小学校
附属中学校
附属高等学校
附属特別支援学校

人文学類 （145名）

法学類 （170名）

経済学類 （185名）

学校教育学類 （100名） 

数物科学類 （　84名） 

物質化学類 （　81名） 

機械工学類 （140名） 

電子情報学類 （108名） 

環境デザイン学類 （　74名） 

自然システム学類 （102名） 

養護教諭特別別科（1年制）（40名）

医学類 （112名）

薬学類 （　35名）

創薬科学類 （　40名）

保健学類 （200名）

附属薬用植物園

数物科学系

物質化学系

機械工学系

電子情報学系

環境デザイン学系

自然システム学系

バイオAFM先端研究センター

サステナブルエネルギー研究センター

医学系

薬学系

保健学系

健康増進科学センター

脳・肝インターフェースメディシン研究センター

革新予防医科学教育研究センター

人間科学系

歴史言語文化学系

法学系

経済学経営学系

学校教育系

地域政策研究センター

国際文化資源学研究センター

中央図書館
自然科学系図書館
医学図書館

低レベル放射能実験施設
尾小屋地下測定施設
臨海実験施設
植物園

実験動物研究施設
遺伝子研究施設
アイソトープ総合研究施設
アイソトープ理工系研究施設
機器分析研究施設

インキュベーション施設
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

附置研究所 がん進展制御研究所

別科

先端科学・イノベーション推進機構

グローバル人材育成推進機構

新学術創成研究機構

保健管理センター

国際機構

共通教育機構

男女共同参画キャリアデザインラボラトリー

附属病院

人間社会学域

理工学域

医薬保健学域

学士

大学院 教育学研究科（修士課程）

法務研究科（専門職学位課程）

人間社会環境研究科
（博士課程（前期・後期課程））

自然科学研究科
（博士課程（前期・後期課程））

医薬保健学総合研究科
（修士課程, 博士課程
（前期・後期課程, 
 医学4年の課程, 薬学4年の課程））

附属図書館

学内共同
教育研究施設

地域連携推進センター

学際科学実験センター

総合メディア基盤センター

外国語教育研究センター

環日本海域環境研究センター

大学教育開発・支援センター

環境保全センター

子どものこころの発達研究センター

極低温研究室

資料館

埋蔵文化財調査センター

技術支援センター

学内共同利用施設

研究域 人間社会研究域

理工研究域

医薬保健研究域

（　35名）

前期（　55名）
後期（　12名）
前期（377名）
後期（103名）

（　15名）

修士（　15名）
博士（　80名）
前期（108名）
後期（　36名）

（注：カッコの数字は入学定員）

2 組織及び入学定員
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運営組織
事務組織

総務課
会計課
学生課
薬学・がん研支援課

総務課
会計課
学生課

総務課
会計課
学生課

施設企画課
施設管理課

監 事

理事（総務・人事・施設担当）

理事（総括・改革・研究・財務担当）

理事（教育担当）

理事（特命担当）

総務部

施設部

学生部

医薬保健系事務部

スーパーグローバル大学企画・推進室

理工系事務部

人間社会系事務部

財務部

研究推進部

グローバル人材育成推進機構

研究企画会議

財務施設企画会議

総務企画会議

財務施設企画会議

教育企画会議

研究戦略室

産学官連携推進本部

先端科学・イノベーション推進機構

総務課
経営管理課
医事課

理事（国際・附属病院・同窓会担当） 病院部

基金室

学友支援室

国際機構支援室

国際企画会議

病院企画会議

国際機構

スーパーグローバル大学企画・推進本部

法人監査室

学長秘書室

総合相談室

学務課
基幹教育支援課
学生支援課
入試課

総務課
人事課
職員課
広報室
地域連携推進室

財務企画課
財務管理課

研究推進課
産学連携課

役
員
会

学 

長

教
育
研
究
評
議
会

経
営
協
議
会

大
学
改
革
推
進
委
員
会

理事（企画評価・情報・社会貢献担当） 情報部

情報戦略本部

情報企画会議

情報企画課
情報サービス課

企画評価室

情報化推進室

教育研究組織

地域創造学類 （　80名） 

国際学類 （　70名） 

附属教育実践支援センター
附属幼稚園
附属小学校
附属中学校
附属高等学校
附属特別支援学校

人文学類 （145名）

法学類 （170名）

経済学類 （185名）

学校教育学類 （100名） 

数物科学類 （　84名） 

物質化学類 （　81名） 

機械工学類 （140名） 

電子情報学類 （108名） 

環境デザイン学類 （　74名） 

自然システム学類 （102名） 

養護教諭特別別科（1年制）（40名）

医学類 （112名）

薬学類 （　35名）

創薬科学類 （　40名）

保健学類 （200名）

附属薬用植物園

数物科学系

物質化学系

機械工学系

電子情報学系

環境デザイン学系

自然システム学系

バイオAFM先端研究センター

サステナブルエネルギー研究センター

医学系

薬学系

保健学系

健康増進科学センター

脳・肝インターフェースメディシン研究センター

革新予防医科学教育研究センター

人間科学系

歴史言語文化学系

法学系

経済学経営学系

学校教育系

地域政策研究センター

国際文化資源学研究センター

中央図書館
自然科学系図書館
医学図書館

低レベル放射能実験施設
尾小屋地下測定施設
臨海実験施設
植物園

実験動物研究施設
遺伝子研究施設
アイソトープ総合研究施設
アイソトープ理工系研究施設
機器分析研究施設

インキュベーション施設
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

附置研究所 がん進展制御研究所

別科

先端科学・イノベーション推進機構

グローバル人材育成推進機構

新学術創成研究機構

保健管理センター

国際機構

共通教育機構

男女共同参画キャリアデザインラボラトリー

附属病院

人間社会学域

理工学域

医薬保健学域

学士

大学院 教育学研究科（修士課程）

法務研究科（専門職学位課程）

人間社会環境研究科
（博士課程（前期・後期課程））

自然科学研究科
（博士課程（前期・後期課程））

医薬保健学総合研究科
（修士課程, 博士課程
（前期・後期課程, 
 医学4年の課程, 薬学4年の課程））

附属図書館

学内共同
教育研究施設

地域連携推進センター

学際科学実験センター

総合メディア基盤センター

外国語教育研究センター

環日本海域環境研究センター

大学教育開発・支援センター

環境保全センター

子どものこころの発達研究センター

極低温研究室

資料館

埋蔵文化財調査センター

技術支援センター

学内共同利用施設

研究域 人間社会研究域

理工研究域

医薬保健研究域

（　35名）

前期（　55名）
後期（　12名）
前期（377名）
後期（103名）

（　15名）

修士（　15名）
博士（　80名）
前期（108名）
後期（　36名）

（注：カッコの数字は入学定員）
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学生関係業務

1 事務局（本部棟）/学生部・保健管理センター・国際機構支援室留学生係

■保健管理センター 事務局 1 F  →P22
定期健康診断・特別健康診断，再検査
健康相談・健康指導
応急処置，救急箱貸出
健康診断証明書作成
学生相談
安全衛生に関する業務
学生教育研究災害傷害保険
学生エックス線障害防止に関する業務

事務局2F配置図 入口
会議室

WC
女

エレ
ベータ

WC
男

掲
示
板

入試
担当

□学生寮
□授業料免除・奨学金
□課外活動

教務担当

就職
支援室

学生支援
担当

事務局4F配置図

入口 WC
女

エレ
ベータ

WC
男

掲
示
板

□留学生センタ－
□国際交流会館
□派遣留学

留学生関係

入学から卒業までの学生生活全般にわたる業務を，各学域と連絡調整しながら行っています。

A 	学生支援
【学生生活関係】
修学・生活支援 （相談・指導）
学生寮の入寮，退寮　→P41
奨学金　→P19
授業料免除及び徴収猶予　→P19

【課外活動関係】
公認サークル活動　→P35

（学生団体結成届，物品の借用）
運動施設，集会施設，課外活動施設　→P36
ボランティア活動
大学祭，芸交祭，体育大会　→P34
駐車許可（課外活動）

B 	就職支援室　→P28

就職・進路相談（面接練習・ES添削等）
就職情報の提供（求人票・就職関連書籍等）
就職ガイダンス（企業，公務員，教員等）
学内合同企業説明会
面接・集団討論練習会
キャリアノート，就職ハンドブック
インターンシップ

C 	入試
学生募集関係
入学者選抜関係

D 	教務関係
辰口共同研修センターの受付　→P51
学籍，学生証及び証明書自動発行機　→P8
学務情報システムの維持管理

E 	留学生関係	 事務局４F
外国人留学生の生活相談
派遣留学相談　→P39
留学生センター関連業務
国際交流会館関連業務

事務局2Ｆフロア
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2 学類等学務係

3 学生関係窓口案内

■学類学務係※

　所属する学類の専門科目に関する事など，
主として ２ 年次後期以降（医学類は ２ 年次 
前期以降）の右記の業務を担当しています。
※ （これ以降，表記される学務係には理工系

事務部学生課教務係，学生係が含まれま
す。）

　

■基幹教育学務係 総合教育棟

　総合教育棟では共通教育科目の授業を行っ
ています。
　共通教育科目の授業，試験，成績に関する事
など，主として ２ 年次前期まで（医学類は　 
１ 年次後期まで）の右の＊印の業務を担当　 
しています。

【授業関係】
カリキュラム＊
授業日程・時間割＊
履修許可・指導＊
休講・補講，集中講義＊
期末試験，成績，単位認定＊
免許・資格試験
大学院進学，学外実習，留学
【届出】
学生証再交付＊
改姓・改名
【学生生活】
修学・生活支援（相談・指導）＊
駐車許可証発行（正課）＊
学域学類独自の課外活動
学類内施設利用
学務課学生支援係提出書類の受付

（角間キャンパス以外の学生）

【留学生関係】
留学生の奨学金・補助金
国際機構支援室留学生係提出書類の受付
留学生関係行事の受付
【学籍異動】
卒業，修了，学位
コース・研究室への配属
休学，復学，退学
転学類，転コース・専攻
【就職関係】
進路に関する調査全般
就職相談
就職情報の提供

学類等名 担当係
連　絡　先

所在地
電話 メールアドレス

事

務

局

学生部

学
務
課

総務係 264―5156 stsomu@adm.

〒920―1192  金沢市角間町

教務係 264―5155 kyomu@adm.

学
生
支
援
課

学生支援係 264―5164 stsien@adm.

学生相談係 264―5168 soudan@adm.

保健管理センター 学生相談係 264―5254 soudan@adm.

就職支援室 就職指導係 264―5265 syukatsu@adm.

共通教育機構 基幹教育
支援課 基幹教育学務係 264―5７58 stgaku@adm.

国際機構支援室 留学生係 264―5188 ryukou@adm.

人文学類・国際学類 人
間
社
会
系

事
務
部
学
生
課

人文・国際学務係 264―5455 n-jkgaku@adm.

〒920―1192  金沢市角間町法学類・経済学類 法・経済学務係 264―545７ n-hkgaku@adm.

学校教育学類・地域創造学類 教育・地域学務係 264―5603 n-kcgaku@adm.

理工学域

理
工
系

事
務
部
学
生
課

教務係 234―6831 s-kyomu@adm.

〒920―1192  金沢市角間町学生係 234―6838 s-gaku@adm.

入試係 234―6823 s-nyusi@adm.

医学類 医薬保健系
事務部学生課 医学学務係 265―2125 t-igaku1@adm. 〒920―8640  金沢市宝町13番 1 号

薬学類・創薬科学類
医薬保健系事務部
薬学・がん研

支援課
薬学学務係 234―682７ y-gakumu@adm. 〒920―1192  金沢市角間町

保健学類 医薬保健系
事務部学生課 保健学務係 265―2515 t-igaku2@adm. 〒920―0942  金沢市小立野 5 丁目11番80号

＊ @adm. 以下は kanazawa-u.ac.jp です。
主な業務のお問い合わせについては，http://www.kanazawa-u.ac.jp/inquiry/index.htmlを参照してください。
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学生生活

1 学生への連絡方法

2 諸証明，諸手続

掲示板
 　学生に対する連絡は，すべて掲示又はアカンサスポータルによって行
われます。掲示及びアカンサスポータルを見落したために不利益が生
じても救済されないので，常に見るよう習慣づけてください。

 掲示場所は総合教育棟エントランスホールのほか，各学類の学務係
付近に設けられています。主な掲示事項は，以下のとおりです。

●授業及び試験等の時間割等の公示
●休講・補講等の通知
●講義室・時間帯等の変更
●履修登録・成績通知等に関する通知

●授業料免除・奨学金等に関する通知
●提出物・期限等に関する通知
●学生個人に対する呼び出し
●その他，公示・通知・連絡等

アカンサス
ポータル

 　携帯型パソコン必携に伴い,アカンサスポータルを運用していま
す。大学から学生を特定して事務連絡（例えば落し物のお知らせな
ど）をすることがあります。掲示板と同様に頻繁に見るようにして
ください。アカンサスポータルの詳細については43頁をご覧下さい。

電話及び
メールでの照会

 　各種問い合わせや掲示されている事項に関する電話及びメールで
の照会には一切応じません。登学の上，共通教育学務係（総合教育
棟）又は所属学類の学務係で「自分で確認する」ことが大切です。

　学外からの学生に対する電話等の呼び出しや郵便物及び宅配便等は，取り継ぎま
せん。家族，友人及びアルバイト先等にその旨を必ず周知しておいてください。

　台風の接近等，不測の事態が生じた場合の授業・学期末試験等の休講の連絡，大
学構内での不審者の出没，窃盗及びわいせつ行為による学生の被害者や加害者を出
さないための情報等，学生に対する迅速な情報提供及び注意喚起をするための連絡
についても，掲示又はアカンサスポータルを通して行います。

1. 大学からの連絡

2. 学外からの連絡

3. 緊急時の連絡

　金沢大学の学生であることを証明する大切なものです。提示を求められたときは，
すぐに提示できるように常に携帯し，紛失しないでください。

有効期限
 　有効期限は，修業年限と同じ 4 年（薬学類，医学類は ６ 年）です。
留年・休学などにより有効期限切れになった場合は，所属学類の学
務係で新しい学生証と交換してください。

学生証の
返還

 ●退学・除籍で学籍を失ったとき
 ●再交付を受けた後，前の学生証が見つかったときは，学務係に返
還してください。

1. 学生証
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提示・使用
 ●図書館で本を借りるとき
 ●証明書自動発行機で各種証明書の交付を受けるとき

 ●一部の授業を受ける際の出席管理として
 ●試験を受けるとき
 ●定期健康診断を受けるとき
 ●一部の建物の入館の際にカードキーとして
 ●本学教職員から要求されたとき
 などに，提示・使用します。

取扱いの
注意

 　折れ曲がらないようケース等に入れ，丁寧に扱ってください。
 　また，磁気情報が記録されているとともにICチップが埋め込ま
れているので磁気に近づけない，強い衝撃を与えない等取扱いには
十分注意をしてください。

再交付
 　紛失や盗難にあった時は，直ちにアカンサスポータルにて，IC
カード一時停止申請を行うとともに学務係に届け出て，再交付の手
続きをしてください。紛失又は破損の場合は，交付手数料（2,100円）
が必要です。手続後，約 2 週間で再交付します。

　証明書は，証明書自動発行機を利用すればよいものと，学務係での窓口申請が必
要なものとがあります。
●証明書自動発行機は学内に 9 ヶ所設置
●どの発行機からでも証明書を入手できます。
●以下の証明書は自動発行機で発行しています。

在学証明書　※ 卒業見込証明書　※

在寮証明書　※ 成績証明書

在学期間証明書　※ 英文成績証明書

学生旅客運賃割引証 免許等取得見込証明書

JR通学証明書交付願 健康診断証明書　※

※印は和文英文併記

● 自動発行していない証明書については，日数に余裕を持って早めに所属学務係で
申請してください。

●稼働時間　平日 8：00～21：00　土日祝日 8：00～17：00

2. 学務係及び証明書
 自動発行機配置図

※暗証番号は，アカンサスポータルのIDのパスワー
ドです。発行機でパスワードの変更はできません。
ポータルのパスワードを変更すると，同時に変更
されます。
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中央診療棟中央診療棟

正面玄関正面玄関

アネックス棟

課外活動施設

★アイソトープ★アイソトープ
総合研究施設総合研究施設

十全講堂

看護師宿舎看護師宿舎

体育館

保健学類
福利施設

保健学類
2号館

保健学類
１号館

保健学類
3号館

保健学類
4号館

保健学類
5号館

保健学類
福利施設

体育館

保健学類
2号館

保健学類
１号館

県道金沢井波線

保健学類
3号館

保健学類
4号館

保健学類
5号館

課外活動施設

医学類福利
施設
医学類福利
施設

医学類F棟医学類F棟

医学類旧書庫医学類旧書庫

医学類E棟医学類E棟

医学類解剖
標本庫
医学類解剖
標本庫

★遺伝子★遺伝子
研究施設研究施設

医学類G棟医学類G棟

★実験動物★実験動物
研究施設研究施設

医学類教育棟医学類教育棟

医学図書館

医学類病理
標本庫

医学図書館

医学類A棟医学類A棟

至鈴見

医学類B棟
子どものこころの発達
研究センター

医学類B棟
子どものこころの発達
研究センター

十全講堂

医学類病理
標本庫

アカンサス
薬局

西病棟西病棟

ＭＲＩ-ＣＴ棟ＭＲＩ-ＣＴ棟

金沢先進医学センター金沢先進医学センター

外来診療棟外来診療棟

医学類C棟医学類C棟

アネックス棟

立体駐車場立体駐車場

立体駐車場
（患者用）
立体駐車場
（患者用）

医学部記念館医学部記念館

東病棟東病棟

舞
笠
至

如来寺前
バス停
如来寺前
バス停

至兼六園

至小立野

小立野
大学病院前
バス停

医学部創立百五十周年
記念モニュメント
医学部創立百五十周年
記念モニュメント

金大病院
CPDセンター
金大病院
CPDセンター

(医学類D棟))棟D類学医(
全学共用教育研究棟全学共用教育研究棟

金沢大学
角間口バス停
金沢大学

角間口バス停

金沢大学
バス停

金沢大学
バス停

金沢大学
中央バス停
金沢大学
中央バス停

金沢大学自然研前
バス停

金沢大学自然研前
バス停

北地区

中地区

南地区

仮あ
駐車場

仮い
駐車場

P駐車場

C駐車場

駐輪場

D駐車場

A駐車場
B駐車場

北駐輪場

M駐車場

G駐車場

H駐車場

Ｌ駐車場

E駐車場
駐輪場

南駐輪場

陸上競技場

至富山県南砺市

至金沢市街

国際交流
会館
国際交流
会館

北課外活動
共用施設
北課外活動
共用施設

埋蔵文化財
調査センター
埋蔵文化財
調査センター

プールプール

体育館体育館 エネルギー
センター
エネルギー
センター

大学会館
（食堂・売店・郵便局）
大学会館
（食堂・売店・郵便局）

標石標石

中央図書館
資料館
中央図書館
資料館

教育実践支援
センター

教育実践支援
センター

弓道場弓道場
射撃場射撃場

サッカー場サッカー場

馬場馬場 植物園植物園

厩舎厩舎
実習農場実習農場

温室温室

東課外活動共用施設
（サークル棟）
東課外活動共用施設
（サークル棟）

中テニスコート中テニスコート

極低温
研究室
極低温
研究室

自然科学5号館自然科学5号館

先端科学・
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構
先端科学・
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構

中福利施設
（食堂・売店）
中福利施設
（食堂・売店）

総合教育1号館総合教育1号館

本部棟
保健管理センター，
先端科学・
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構

本部棟
保健管理センター，
先端科学・
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構

総合メディア
基盤センター
総合メディア
基盤センター

地域連携
推進センター
地域連携
推進センター

角間
ゲストハウス

角間
ゲストハウス

角間川角間川

南アカンサス
インターフェイス
南アカンサス
インターフェイス

角間大橋角間大橋

コンビニエンス
ストア
コンビニエンス
ストア

創立五十周年
記念館「角間の里」
創立五十周年
記念館「角間の里」

環境保全
センター
環境保全
センター

薬品庫薬品庫

技術支援センター技術支援センター自然科学本館自然科学本館

自然科学系図書館
南福利施設（食堂・売店）

自然科学系図書館
南福利施設（食堂・売店）

自然科学1号館自然科学1号館
自然科学2号館自然科学2号館

自然科学3号館自然科学3号館

アカンサス
インターフェイス
アカンサス
インターフェイス

線
波
井・
沢
金
道
県

線
波
井・
沢
金
道
県

道
山
中
道
市

道
山
中
道
市

ベンチャー・ビジネス・
ラボラトリー,
ハードラボ1

ベンチャー・ビジネス・
ラボラトリー,
ハードラボ1

総合教育講義棟総合教育講義棟
総合教育2号館総合教育2号館

人間社会1号館人間社会1号館

人間社会第1講義棟人間社会第1講義棟

人間社会2号館人間社会2号館

人間社会3号館人間社会3号館

人間社会第2講義棟人間社会第2講義棟

人間社会4号館人間社会4号館
人間社会5号館人間社会5号館工作実習棟工作実習棟

ハードラボ2ハードラボ2
環日本海域環境研究センター
ハードラボ3
環日本海域環境研究センター
ハードラボ3

ハードラボ4ハードラボ4

自然科学大講義棟自然科学大講義棟

学生留学生宿舎 「先魁」学生留学生宿舎 「先魁」

薬用植物園

北テニスコート北テニスコート

ラグビー場ラグビー場

北福利施設
（食堂）

北福利施設
（食堂）

学際科学実験センター
アイソトープ

理工系研究施設

学際科学実験センター
アイソトープ

理工系研究施設

がん進展制御研究所がん進展制御研究所

至山側環状至山側環状

至富山

角間キャンパス

宝町・鶴間キャンパス

● 学務係

★ 証明書自動発行機

●

●

●

●
●

★

★

★

★ ★
★

★

★
★
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　　早目の手続・届出を心がけてください。
　　手続きが遅れたために生じる不利益は救済されません。

3. 諸手続・届出

事　　　　項 取扱い場所 必要書類
発行される証明書 備　　　　　　考

学生証紛失 基幹教育学務係（総合教育
棟）又は所属学類の学務係 学生証再交付願

証明書に関すること

証明書自動発行機設置場所
・各学類学務係付近
・大学会館
・総合教育棟
・本部棟

学生旅客運賃割引証 有効期間は発行日を含む 3 か月間

在学証明書　※

在寮証明書　※

在学期間証明書　※

卒業見込証明書　※

成績証明書

英文成績証明書

免許等取得見込証明書

健康診断証明書　※ 定期健康診断を全項目受診した者

2 年前期まで基幹教育学務係
それ以降は所属学類の学務係
 （注）

JR通学証明書 証明書自動発行機でJR通学証明書交付願
の用紙を出力し，記入のうえ学務係に提出

調査書等

休学

所属学類の学務係

休学願 3 か月以上修学を中止したい者

復学 復学願 休学期間中に復学したい場合

退学 退学願

留学 国際機構支援室留学生係 留学願

転学類
異動希望先学類の学務係

転学類願 所属学類および異動希望学類の学
務係で相談のうえ手続を行うこと転コース・転専攻 転コース・専攻願

現住所，電話番号，家族連絡
先の変更 アカンサスポータル アカンサスポータルの詳細は43

頁を参照。

改姓・改名 所属学類の学務係 改姓届

自動車通学 2 年前期まで基幹教育学務係
それ以降は所属学類の学務係（注） 駐車許可証 インターネットで申請後，学務係で手続

授業料納入 財務部財務管理課出納係

授業料免除

学生部学生支援課学生支援係
（角間キャンパスの学生）
所属学類の学務係

（角間キャンパス以外の学生）

授業料免除申請書類 説明会があります

奨学金申請 申請書類 説明会があります

奨学金継続 継続願 毎年12月頃に手続きがあります

奨学生の異動 異動願・他

奨学金の返還 奨学金返還誓約書・他

外国人留学生の奨学金 国際機構支援室留学生係又は
所属学類の学務係

アルバイトの紹介 金沢大学生活協同組合

留学生のアルバイト 所属学類の学務係 資格外活動許可申請書・他 アルバイトをする前に必ず申請してください。

学生寮

学生部学生支援課学生相談係

入寮願

課外活動団体結成 学生団体結成届
全学を対象とするもの

行事等の届出 学生団体行事計画届

ボランティアに関すること

正課中，課外活動中のけが，
通学中の事故等

学生部学生支援課学生相談係又は
所属学類の学務係

学生教育研究災害傷害保険
事故発生後30日以内

就職・進路相談 就職支援室又は
所属学類の就職担当教職員

卒業後進路の届出
（就職内定報告）

アカンサスポータル又は
所属学類の学務係

各学類によって届出方法が異なりますの
で，所属学類の学務係で確認してください。

アパート等の紹介 金沢大学生活協同組合 日曜，祝日を除く毎日

※印は和文英文併記
（注） 　医学類は， 1 年後期まで基幹教育学務係（総合教育棟）で，それ以降は，医薬保健系事務部学生課医学学務係で手続し

てください。
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　本学の授業科目は，概ね共通教育科目と専門科目に分けられ，この 2 つが並行して
開講され，原則として 2 年前期（医学類は 1 年後期）までは総合教育棟及び角間キャ
ンパスの施設で行われます。
　共通教育科目は全学年を通じて開講されますが，学年が進むにつれて専門科目と
重なる時間帯が増えてきます。したがって，授業科目の履修は，履修上の制限事項を
十分に理解した上で，しっかりした履修方針と年次計画を立てることが必要です。
　共通教育科目の履修方法は「共通教育科目履修案内」で，専門科目の履修方法は各
学類の「履修の手引」等で，それぞれ説明されているので，両方の案内書及び各種掲示
物を熟読してください。
　また，授業科目の詳細はWeb版シラバスで確認してください。
Web版シラバス（http://sab.adm.kanazawa-u.ac.jp/）

　本学では，履修登録等をコンピュータで一括処理しているため，期限に遅れたり，
手続ミスをするとその学期は履修できなくなるので，十分注意してください。
　その学期に開講される科目で単位認定を希望する科目は，集中講義も含め，すべて
履修登録が必要です。願い出の方法や手順等は「共通教育科目履修案内」及び各学類
の「履修の手引」等に記載してあります。
　以下に順を追って項目だけ示しますが，必ず「共通教育科目履修案内」及び各学類
の「履修の手引」等で詳細を確認してください。

①履修希望科目を決定する
・ シラバスや共通教育科目と専門科目の両方の時間割表をよく読んで，履修上の制限

事項や重複する時間がないことを確認し，その学期中の履修希望科目を決める。
・ 抽選優遇制度（アカンサスカード）が利用できる。（共通教育科目のみ）
・ 科目ガイダンスに出席してアカンサスカードを含む受講票を担当教員に提出する。
 （共通教育科目のみ）
②履修希望科目を登録する≪必ず指定する期日までに行うこと≫
次のとおりインターネットを利用して履修登録を行います。
・ 本学公式ホームページの「アカンサスポータル」（バナー）からアカンサスポータル

に入る。
・ リンクメニューの履修登録を選ぶ。
・ 履修を希望する科目の時間割番号を入力し，確認処理を行う。
・ 集中講義も含め，その学期中に開講される科目で単位認定を希望する全ての科目を

登録する。
 ※ただし，前学期からの継続科目や評価保留科目の入力は不要です。
 ※ 共通教育科目は受講票又はアカンサスカードを受理されなかった科目を入力して

も許可されません。
※以上については，13ページの「3 履修登録の手引」を必ず確認の上，利用してください。
③「授業科目履修許可表」を受領する（下図参照）
④登録内容の確認と訂正≪指定する期日までに必ず行うこと≫　
・ 「授業科目履修許可表」で許可された科目以外は，共通教育科目，専門科目，その

他の科目とも，受講票の提出，出席状況，定期試験受験等に関係なく一切単位認定
されないので，登録内容が正しいか確認する。

・ 授業科目履修許可表に誤りがあったり，追加・変更したい科目がある場合は決めら
れた期間内に修正する。

 追加・変更の方法は②の履修希望科目を登録する方法と同じです。

授業科目履修許可表（見本）

1. 授業科目

2. 履修手続

最重要!!

3 授業科目の履修

学域 学類 年 名列番号 番

学籍番号
授業科目履修許可表

（ 1頁）
平成 年度後期分（平成 年 月 日）

連

絡

事

項

★授業料預金口座振替依頼書（大学保管用）の未提出者
は，直ちに提出すること。

Ａ．履修許可科目
授業に出席し，期末試験を受験することを認める。

時限
曜日 1 2 3 4 5

月

火

水

木

金

集中講義

個人指定

その他

注．上段：時間割名（ 教養的科目(共通教育科目) ， 自学類専門科目 ， これら以外の科目 ），中段：担当教員名，下段：時間割番号＜ ＞ ＜ ＞ ＜ ＞

Ｂ．履修申告棄却科目
履修申告を棄却する。

No. 時 間 割 名 時間割番号 理由または説明

注．前回交付の履修許可表上にあった棄却内容は消去済み

Ｃ．継続履修取消科目

No. 時 間 割 名 時間割番号

履修許可表訂正に際しての

削除許可はＡ欄からの削除

によって表示

Ｄ．注意事項（熟読すること）

◎１．この履修許可表は履修願が受理された科目のみが記載されているので，自分の履修希望とすべて一致し

ているかを必ず再度確認すること。特に訂正希望が認められているか，そのために訂正を希望していない

科目に影響が出ていないか必ず確認すること。

２．もし許可内容に疑義がある時は，大至急，本表受領場所の窓口へこの許可表を持参し，申し出ること。

３．この履修許可表の内容は確定したものである。新たに訂正を加えることは認めない。

４．授業時間帯等，授業実施上の詳細は必ず各自で確認すること。

５．上記以外の指示はすべて掲示で行うので十分注意すること。後日，再度呼び出すことがある。

◎６．履修許可された後でも，単位認定に不都合があると認められる場合は，予告なく履修許可を取り消すこ

とがある。履修案内等の印刷物を熟読し，常時掲示に注意していること。

健康増進科学
大 竹 茂 樹

70141

＜ ＞ 身体・スポーツ演習／パワートレ
北 浦 孝

71282

＜ ＞

倫理学Ｃ
樋 口 努

71538

＜ ＞

ことばと文学Ｏ
加 藤 和 夫

71559

＜ ＞

化学的視点で考える
猪 股 勝 彦

73292

＜ ＞英語Ⅰ
根 本 浩 行

74120.714

＜ ＞

英語Ⅰ
本 間 武 俊

74120.920

＜ ＞

微分積分学第二
牛 島 顕

75102.01

＜ ＞

線形代数学第二
伊 藤 達 郎

75104.01

＜ ＞

物理学Ⅱ
久 保 治 輔

75202.01

＜ ＞

化学Ⅱ
猪 股 勝 彦

75302.01

＜ ＞

数学序論２
牛 島 顕

10002

＜ ＞ 計算科学
小 田 竜 樹

11002

＜ ＞物理学序論２
久 保 治 輔

11003

＜ ＞

教師論
松 田 洋 介

90101

＜ ＞

無

履修登録の流れ
　各種の提出期限，受領期間等の詳細は，配布資料や掲示物をよく
　読んで確認し，早めに手続きを済ませるように心がけること。 

どの科目を履修するか 

１ 
共通教育科目履修案内，各学類の｢ハンドブック｣等の案内書，シラバス，時間割表，前学期の成

績通知表及び掲示物等を確認の上，決定する。 

共通教育科目 専門科目 

２ アカンサスカードを受領する。

３ 科目ガイダンスに出席する。 

４ アカンサスカード又は受講票を教員に提出する。

５ 教員に受理されたか？ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

６ 
インターネットで本学アカンサスポータルを開き，集中講義も含め，今学期履修する科目全てを入力

する。（前学期からの継続科目や評価保留科目は入力は不要） 

７ 「授業科目履修許可表」を受領する。

８ 希望どおりか？ 

10 引き続き授業に出席する。 

９－１
インターネットで本学アカンサスポータルを
開き，加除訂正の全てを入力する。 

９－２ 訂正後の「授業科目履修許可表」を受領する。

＜最重要＞

ＹＥＳ 

ＮＯ 

授
業
開
始

　
　授

業

に

出

席

授
業
開
始
前
に
し
て
お
く
こ
と

履
修
登
録
期
間

確
認
・
訂
正
期
間
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2. 履修手続（11ページ）の②，④について，インターネット（アカンサスポータル）
を利用して行います。以下に利用方法を説明しますが，必ず「授業科目履修許可表」
を受取り，単位認定を希望する科目に間違いがないか確認しなければなりません。

対象者
 ・学域学生（医学類の専門科目をのぞく）
 ・大学院研究科の修士課程学生（博士前期課程を含む）

 ・大学院法務研究科学生
 ・別科学生
 ただし，科目等履修生等の非正規生を除く。

履修登録期
間，履修許
可表確認・
訂正期間等

 ・ 必ず毎学期，学務係が掲示板等で指示する期間内に登録及び訂正
の申請をしなければなりません。

 ・ 履修登録期間及び履修許可表確認・訂正期間（履修登録期間の最
終日及び履修許可表確認・訂正期間の最終日は17時まで）

 ・ 共有スペースのパソコン利用時間帯は，1６ページの 利用できる
場所 を参照してください。

3. 履修登録の手引

１ 申請の前に
●　シラバス，履修案内，時間割表，前学期の成績通知

表及び掲示物等を熟読し，履修希望する科目を決めて
からパソコンに向かってください。

２ ログインとパスワード変更
①　金沢大学公式ホームページの
　（http://www.kanazawa-u.ac.jp）
　 アカンサスポータル をクリックしてください。
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②　 LOGIN  をクリックします。

③　金沢大学 ID とパスワードを入力し， LOGIN  をクリ
ックします。

※ログインするための ID とパスワードは「学類オリエ
ンテーション」で配布されます。

 また，「情報処理基礎」の第一回目の授業で使用しま
すので，忘れずに必ず持ってきてください。

④　リンクメニューの 履修登録 をクリックします。
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3 履修申請
①　履修科目申請画面が表示されます。集中講義も含め，

履修希望科目の時間割番号を「履修希望科目」にすべ
て入力してください。ただし，前学期からの継続科目
や保留科目の入力は不要です。全て入力し終わったら，
編集結果を保存 をクリックします。

（注意）
・時間割番号は最大 8 桁で，最初の 5 桁は左の欄に，枝

番（小数点以下）がある場合は，右の欄に入力する。
・共通教育科目と専門科目の区別なく入力できる。
・他学域履修はこの画面からは申請できないので，希

望者は学務係に申し出ること。
・他に必要書類等の提出を要する科目があるので，案

内書や掲示物を確認すること。
・住所等が登録されていない場合，登録画面が表示さ

れますので，画面の指示に従って登録してください。

②　履修を希望する科目の時間割名や担当教員，曜日・
時間が表示されます。科目を追加したいときは，時間
割番号を入力します。

 　その後 編集結果を保存 をクリックすると，変更後の
時間割名等が表示されます。自分の希望どおりの内容
かをよく確認して 確認画面へ をクリックします。
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③　申請科目の確認画面が表示されます。結果欄が「×」
の場合は，備考欄の理由により申請できません。再度
申請する場合は 編集画面へ戻る を，申請を終了する
場合は， 履修申請処理を終了し，初期画面へ戻る  また
は ログアウト をクリックします。

（注意）
・履修登録は，履修登録期間，履修許可表確認・訂正

期間内であれば何度でも変更できます。
・表示された結果は最終的な履修許可を意味するもの

ではありません。
・履修許可表確認・訂正期間に，学務係から全員に
「授業科目履修許可表」を交付しますので，必ず受
領し，全ての内容を確認してください。

・「授業科目履修許可表」で許可された科目以外は，
受講票の提出，出席状況，定期試験受験等に関係な
く，単位は一切認定されません。

利用でき
る場所

 　学内外から，アカンサスポータル経由で利用できます。
 　学内の共用パソコンの設置場所は以下のとおりですが，利用時間
等を必ず守って利用してください。

場　　所 利　用　時　間 備　　考

総合メディア基盤センター
1 F・ 2 Fロビー 8：30～19：50 平日のみ利用可。

総合教育講義棟
エントランスホール 8：00～19：50 平日のみ利用可。

中央図書館
自然科学系図書館
医学図書館

開館時間中
開館時間や休館日は施設案
内（P46～4７）をご覧くださ
い。

保健学類 3 号館 1 F
マルチメディア端末コーナー

（図書室向い）
7：00～20：00 平日のみ利用可。

※ 上記以外でも利用可能な場所がありますが，詳細については学務係に照会してく
ださい。

操作方法
が分から
ないとき

 　操作方法がどうしても分からない場合，角間キャンパスは学生部学
務課教務係（本部棟 2 階）もしくは，各学類の学務係に申し出てくだ
さい。角間キャンパス以外は各学類の学務係に申し出てください。

 ※受付時間　8：30～17：00
 　なお，電話での相談は受け付けません。
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FAQ
 Q １ ． 利用できるブラウザは何ですか。
 A． 次のブラウザであれば利用できます。

  Microsoft Internet Explorer version ６.0 以降

Q ２ ． ログインして履修申請している途中で画面が変わらなくなり
ました。どうしたらいいですか。

A． 　いったんブラウザを終了してから再度ログインしてください。
何もしないままパソコンを10分程度放置しておくと，入力で
きなくなるので注意してください。

Q 3 ． 自宅から履修登録できますか。
A． 　履修登録は，学外，学内を問わず，インターネットに接続で

きる環境であれば，どのパソコンからでもアカンサスポータル
にログインし，履修登録が行なえます。

　※履修登録期間最終日は，₁₇：₀₀までです。

　自分の金沢大学ID，パスワードは責任を持って管理し，本人のみが使用し，他人に
貸したり譲ったりしないでください。
　また，他人のID，パスワードを絶対に使用しないでください。大学には利用記録が
残ります。不適切な利用があった場合には，利用禁止や懲戒処分等の措置を取ります。

　成績通知は，掲示で指示する日時・場所で交付する「成績通知表」で行います。次学
期の授業時間割表等の交付や変更事項の連絡も併せて行うので，全員必ず出席する
ことが必要です。
　成績通知表上の評語は，S・A・B・C，合，認定，不可，否，放棄の評価となります。単
位の認定は，S・A・B・C又は合又は認定の評価を得た授業科目に対してのみ行います。
　本学での各評語の標準評価方法は，目標とする学修到達度 100％に対し，S：90％
以上，A：80％以上90％未満，B：70％以上80％未満，C：60％以上70％未満，不可：
60％未満の到達度により行います。なお，各学域及び各授業科目によって異なる評
価方法を用いる場合があるので，シラバス等により確認してください。
　「成績通知表」には入学時からの履修科目の評価がすべて記載されています。
　保留となっている科目の成績通知は次回まで延期されます。
　提示された評価結果について，疑義がある場合は「成績通知表」交付日より原則と
して2週間以内に担当学務係（共通教育科目については基幹教育学務係）に申し出て
ください。

4. 成績通知
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　所属する学域で定められた単位は，すべて修得しなければ卒業できません。理由の
いかんを問わず，1 単位不足しても留年となりますから注意してください。
　次に学域ごとの卒業に必要な単位数を示しますが，履修や単位修得上の要件がある
ので，交付された履修案内，便覧や手引，掲示等を注意して読み必ず理解してください。

5. 卒業に必要な単位

所　　　　　　　　　属 共通教育科目 専門基礎科目 専門科目 卒業単位数
自由履修枠

共通教育科目又は専門
科目から自由に選択

人
間
社
会
学
域

人 文 学 類 34単位以上 6 単位以下 12単位以上 ７2単位以上 124単位以上
法 学 類 36単位以上 90単位以上 126単位以上
経 済 学 類 32単位以上 92単位以上 124単位以上

学校教育
学 類

教 育 科 学 コ ー ス
教 育 基 礎 専 修

23単位以上

７6単位以上 40単位以上

139単位以上教 育 科 学 コ ー ス
特 別 支 援 教 育 専 修 ７3単位以上 43単位以上

教 科 教 育 学 コ ー ス ７6単位以上 40単位以上
地 域 創 造 学 類 32単位以上 16単位以上 ７6単位以上 124単位以上
国 際 学 類 33単位以上 36単位以上 56単位以上 125単位以上

理
工
学
域

数 物 科 学 類 40単位以上 4 単位以下 80単位以上 124単位以上
物 質 化 学 類 4７単位以上 4 単位以下 84単位以上 135単位以上

機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
自 然 シ ス テ ム 学 類

46単位以上 86単位以上 132単位以上

環 境 デ ザ イ ン 学 類 4７単位以上 86単位以上 133単位以上

医
薬
保
健
学
域

医 学 類 46単位以上 6 単位 192.5単位以上 244.5単位以上
薬 学 類 3７単位以上 6 単位 148単位以上 191単位以上
創 薬 科 学 類 3７単位以上 6 単位 94単位以上 13７単位以上

保健学類

看 護 学 専 攻 30単位以上 6 単位以下 13単位 83単位以上 132単位以上
放 射 線 技 術 科 学 専 攻 29単位以上 4 単位以下 ７ 単位 8７単位以上 12７単位以上
検 査 技 術 科 学 専 攻 3７単位以上 ７ 単位以下 19単位 65単位以上 128単位以上
理 学 療 法 学 専 攻 3７単位以上 8 単位以下 14単位 69単位以上 128単位以上
作 業 療 法 学 専 攻 3７単位以上 8 単位以下 14単位 ７1単位以上 130単位以上
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　授業料は，年額535,800円（平成27年度　前期分2６7,900円，後期分2６7,900円）です。ま
た，養護教諭特別別科については，年額273,900円（平成27年度　前期分13６,950円，後
期分13６,950円）です。なお，在学中に授業料が改定された場合には，改定時から新授
業料が適用されます。

　本学の授業料の納入方法は，「預金口座振替制度」となっています。預金口座振替
制度とは，本学が指定する金融機関に学生等の預金口座を開設していただき，その預
金口座から前・後期の授業料を指定日に自動的に口座振替し，本学に納入する方法
です。必ず指定金融機関またはゆうちょ銀行にて口座振替の手続きを行ってくださ
い。口座振替日は既に通知してありますが，前期分は 5 月2６日（火），後期分は10月27
日（火）となっています。
　なお，次年度以降の口座振替日は 4 月末日及び10月末日の銀行営業日の 3 営業日
前になります。また，各学類の掲示板並びにホームページ（http://www.kanazawa-u.
ac.jp/students/index.html）においてもお知らせしますので必ず確認してください。
　振替日前日までに，必ず届出をした預金口座に入金しておいてください。「預金口
座振替制度」について，分からないときは，財務部財務管理課出納係（TEL：07６―2６4―
50６６）へ問い合せてください。

　経済的な理由によって授業料の納付が困難な学生で，かつ学業成績優秀と認めら
れる学生には選考のうえ，授業料の全額，半額又は一部を免除する制度があります。
　免除申請を希望する者は，学生部学生支援課学生支援係が開催する説明会に出席
し，期限までに申請書と必要な各種証明書類を，学生部学生支援課学生支援係（角間
キャンパス以外の学生は所属学類の学務係でも可）に提出してください。
※ 申請の書類等に虚偽の事実があることが判明した場合や学則に定める懲戒を受け

た場合は，免除を許可された後であっても，その許可を取消すことがあります。

1. 授業料

2. 授業料預金口座
 振替制度

3. 授業料免除

4 授業料

　学業成績が優秀で，かつ，経済的理由により学資支弁の困難な学生に学資を貸与し，
国及び社会に有為な人材を育成することを目的としています。

種　　　類 第一種（無利子） 第　二　種（有利子）

貸　与　月　額
（平成2７年度予定）

円
自宅通学者 30,000

45,000

円
30,000

自宅，自宅外通学共通 50,000
80,000

100,000
120,000

（本人が貸与月額を選択できる）

自宅外通学者 30,000
51,000

（本人が貸与月額を選択できる）

ア　第二種奨学金の利子は，年利 3 ％を上限としており，卒業後貸与
総額に賦課されます。

イ　第一種奨学生として採用された者であっても，なお，その修学を
維持することが困難であると認められる者は，第二種奨学金の併
用貸与を出願することができます。

1. 日本学生支援
 機構奨学金

奨学金の
種類

5 奨学金

　本学で扱っている奨学金には，日本学生支援機構，地方公共団体及び民間育英団体の奨学
金があります。奨学生となるには，主に学業成績が優秀で，学資支弁が困難である者という条
件があります。
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奨学金出願
から返還
までの流れ

 　下記は，1 年生の定期採用時（春）に出願し，卒業まで 4 年間の貸
与を受ける場合のスケジュールです。年度途中に採用される場合，
奨学金の貸与を途中辞退する場合などは手続きの時期が異なります。
また，スケジュールは変更になる場合がありますので，詳細につい
ては必ず掲示及び窓口で確認してください。

（出願期間）
出願期間は，掲示でお知らせするので見落とさないように注意してください。

（出願者の審査）
　出願者の学業成績，家計事情，健康，人物などについて審査の上，適格者を日本学生
支援機構へ推薦します。

（奨学金の払出）
　奨学金は，本人が指定する預金口座に原則として毎月 1 回，当月分が振り込まれます。

（スカラネットパーソナルの利用登録：採用決定直後）
　「スカラネットパーソナル（日本学生支援機構の Web サービス）」の利用登録を必
ず行ってください。後述の「奨学金継続手続」や奨学金情報の閲覧，一部の届け出を
行うために必要となります。

（返還誓約書等の提出：採用決定直後）
　日本学生支援機構から貸与された奨学金は，卒業後に返還しなければなりません。
大学を経由して返還誓約書等を必ず提出してください。

（奨学金継続願：毎年12月頃）
　大学が定める期間において，次年度の奨学金について「継続」または「辞退」のい
ずれかを願い出なければなりません。手続きをしないと，奨学金の貸与が打ち切りに
なる他，返還にあたって不利益を被る可能性があります。
　手続きには，前述の「スカラネットパーソナル」を利用しますので，奨学生に採用
された場合は必ず利用登録してください。

（異動の届け出：随時）
　休学，復学，留学，退学，転学，転学類，連帯保証人の変更，住所変更，改氏名，奨学金辞
退などの異動があった場合は，速やかに学生部学生支援課学生支援係（角間キャンパス
以外の学生は所属学類の学務係）に連絡してください。

　返還説明会，及びリレー口座（奨学金返還用銀行口座）の加入：最終学年の12月頃

（奨学金の返還）
　奨学金の返還は，金融機関預貯金口座からの自動引き落としで行っていくことにな
ります。（口座の加入手続は決められた期日までに金融機関窓口で行います。）

（進学した場合）

（返還猶予手続き：卒業した年の 4 月頃）
　卒業後に進学し，奨学金返還の猶予を希望する場合は，「在学届」を提出してください。
　返還猶予を希望する場合でも先に返還手続きを行う必要があります。

出願
4～5月

採用決定

7月

奨学生が
行う手続

奨学生が
行う手続

採用

不採用

　不採用となった年度中であっても，家計が
急変した場合は，緊急・応急採用の出願がで
きますので，学生部学生支援課学生支援係へ
ご相談ください。次年度以降に再度出願する
ことも可能です。
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奨学金の
返還特別
猶予

 　日本学生支援機構の奨学生であった者が，進学又は病気・失職そ
の他やむを得ない事情が生じたときは，願い出により返還が猶予さ
れることがあります。また，本人が死亡もしくは心身障害になり連
帯保証人，保証人のいずれも返還できなくなったときは，願い出に
より全部又は一部が免除されることがあります。

JASSO奨学金利用状況 平成₂₆年₁₀月₁日現在

学域学類・学部 学生数 奨学
生数 研究科・課程 学生数 奨学

生数

人間
社会
学域

人 文 学 類 646 24７ 教 育 学 研 究 科 49 10
法 学 類 ７29 26７ 人間社会環境研究科（博士前期課程） 138 20
経 済 学 類 ７７8 296 人間社会環境研究科（博士後期課程） 81 6
学 校 教 育 学 類 425 166 自然科学研究科（博士前期課程） 880 44７
地 域 創 造 学 類 343 116 自然科学研究科（博士後期課程） 253 30
国 際 学 類 330 126 医薬保健学総合研究科（修士課程） 29 14

理工
学域

数 物 科 学 類 382 133 医薬保健学総合研究科（博士前期課程） 219 80
物 質 化 学 類 354 125 医薬保健学総合研究科（博士後期課程） 130 8
機 械 工 学 類 646 233 医薬保健学総合研究科（博士課程） 231 8
電 子 情 報 学 類 522 192 医 学 系 研 究 科（ 修 士 課 程 ） 1 0
環境デザイン学類 340 12７ 医学系研究科（博士前期課程） 8 0
自然システム学類 465 1７７ 医学系研究科（博士後期課程） 62 4

医薬
保健
学域

医 学 類 692 190 医 学 系 研 究 科（ 博 士 課 程 ） 19７ 1
薬学類・創薬科学類 381 166 法 務 研 究 科 4７ 23
保 健 学 類 833 353 計 2,325 651

文 学 部 2 0
法 学 部 2 0
経 済 学 部 6 0
教 育 学 部 2 0
理 学 部 0 0
工 学 部 5 0
医 学 部 医 学 科 9 2
医 学 部 保 健 学 科 2 0
薬 学 部 1 0

計 7,895 2,916

＊奨学生数は第一種，第二種ののべ人数。
（注） 　日本育英会は平成 16 年 3 月をもって廃止され，「独立行政法人日本学生支援機構」に引き

継がれました。

　地方公共団体，企業及び財団などの奨学金があります。主な奨学団体は次表のとお
りですが，日本学生支援機構と重複貸与は受けられない奨学金もあります。
　また，この表以外にも奨学制度を設けているところもあるので，学生部学生支援
課学生支援係へ問い合わせてください。

奨学団体名 月額（円） 奨学団体名 月額（円）

石川県 44,000 三谷育英会 46,000
富山県 45,000 または 51,000 電通育英会 40,000
岐阜県 16,000 または 32,000 日揮・実吉奨学会 25,000
福井県 42,000 または 48,000 三菱UFJ信託奨学財団 35,000
新潟県 41,000 服部国際奨学財団 100,000（2 年間）
富山市 35,000 または 41,000

　外国人留学生のうち私費外国人留学生には，主に次のような奨学金の制度があり
ます。募集内容，応募手続等の詳細については，国際機構支援室留学生係又は所属学
類等の学務係に問い合わせてください。

奨 学 団 体 名 奨 学 金 の 内 容 支 給 期 間
ロ ー タ リ ー 米 山 記 念 奨 学 会 月額 100,000円 最長 2 年
平 和 中 島 財 団 月額 100,000円 1 年
安 田 奨 学 財 団 月額 100,000円 最長 2 年
小 林 国 際 奨 学 財 団 月額 120,000円 2 年
佐 川 留 学 生 奨 学 財 団 月額 100,000円 2 年
日 本 学 生 支 援 機 構 月額 48,000円 1 年
石 川 県 月額 20,000円 1 年
金沢大学創基150年記念留学生支援
奨学金私費外国人留学生学習奨励費 年額 180,000円 最短修業年限

（注）奨学金の金額は平成2６年度の実績（学類在学者対象分のみ）。

2. その他の奨学金

3. 外国人留学生の
 奨学金
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6 健康管理と病気・ケガ

　保健管理センターは，本部棟 1 階にあります。分室は 2 ヶ所（自然科学棟には南分
室，医学類棟には宝町分室）にあります。
　このセンターは，学生の保健管理に関する専門的業務を行うための施設として設
置され，心身の健康の維持，増進を図ることが目的です。
　必要に応じて応急処置を行いますが，治療のための施設ではなく，積極的な健康の
保持増進に主眼が置かれており，定期健康診断を始め健康相談，健康指導，学生相談
等の業務を専任の教員（医師及びカウンセラー）及び保健師・看護師が担当していま
す。
　学生相談室では，専門のカウンセラーが学生の個人的問題について，一緒に考え，
解決の方向を見いだす良い相談相手となっています。相談の内容等については厳重
に秘密が保持されるよう配慮されていますので，気軽に利用してください。
　学生相談は事前に予約すると便利です。

076−264−5252（カウンセラー）
076−264−5255（本部看護職）
076−234−6803（南分室看護職）
メールアドレス：hokekan@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
金沢大学保健管理センターホームページ　

 http://www.hsc.kanazawa-u.ac.jp/hsc/index.html

　毎年 4 月に学校保健安全法に基づき実施します。指定された日時に受診してくだ
さい。日程通りに受診出来ない場合は，健康診断期間中（保健管理センターホーム
ページ参照）に必ず受診してください。
　実施項目は，身長・体重測定，血圧測定，尿検査，胸部レントゲン検査，内科診
察，及び健康調査があります。また，心電図検査，血液検査，視力測定は，学類新
入生と編入生に行います。
　更に，定期健康診断の事後措置として必要な項目の再検査及び健康指導を行って
います。
　なお，その年の定期健康診断を受診しない学生は，健康に関する各種証明書や自
動発行機による健康診断証明書の交付を受けることができません。
　受診する時は学生証が必要です。忘れずに持参してください。

　この保険は，学生の互助共済の精神に沿い，被保険者が在籍する大学の教育研究
活動（正課中，学校行事中，課外活動中及び寮内を除く学校施設内），住居と学校
施設等との間を往復する間及び大学の施設内を移動している間に生じた，急激かつ
偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合の救済措置として，全国の大学，
短期大学の学生を対象とした補償制度です。
　なお，この保険は，損害保険会社 5 社（幹事会社は東京海上日動火災保険株式会社）
と公益財団法人日本国際教育支援協会との間で結ばれる団体契約の傷害保険で，本
学では，全学生が加入することにしています。必ず加入してください。加入した学生
は被保険者となります。
　保険金関係窓口は，各学類の学務係です。

a．加入手続について
　ア　入学者は，下記の保険料を郵便振替（所定の用紙を「入学手続要項」に綴り込ん

であります。）で払込んでください。
○加入手続時期及び保険期間
① 3 月31日までに保険料を払い込んだ場合は， 4 月 1 日から保険が有効となり

ます。
② 4 月 1 日以降に保険料を払い込んだ場合は，払い込みの翌日から保険が有効

となります。
　保険料は次のとおりです。

○保険料と保険期間（所定の修業年限）
次の保険料を一括して払い込んでください。

学　　　　　　　類 保険期間 保険料

人文学類，法学類，経済学類，学校教育学類，地域創造学類，
国際学類，数物科学類，物質化学類，機械工学類，電子情報
学類，環境デザイン学類，自然システム学類，薬学類・創薬
科学類，保健学類

4 年 3,300円

医学類 6 年 4,７00円

1. 保健管理センター

2. 定期健康診断

3.  学生教育研究災害
 傷害保険
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　薬学類・創薬科学類学生で， 3 年次後期に薬学類（６年制）へ配属となった者
は， 5 年次， ６ 年次の 2 年分を改めて納めることになります。
　なお，保険料納入後，本学の入学を辞退した場合は，保険料（郵送料等を差し引
いた保険料）を返還します。

イ　未加入の学生は年度途中でも加入できるので，保健管理センター，共通教育
（総合教育棟）又は各学類の学務係に申し出て所定の用紙を受領し，保険料を郵
便振替で払込んでください。保険料は，卒業までの年数により異なります。

b．保険金請求手続きについて
　正課中，学校行事中，課外活動，学校施設内にいる間及び通学途中に事故があった
場合は，各学類の学務係に届け出てください。事故発生後30日以内に届出がない場合
は保険金が支払われないことがあります。

　日本に住んでいる20歳から６0歳までのすべての人は，国民年金に加入しなければ
なりません。20歳になったら住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で必
ず手続きしてください。
　なお，国民年金の保険料を納めることが困難な場合には，社会人になってから保険
料を納めることとした学生納付特例制度があります。この届出をしないとケガや病
気等で障害を負っても，障害年金は支給されませんので注意してください。

4. 国民年金への加入
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共
用
施
設

埋
蔵
文
化
財

調
査
セ
ン
タ
ー

埋
蔵
文
化
財

調
査
セ
ン
タ
ー

プ
ー
ル

プ
ー
ル

体
育
館

体
育
館

エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー

大
学
会
館

（
食
堂
・
売
店
・
郵
便
局
）

大
学
会
館

（
食
堂
・
売
店
・
郵
便
局
）

標
石

標
石

中
央
図
書
館

資
料
館

中
央
図
書
館

資
料
館

教
育
実
践
支
援

セ
ン
タ
ー

教
育
実
践
支
援

セ
ン
タ
ー

弓
道
場

弓
道
場

射
撃
場

射
撃
場

サ
ッ
カ
ー
場

サ
ッ
カ
ー
場

馬
場
馬
場

植
物
園

植
物
園

厩
舎

厩
舎

実
習
農
場

実
習
農
場

温
室

温
室

東
課
外
活
動
共
用
施
設

（
サ
ー
ク
ル
棟
）

東
課
外
活
動
共
用
施
設

（
サ
ー
ク
ル
棟
）

中
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

中
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

極
低
温

研
究
室

極
低
温

研
究
室

自
然
科
学
5号
館

自
然
科
学
5号
館

先
端
科
学
・

ｲﾉ
ﾍﾞ
ｰｼ
ｮﾝ
推
進
機
構

先
端
科
学
・

ｲﾉ
ﾍﾞ
ｰｼ
ｮﾝ
推
進
機
構

中
福
利
施
設

（
食
堂
・
売
店
）

中
福
利
施
設

（
食
堂
・
売
店
）

総
合
教
育
1号
館

総
合
教
育
1号
館

本
部
棟

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
，

先
端
科
学
・

ｲﾉ
ﾍﾞ
ｰｼ
ｮﾝ
推
進
機
構

本
部
棟

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
，

先
端
科
学
・

ｲﾉ
ﾍﾞ
ｰｼ
ｮﾝ
推
進
機
構

総
合
メ
デ
ィ
ア

基
盤
セ
ン
タ
ー

総
合
メ
デ
ィ
ア

基
盤
セ
ン
タ
ー

地
域
連
携

推
進
セ
ン
タ
ー

地
域
連
携

推
進
セ
ン
タ
ー

角
間

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

角
間

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

角
間
川

角
間
川

南
ア
カ
ン
サ
ス

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

南
ア
カ
ン
サ
ス

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

角
間
大
橋

角
間
大
橋

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア

創
立
五
十
周
年

記
念
館「
角
間
の
里
」

創
立
五
十
周
年

記
念
館「
角
間
の
里
」

環
境
保
全

セ
ン
タ
ー

環
境
保
全

セ
ン
タ
ー

薬
品
庫

薬
品
庫

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

自
然
科
学
本
館

自
然
科
学
本
館

自
然
科
学
系
図
書
館

南
福
利
施
設（
食
堂
・
売
店
）

自
然
科
学
系
図
書
館

南
福
利
施
設（
食
堂
・
売
店
）

自
然
科
学
1号
館

自
然
科
学
1号
館
自
然
科
学
2号
館

自
然
科
学
2号
館

自
然
科
学
3号
館

自
然
科
学
3号
館

ア
カ
ン
サ
ス

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

ア
カ
ン
サ
ス

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

線波
井・
沢金
道県

線波
井・
沢金
道県

道山中道市 道山中道市

ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・

ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
,

ハ
ー
ド
ラ
ボ
1

ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・

ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
,

ハ
ー
ド
ラ
ボ
1

総
合
教
育
講
義
棟

総
合
教
育
講
義
棟

総
合
教
育
2号
館

総
合
教
育
2号
館

人
間
社
会
1号
館

人
間
社
会
1号
館

人
間
社
会
第
1講
義
棟

人
間
社
会
第
1講
義
棟

人
間
社
会
2号
館

人
間
社
会
2号
館

人
間
社
会
3号
館

人
間
社
会
3号
館 人
間
社
会
第
2講
義
棟

人
間
社
会
第
2講
義
棟

人
間
社
会
4号
館

人
間
社
会
4号
館
人
間
社
会
5号
館

人
間
社
会
5号
館

工
作
実
習
棟

工
作
実
習
棟

ハ
ー
ド
ラ
ボ
2

ハ
ー
ド
ラ
ボ
2 環
日
本
海
域
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

ハ
ー
ド
ラ
ボ
3

環
日
本
海
域
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

ハ
ー
ド
ラ
ボ
3

ハ
ー
ド
ラ
ボ
4

ハ
ー
ド
ラ
ボ
4

自
然
科
学
大
講
義
棟

自
然
科
学
大
講
義
棟

学
生
留
学
生
宿
舎
 「
先
魁
」

学
生
留
学
生
宿
舎
 「
先
魁
」

薬
用
植
物
園

北
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

北
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

ラ
グ
ビ
ー
場

ラ
グ
ビ
ー
場

北
福
利
施
設

（
食
堂
）

北
福
利
施
設

（
食
堂
）

学
際
科
学
実
験
セ
ン
タ
ー

ア
イ
ソ
ト
ー
プ

理
工
系
研
究
施
設

学
際
科
学
実
験
セ
ン
タ
ー

ア
イ
ソ
ト
ー
プ

理
工
系
研
究
施
設

が
ん
進
展
制
御
研
究
所

が
ん
進
展
制
御
研
究
所

至
山
側
環
状

至
山
側
環
状

至
富
山

5. AED，ストレッチャー設置マップ

設
置

場
所

AE
D

スト
レ

ッ
チ

ャ
ー

車椅
子

担
架

レ
スキ

ュ
ーシ

ート

北 　 　 地 　 　 区

❶
ラ

グ
ビ

ー
場

●

❷
人間

社会
第２

講義
棟 １

Ｆ玄
関 （

旧教
育講

義棟
）

●
●

●

❸
人間

社会
２号

館 2
F （旧

法学
部・経

済学
部棟

玄関
）

●
●

●
●

●

❹
人間

社会
1号

館 １
F玄

関 （
旧文

学部
棟玄

関）
●

●

❺
人間

社会
3号

館 1
F 管

理事
務室

 （旧
教育

学部
）

●
●

●

❻
体

育
館

　
1F

●
●

●
●

❼
総

合
教

育
講

義
棟

　
2F

●
●

●
●

❽
中

央
図

書
館

　
2F

●
●

●

❾
大

学
会

館
　

2F
事

務
室

前
●

●
●

中 地 区

❿
陸

上
競

技
場

●

⓫
本

部
棟

  2
F 

学
生

部
　

ロ
ビ

ー
●

●
●

⓬
本

部
棟

  1
F保

健
管

理
セ

ン
タ

ー
●

●
●

●
●

●
●

⓭
自然

科
学５

号
館

 1F
 （旧

理
学部

棟
）

●
●

●
●

⓮
先端

科学
・イ

ノベ
ーシ

ョン
推進

機構
（1

Fロ
ビー

）
●

●
●

設
置

場
所

AE
D

スト
レ

ッ
チ

ャ
ー

車椅
子

担
架

レ
スキ

ュ
ーシ

ート

南 　  地 　  区

⓯
自

然
科

学
本

館
　

G2
事

務
室

●
●

●
●

⓰
自然

科学
本館

  G
2保

健管
理セ

ンタ
ー南

分室
●

●
●

⓱
自然

科学
本館

 1F
ワー

クシ
ョッ

プ（
2）

前
●

●
●

⓲
自然

科学
1号

館  
2F 

BCブ
ロッ

ク間
エレ

ベー
ター

前
●

●
●

●

⓳
自然

科学
2号

館  
2F 

BCブ
ロッ

ク間
エレ

ベー
ター

前
●

●
●

●

⓴
自然

科学
3号

館  
2F 

Bブ
ロッ

クエ
レベ

ータ
ー前

●
●

●
●

㉑
自

然
科

学
系

　
図

書
館

●
●

㉒
が

ん
進

展
制

御
研

究
所

●
●

㉓
里

山
記

念
館

　
1F

研
修

室
●

●
●

㉔
学

生
・

留
学

生
宿

舎
●

㉕
国

際
交

流
会

館
1F

●
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中
央
診
療
棟

中
央
診
療
棟

正
面
玄
関

正
面
玄
関

ア
ネ
ッ
ク
ス
棟

課
外
活
動
施
設

★
ア
イ
ソ
ト
ー
プ

★
ア
イ
ソ
ト
ー
プ

総
合
研
究
施
設

総
合
研
究
施
設

十
全
講
堂

看
護
師
宿
舎

看
護
師
宿
舎

体
育
館保
健
学
類

福
利
施
設

保
健
学
類

2号
館

保
健
学
類

１
号
館

保
健
学
類

3号
館

保
健
学
類

4号
館

保
健
学
類

5号
館

保
健
学
類

福
利
施
設

体
育
館

保
健
学
類

2号
館

保
健
学
類

１
号
館

県
道
金
沢
井
波
線

保
健
学
類

3号
館

保
健
学
類

4号
館

保
健
学
類

5号
館

課
外
活
動
施
設

医
学
類
福
利

施
設
医
学
類
福
利

施
設

医
学
類
F棟

医
学
類
F棟

医
学
類
旧
書
庫

医
学
類
旧
書
庫

医
学
類
E棟

医
学
類
E棟

医
学
類
解
剖

標
本
庫

医
学
類
解
剖

標
本
庫

★
遺
伝
子

★
遺
伝
子

研
究
施
設

研
究
施
設

医
学
類
G棟

医
学
類
G棟

★
実
験
動
物

★
実
験
動
物

研
究
施
設

研
究
施
設

医
学
類
教
育
棟

医
学
類
教
育
棟

医
学
図
書
館

医
学
類
病
理

標
本
庫

医
学
図
書
館

医
学
類
A棟

医
学
類
A棟

至
鈴
見

医
学
類
B棟

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達

研
究
セ
ン
タ
ー

医
学
類
B棟

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達

研
究
セ
ン
タ
ー

十
全
講
堂

医
学
類
病
理

標
本
庫

ア
カ
ン
サ
ス
薬
局

西
病
棟

西
病
棟

Ｍ
Ｒ
Ｉ
-Ｃ
Ｔ
棟

Ｍ
Ｒ
Ｉ
-Ｃ
Ｔ
棟 金
沢
先
進
医
学
セ
ン
タ
ー

金
沢
先
進
医
学
セ
ン
タ
ー

外
来
診
療
棟

外
来
診
療
棟

医
学
類
C棟

医
学
類
C棟

ア
ネ
ッ
ク
ス
棟

立
体
駐
車
場

立
体
駐
車
場

立
体
駐
車
場

（
患
者
用
）

立
体
駐
車
場

（
患
者
用
）

医
学
部
記
念
館

医
学
部
記
念
館

東
病
棟

東
病
棟

舞笠至如
来
寺
前

バ
ス
停

如
来
寺
前

バ
ス
停

至
兼
六
園

至
小
立
野

小
立
野

大
学
病
院
前

バ
ス
停

医
学
部
創
立
百
五
十
周
年

記
念
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

医
学
部
創
立
百
五
十
周
年

記
念
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

金
大
病
院

CP
Dセ
ン
タ
ー

金
大
病
院

CP
Dセ
ン
タ
ー

(医
学
類
D
棟
))

棟
D
類
学
医(全
学
共
用
教
育
研
究
棟

全
学
共
用
教
育
研
究
棟

26

27

28

29
30

31

設
置

場
所

AE
D

スト
レ

ッ
チ

ャ
ー

車椅
子

担
架

レ
スキ

ュ
ーシ

ート

宝 町 ・ 鶴 間

�
保

健
学

類
1

号
館

　
1F

●
●

●
●

�
医

学
類

A
棟

　
1F

階
段

横
●

●
●

�
医

学
類

教
育

棟
　

1F
廊

下
●

●
●

�
医学

類F
棟　

1F
保健

管理
セン

ター
宝町

分室
●

●

宝 町
�

中央
診療

棟　
1F

  2
F  

3F
 （計

3台
）

●
●

●

�
外来

診療
棟　

1F
  2

F  
3F

  4
F （

計4
台）

●
●

●
●

設
置

場
所

AE
D

スト
レ

ッ
チ

ャ
ー

車椅
子

担
架

レ
スキ

ュ
ーシ

ート

平 和 町 地 区

�
附

属
小

学
校

 （
職

員
室

）
●

●
●

●

�
附

属
中

学
校

 （
2F

廊
下

）
●

●
●

●

�
附属

学校
 （高

校生
徒玄

関　
体育

館前
）

●
●

●
●

●

�
附

属
幼

稚
園

 （
職

員
室

）
●

�
附

属
学

校
 （

事
務

部
）

●
●

東 兼 六

地 　 区
�

特
別

支
援

学
校（

事
務

部
）

●
●

●
●

●

能 登
小 木

�
臨海

実験
施設

　
研究

棟１
F事

務室
●
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7 進　路

1. 学生の進路状況（平成25年度）

石川
35％

（378人）

公務
21％

（227人）

医療・福祉
20％

（210人）
富山・福井

22％
（233人）

建設 2％（27人）
その他 3％（28人）

東海
14％

（148人）

関東
14％

（145人）

近畿
7％（80人）

その他
8％

（88人）

就職者
1,072人

就職者
1,072人

卒業生
1,831人

就職
59％

（1,072人）

製造業
12％

（127人）

情報通信・運輸
7％（75人）　

金融・保険
7％（80人）

サービス業
8％（81人）

教育
14％

（149人）

卸・小売
6％（68人）

進学
29％

（537人）

その他
7％（126人）

臨床研修医
5％（96人）

地区別就職状況（学士） 産業別就職状況（学士） 卒業生進路状況（学士）

7％ 43％ 24％ 12％ 3％1％10％

12％ 42％ 23％ 10％ 5％2％ 6％

6％ 35％ 42％ 3％ 1％ 13％

3％ 57％ 25％ 1％1％2％ 11％

5％ 8％ 5％ 76％ 6％

8％ 44％ 30％ 1％3％ 4％ 10％

5％ 69％ 6％ 4％3％1％ 12％

63％ 21％ 7％ 3％ 1％5％

59％ 15％ 2％ 17％ 7％

72％ 16％ 2％2％ 8％

72％ 23％ 1％4％

65％ 28％ 3％ 4％

39％ 24％ 36％ 1％

64％ 21％ 6％ 3％2％4％

17％ 26％ 11％ 18％ 2％ 25％ 1％

98％ 2％

3％ 61％ 8％ 28％

94％ 3％3％

14％ 36％ 18％ 27％ 4％1％

30％ 32％ 15％ 6％ 5％1％5％ 6％

進学 民間企業 官公庁 教員 その他の就職 臨床研修医 その他独立行政法人等

学域・学類別進路状況（学域生のみ）

人間社会学域（計　 768人）

人文学類（　　151人）

法学類（　　177人）

経済学類（　　187人）

学校教育学類（　  　99人）

地域創造学類（　　  77人）

国際学類（　　  77人）

理工学域（計　 667人）

数物科学類（　　  95人）

物質化学類（　　100人）

機械工学類（　　161人）

電子情報学類（　　123人）

環境デザイン学類（　　  85人）

自然システム学類（　　103人）

医薬保健学域（計　 368人）

医学類（　　  95人）

薬学類（　　  36人）

創薬科学類（　　  33人）

保健学類（　　204人）

全学域（計 1,803人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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学 類 コース 主 な 進 路 先

人

間

社

会

学

域

人文学類

心理学 住友生命保険相互会社，大和ハウス工業，日本ソフテック，国立大学法人，地方公務員，大学院進学　等

人間科学 近畿日本鉄道，日立ソリューションズ，北洋銀行，北國新聞社，ヤマト運輸，国家・地方公務員，大学院進学　等

フィールド文化学 西日本電信電話（NTT西日本），明治安田生命保険，教員（高等学校），国立大学法人，地方公務員，大学院進学　等

歴史文化学 愛知環状鉄道，日本生命保険，福井日産自動車，明星電気，教員（中・高等学校），地方公務員，大学院進学　等

言語文化学 伊藤忠ロジスティクス，江守商事，デンソー，西日本旅客鉄道（JR西日本），教員（中・高等学校），国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

法 学 類

公共法政策 イオンリテール，西濃運輸，日本製鋼所，ゆうちょ銀行，法律事務所，国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

企業関係法 SMBC日興証券，グンゼ，コスモ石油，澁谷工業，中部電力，テルモ，三菱UFJモルガン・スタンレー証券，りそな銀行，
税理士事務所，法律事務所，国家・地方公務員，大学院進学　等

総合法学 大垣共立銀行，清水建設，日立ビルシステム，三菱電機，国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

経済学類

経済理論・経済政策 エヌ・ティ・ティ・インターネット，大林組，豊田自動織機，日本政策金融公庫，北陸朝日放送，北國銀行，三谷産業，国家・地方公務員，大学院進学　等

経営・情報 関西電力，サンゲツ，東海旅客鉄道（JR東海），東京海上日動火災保険，日本郵便，ベネッセコーポレーション，北陸電力，
教員（中学校），国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

比較社会経済 あいおいニッセイ同和損害保険，インテック，カヨウ，ジェイティービー，十六銀行，福井テレビジョン放送，国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

学校教育
学 類

教育科学 教員（幼稚園・小・特別支援学校），地方公務員，大学院進学　等

教科教育学 教員（幼稚園・小・中・高等学校），地方公務員，大学院進学　等

地域創造
学 類

福祉マネジメント 北陸労働金庫，特別養護老人ホーム，病院，地方公務員，大学院進学　等

環境共生 伊藤園，西日本電信電話（NTT西日本），ニチコン，農業協同組合，国立大学法人，地方公務員，大学院進学　等

地域プランニング 海士町観光協会，北日本放送，興能信用金庫，三協立山，福井銀行，国立大学法人，国家・地方公務員，大学院進学　等

健康スポーツ 味の素製薬，エイム，ギャレックス，東急スポーツオアシス，地方公務員，大学院進学　等

国際学類

国際社会 アメリカンファミリー生命保険，オリンパス，日本電産，農林中央金庫，東日本旅客鉄道（JR東日本），地方公務員　等

日本・日本語教育 エイチ・アイ・エス，北陸学院大学，三井住友信託銀行，国立大学法人，地方公務員，大学院進学　等

アジア PFU，北陸銀行，三井住友信託銀行，地方公務員　等

米英 アステラス製薬，エイチ・アイ・エス，京セラ，JFE商事，日本通運，三菱商事，教員（中・高等学校），地方公務員　等

ヨーロッパ アパグループ，綜合警備保障，明治安田生命保険，りそなホールディングス　等

理

工

学

域

数 物 科
学 類

数学 全体の約25％は大学院進学，北陸ミサワホーム，教員（中・高等学校）　等

物理学 全体の約82％は大学院進学，稲本製作所，ビジュアルソフト，教員（高等学校）　等

計算科学 全体の約57％は大学院進学，エヌ・ティ・ティ・データ東海，サミー，富士通エフ・アイ・ピー，教員（高等学校），地方公務員　等

物 質 化
学 類

化学 全体の約６６％は大学院進学，三甲，辰巳化学，日東メディック，教員（高等学校），国家公務員　等

応用化学 全体の約77％は大学院進学，旭化成，コーセル，澁谷工業，トヨタ紡織，地方公務員　等

機 械 工
学 類

機械システム 全体の約7６％は大学院進学，シーケー金属，ダイハツ工業，津田駒工業，不二越，地方公務員　等

知能機械 全体の約79％は大学院進学，中村留精密工業，西日本旅客鉄道（JR西日本），パナソニック，村田製作所　等

人間機械 全体の約６６％は大学院進学，アイシン精機，EIZO，コマツNTC，サンエツ金属，ダイニチ工業，東日本旅客鉄道（JR東日本），地方公務員　等

エネルギー環境 全体の約６2％は大学院進学，NTTファシリティーズ東海，スズキ，セーレン，村田製作所　等

電子情報
学 類

電気電子 全体の約72％は大学院進学，アイシン軽金属，中部電力，リンナイ，DMM.comラボ，北陸電力，三菱自動車工業，地方公務員　等

情報システム 全体の約54％は大学院進学，OKIソフトウェア，東芝，PFU，富士通北陸システムズ，メイテック，地方公務員　等

生命情報 全体の約６9％は大学院進学，アイシン精機，トヨタ自動車，ローム　等

環 境
デザイン
学 類

土木建設 全体の約43％は大学院進学，清水建設，新日本コンサルタント，前田建設工業，地方公務員　等

環境・防災 全体の約33％は大学院進学，大成建設，西日本旅客鉄道（JR西日本），日本海コンサルタント，国家・地方公務員　等

都市デザイン 全体の約41％は大学院進学，北川ヒューテック，ジャパンパイル，永森建設，地方公務員　等

自 然
システム
学 類

生物学 全体の約50％は大学院進学，NECソリューションイノベータ，ニューハウス工業，農業協同組合，教員（高等学校），地方公務員　等

バイオ工学 全体の約45％は大学院進学，救急薬品工業，福寿製薬，山芳製菓，国家・地方公務員　等

物質循環工学 全体の約7６％は大学院進学，王子ホールディングス，倉敷紡績，小松ウオール工業，地方公務員　等

地球学 全体の約６9％は大学院進学，NTTフィールドテクノ，関西電力，教員（高等学校），地方公務員　等

医
薬
保
健
学
域

医 学 類（ ６ 年 制 ） 臨床研修医　等

薬 学 類（ ６ 年 制 ） あすか製薬，キッセイ薬品工業，沢井製薬，バイエル薬品，富士薬品，明治，大学附属病院，自治体の医療機関，民間の医
療機関，国立病院機構の医療機関，保険調剤薬局，大学院進学　等

創 薬 科 学 類 全体の約94％は大学院進学，アキュラホーム

保 健 学 類 大学附属病院，自治体の医療機関，民間の医療機関，国立病院機構の医療機関，大学院・養護教諭特別別科進学　等

主な進路先（学類，コース別）
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　全学的な就職支援組織として就職支援室があります。
　また，各学類等に就職担当教員が配置されています。

〈就職支援室〉
場　　所：角間キャンパス本部棟（保健管理センターがある建物） 2 階
利用時間：平日 9 ：00～17：00（就職資料コーナーは18：00まで）
電　　話：07６―2６4―52６5，６190，６191
E - m a i l：syukatsu@adm.kanazawa-u.ac.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://ghp.adm.kanazawa-u.ac.jp/archives/category/placement

2. 就職支援体制

3. 就職支援室による
 支援

4. 就職活動
 スケジュール

就職・進路相談 就職支援室では，キャリアカウンセラーおよび企業人事経験者による就職・進路相談を行っています。相
談の中で，エントリーシートの添削・面接練習もできます。相談時間は，原則 1 回30分です。予約制となっ
ていますので，就職支援室窓口または電話で予約をしてください。

求人情報の提供 就職支援室では，就職支援室に届いた求人票を，求人情報検索システム（「KEIナビ」といいます。）に入
力しています。「KEIナビ」では，求人情報を様々な条件で検索することができます。また，OB・OGに
よる就職活動アドバイスを閲覧することもできます。（「KEIナビ」利用方法：アカンサスポータルトップ 
＞ タブ「学生」 ＞ 「キャリア＆就職支援」 ＞ 「求人情報（KEIナビ）」を選択）

キャリア＆就職支援
行事の実施

就職支援室では，就職ガイダンス，キャリア支援イベント，企業説明会，官公庁説明会など，様々な支援
行事を実施しています（次頁参照）。開催日等はアカンサスポータルのメッセージや掲示板等で案内して
います。各行事に参加するには，アカンサスポータルからの参加登録が必要です。（参加登録方法：アカ
ンサスポータルトップ ＞ タブ「学生」 ＞ 「キャリア＆就職支援」 ＞ 「キャリア＆就職支援行事」を選択）

就職関係書籍・就職
ガイダンスのDVDの
貸出

就職支援室では，就職に関する書籍・雑誌を貸し出しています。また，都合でガイダンスを欠席した学生に，
当日のガイダンスを撮影したDVDの貸出も行っています（撮影不可の場合もあります）。

OB・OG 情報の提供 就職支援室では，企業から届いたOB・OG名簿を閲覧することができます。閲覧には学生証の提示が必要
です。なお，個人情報ですので，名簿の持ち出し・コピー・写真撮影等は不可です（メモを取ることは可
能です）。また，アカンサスポータからOB・OGを検索することができます。（OB・OG検索方法：アカン
サスポータルトップ ＞ タブ「学生」 ＞ 「キャリア＆就職支援」 ＞ 「OB・OG情報」を選択）

インターンシップ
受入先の紹介

就職支援室では，就職支援室に届いたインターンシップ募集情報をアカンサスポータルのメッセージおよ
び就職支援室ホームページでお知らせしています。

学
生

就
職
支
援
室

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

就活準備期 就活スタート期 企業 研究期 選考・内定期

インターンシップ

自己分析

業界・職種・企業研究

エントリー

合同セミナー

個別相談（進路・自己分析・書類添削・模擬面接等）

ガイダンス（就職活動全般・業界・職種）

業界・企業研究会業界・企業研究会

求人情報（KEIナビ）・企業説明会案内

REスタートREスタート

個別セミナー

筆記試験・面接

内々定・内定

エントリーシート提出

※上記スケジュールは，201６年 3 月卒業・修了者の場合です。
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5. 就職支援室が開催
 する主な行事

区　分 日　程 対象学年 行　　事 内　　　容

共通
プログラム

10月 2 年 進路ガイダンス 今から心掛けておくこと
4 月 3 年，修士 1 年 進路ガイダンス 就職活動の現状や今から準備すべきこと

5 ～ ７ 月

全学年

インターンシップガイダンス ビジネスマナーやインターンシップの目的について

10～11月
キャリアラーニングバスツアー 首都圏，関西地方の企業担当者との懇談やOB・OGとの交流会
OB・OG交流会 主に北陸三県の企業・官公庁で働く若手OB・OGとの交流会

10～ 1 月 キャリア支援イベント 自己理解を深めるグループワークや業界・職種を学ぶ
ビジネスゲーム　など

民間企業
志望者向け
プログラム

10～ 2 月

3 年，修士 1 年

就職ガイダンス

【主な実施テーマ】 ⑥就職ナビの使い方
①就活キックオフ（文理別） ⑦労働法ガイダンス
②自己分析の進め方 ⑧会社説明会の回り方
③業界・職種研究の進め方 ⑨エントリーシート講座
④メイク講座 ⑩自己PR＆志望動機のまとめ方
⑤一般常識テスト ⑪面接対策

11～ 2 月 業界・職種研究ガイダンス

各業界から講師を招き，各業界の特徴・魅力について講演
【主な開催業界】
食品，金融，コンビニ，製造（電子部品，機械，総合電機），
マスコミ，商社，エネルギー，物流，IT　など

3 月に
計 6 日間開催 業界・企業研究会 3 月初旬に開催する学内合同企業説明会で，400社前後

の企業が参加

4 ～ 6 月

4 年，修士 2 年

OB・OG（リクルーター）
懇談会

OB・OGが懇談を通して学生に自社の魅力や就職活動
のアドバイスなどを伝える

4 ～ ７ 月 面接練習会 個人面接・集団面接・集団討論を開催
9 ～12月 個別企業説明会 企業からの申込みに応じて学内で開催

9 ～11月
合同企業説明会 35～７0社前後の企業が参加
Reスタートガイダンス 公務員・教員から民間企業への進路変更者向けのガイダンス

公務員
志望者向け
プログラム

10～11月 3 年，修士 1 年 公務員ガイダンス 自己分析や志望動機の考え方

11～ 5 月 3 年，修士 1 年
4 年，修士 2 年 官公庁説明会

各官公庁の採用担当者による説明会
【主な開催官公庁】
石川県，金沢市，富山県，福井県，新潟県，国家公務員，北
陸三県警察，財務専門官，国税専門官，裁判所職員　など

5 ～ 6 月
4 年，修士 2 年

公務員ガイダンス 自己PRや志望動機のまとめ方，面接対策
4 ～ ７ 月 面接練習会 個人面接・集団討論を開催

教員
志望者向け
プログラム

11月 3 年，修士 1 年 教員就職ガイダンス 教員採用の現状，合格者体験発表会

5 月
4 年，修士 2 年

教員採用試験説明会
各教育委員会の採用担当者による説明会

【主な開催市・都道府県】
石川県，金沢市，富山県，福井県，名古屋市，東京都　など

6 月 面接・模擬授業練習会 元教員による面接・集団討論・場面指導・模擬授業の指導
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Ⅰ　卒業時に取得できる資格（卒業要件となっている資格及び教育職員免許状以外）
　大学卒業時に取得できる資格にはさまざまなものがあります。これを整理すると，

（1）開講されている所定の授業科目を修得することによって取得できる資格と，（2）
その学類・コース等を卒業したということだけで取得できる資格（卒業自体が資
格に必要な専門的知識を得たものと見なされます）とがあります。（1）の場合は，
その取得方法の詳細を，各学類で「キャリア形成科目群」として，明示することに
なっています。
　また，別の整理の仕方をすると，（A）資格それ自体が得られる場合と，（B）資格を得
るための試験の受験資格あるいは受験科目の一部免除が得られる場合とがあります。

6. 取得できる資格
 一覧　

資格と学類・コース・専修との関係一覧表

資格の分類・名称［認定機関］ 学類・コース・専修 備考

⑴

所

定

の

科

目

を

修

得

す

る

と

取

得

で

き

る

資

格

＊

🄐

資

格

自

体

が

得

ら

れ

る

社会教育主事 全学類 地域連携推進センターで実施する「社
会教育主事講習」（共通教育科目とし
て登録可）の受講が必須です。具体的
な資格取得科目群は後掲。

学校図書館司書教諭 教育職員免許状が取得できるすべての学類 地域連携推進センターで実施する「学
校図書館司書教諭講習」（共通教育科
目として登録可）の受講もしくは書類
参加が必要です。また，この資格の効
力は教育職員免許状が取得された時点
から発生します。具体的な資格取得科
目群は後掲。

学芸員 人文学類及び他の全学類 博物館に関する科目の単位を修得する
必要があります。主要な科目は人文学類
フィールド文化学コースで開講されます。

認定心理士［日本心理学会］ 人文学類・心理学コース 卒業後に申請が必要です。

社会調査士［一般社団法人社
会調査協会］＊＊

人文学類 他学類の学生でも必要科目の単位修得
をすることで資格取得は可能ですが，
実習的科目が多いため，左記以外の学
類では取得のための負担が相当に大き
くなります。

環境再生医初級［認定NPO
法人自然環境復元協会］＊＊

地域創造学類・環境共生コース 環境共生コースに所属し，指定科目か
ら16単位以上の取得が必要です。

GIS学術士［社団法人日本地
理学会］＊＊

人文学類・人間科学コース・地理学専門分野
地域創造学類・環境共生コース

人文学類は地理学専門分野に，地域創
造学類は環境共生コースに所属し，指
定の単位をB以上の評価で取得した上
で，GIS（地理情報システム）を使用し
た空間分析を行った卒業論文を書くこ
とが必要です。

日本語教育主専攻 国際学類・日本・日本語教育コース 指定科目から50単位以上の取得が必要
です。 4 年進学時に登録票提出が必要
です。

日本語教育副専攻 国際学類及び他の全学類 指定科目から26単位以上の取得が必要
です。他学類でも［学域内副専攻］日本
語教育副専攻を取れば，取得できます。
4 年進学時に登録票提出が必要です。

電気主任技術者［経済産業省］ 電子情報学類・電気電子コース 資格自体は，卒業後，一定期間の実務
経験（最長 5 年）を経て申請し，取得
になります。

🄑 

受
験
資
格
も
し
く
は
一
部
試 

験
科
目
免
除
が
得
ら
れ
る

社会福祉士国家試験受験資格 地域創造学類・福祉マネジメントコース

公認スポーツ指導者 地域創造学類・健康スポーツコース すべての科目は健康スポーツコースで
開講されます。

無線従事者（第一級陸上無線
技術士）［総務省］

電子情報学類 卒業後 3 年以内に限り試験科目の一部
が免除されます。

電気通信主任技術者（伝送交
換主任技術者）［総務省］

電子情報学類 試験科目の一部が免除されます。なお，
卒業前であっても，所定の科目を取得
した時点で免除になります。

2 級建築士受験資格［各都道
府県］

環境デザイン学類

1 級建築士受験資格［国土交
通省］

環境デザイン学類 卒業後 2 年以上の実務が必要です。
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資格の分類・名称［認定機関］ 学類・コース・専修 備考

⑵
当
該
学
類
・
コ
ー
ス
の
卒
業
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
資
格

🄐
資
格
自
体
が
得
ら
れ
る

毒物劇物取扱責任者［厚生労
働省］

物質化学類

薬学類・創薬科学類

技術士補［（社）日本技術士会］
＊＊＊＊

物質化学類（応用化学コース）

環境デザイン学類

測量士補［国土地理院］ 環境デザイン学類 卒業後 1 年以上の実務を経て登録すれ
ば，測量士になれます。

医薬部外品，化粧品又は医療
機器の総括製造販売責任者及
び責任技術者［都道府県］

薬学類・創薬科学類 ただし，医療機器の総括製造販売責任
者になるには，卒業後 3 年以上の経験
を要する。

食品衛生管理者［都道府県ま
たは市区］

薬学類・創薬科学類

🄑
受
験
資
格
も
し
く
は
一
部
試
験
科
目
免
除
が
得
ら
れ
る

甲種危険物取扱者［総務省］ 物質化学類 化学に関する科目を15単位以上修得し
た者は在学中でも受験資格がありま
す。自然システム学類（バイオ工学コース／物質

循環工学コース）

公害防止管理者［経済産業省］ 物質化学類 実務経験（種類により異なる）が必要
です。

技術士第 2 次試験受験資格
［（社）日本技術士会］

物質化学類（応用化学コース） 卒業後 4 年以上の実務が必要です。

環境デザイン学類

基礎施工士受験資格［基礎施
工士検定試験委員会（予定）］

環境デザイン学類 卒業後 1 年以上の実務が必要です。
（予定）
※平成2７年度中に制度改定予定

コンクリート技士受験資格
［公益社団法人日本コンクリ
ート工学会］

環境デザイン学類 卒業後 2 年以上の実務が必要です。

2 級土木施工管理技士受験資
格［国土交通省］

環境デザイン学類 卒業後 1 年以上の実務が必要です。

1 級土木施工管理技士受験資
格［国土交通省］

環境デザイン学類 卒業後 3 年以上の実務が必要です。

安全管理者［厚生労働省］ 理工学域 厚生労働大臣の定める研修を修了し，
卒業後 2 年以上の実務が必要です。
＊＊＊

　＊ これに該当する資格を取得するための授業科目群は，各学類で「キャリア形成科目群」として明示されることにな
っています。

　＊＊ 卒業時に申請・登録などが必要です。（申請料を必要とする場合もあります。）
　＊＊＊ 理工学域以外の卒業者でも，卒業後 4 年以上の実務経験があれば取得できます。
　＊＊＊＊ 2015年 3 月現在でそれぞれの学類が認定されています。認定は一定期間毎に継続のため審査があり，認定が継続さ

れないと取り消されることもあります。

JABEE（日本技術者教育認定機構）認定プログラム修了証

　物質化学類（応用化学コース），環境デザイン学類の教育プログラムは，2015年 3 月現在，日本技術者教育認定機
構（Japan Accreditation Board for Engineering Education）からその教育内容及び体制が国際的な基準を満たしてい
ることを証明するJABEE認定を受けています。
　JABEE認定を受けた学類・コースを卒業すると，同時にJABEE認定プログラム修了証が交付されます。この修了
証は資格そのものではありませんが，資格に準じるもので，国際的な技術者としての能力があることを証明し，特に
海外で働くときに有効です。また，技術士の資格を得る上での第一歩である技術士第一次試験が免除され，卒業と同
時に「修習技術者」となり，登録をすれば「技術士補」の資格が得られます。さらに 4 年間，技術士を補助する業務
に従事すると，技術士第二次試験の受験資格が得られ，合格して登録すると「技術士」の資格が得られます。
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全学的なキャリア形成科目群

　全学類もしくは過半数の学類が共通に取得できる資格として，「社会教育主事」と「学校図書館司書教諭」の 2 つ
の資格があります。この 2 つについては，各学類ごとにキャリア形成科目群を提示するのではなく，この『学生便覧』
にまとめて提示することにします。なお，「学芸員」資格も全学類で取得可能ですが，専門科目中心なので，人文学
類及び単位修得が容易な学類の『履修の手引き（ハンドブック）』にのみ掲載されています。資格取得を希望する学
生は，人文学類の『ハンドブック』を参照してください。
1 ．社会教育主事資格科目群
●科目一覧表

社会教育主事講習等規程に
定める科目及び単位数

左記に対応して開設されている
授業科目及び単位数 備　　　　　考

科目 単位数 授業科目 開講年次 単位数

生涯学習概論 2 生涯学習概論 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。

社会教育計画 2 社会教育計画 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。

社会教育演習 2 社会教育演習 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。

社会教育特講 3 社会教育特講 3・4年 3 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。

＊ 上記授業科目はすべて社会教育主事講習として開講されている授業科目です。そのため社会教育主事講習等規程が適用され， 3
年生以上，６2単位以上既修得者のみが受講可能です。ただし， 3 年生以上であっても，大学在籍年数が 2 年未満の者は該当しま
せん。

＊ 上記授業科目の受講希望者は，前期に該当科目を共通教育科目（集中講義）として履修登録してください。また，履修登録に当
たってはガイダンス期間の昼休みにガイダンスを行い，受講票を受け取りますので，必ずガイダンスに出席してください。（掲示・
ホームページ・シラバスで明示します。）なお，社会教育主事講習等規程が適用されるため，受講に当たっては運営諸経費の支払
が必要です。詳細はガイダンスで説明します。

＊ 上記授業科目のうち 3 つの授業科目については，認定を受けることで他の授業科目でも代替が可能です。（認定の受け方について
はガイダンスで説明します。）代替可能な科目として，現時点で明確なものを列挙すると，下記の通りです。

　　○「生涯学習概論」の代替科目
　　　　生涯学習論（地域創造学類開講［学類共通科目］， 1 年， 2 単位）
　　　　生涯学習論（学校教育学類教育科学コース開講， 3 年， 2 単位）
　　○「社会教育計画」の代替科目
　　　　教育方法学（学校教育学類開講， 3 年， 2 単位）
　　　　教育の制度と経営（学校教育学類開講， 3 年， 2 単位）
　　○「社会教育特講」の代替科目
　　　　文化・スポーツ社会情報論（経済学類開講， 2 年， 2 単位）
　　　　メディア教育論特殊講義（学校教育学類教育科学コース開講， 3 年， 2 単位）
　　　　人権論（地域創造学類開講［学類共通科目］， 1 年， 2 単位）
　　　　環境学習・市民活動（地域創造学類環境共生コース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　自然環境と社会（地域創造学類環境共生コース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　地域学習論（地域創造学類地域プランニングコース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　地域情報ネットワーク論（地域創造学類地域プランニングコース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　生涯スポーツ論（地域創造学類健康スポーツコース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　多文化主義論及び多文化主義論E（国際学類国際社会コース開講， 3 ～ 4 年， 2 単位）

上記以外に，毎年度開始時に，放送大学の開講科目のうち代替科目に該当する科目（単位互換により共通教育科目として認定）
を指定し，掲示等で公表します。

●標準的な履修モデル

学年・学期 2 年後期まで 3 年前期（夏期集中＝社会教育主事講習）

授業科目名 代替科目とされている授業科目 社会教育演習

2 年後期までに代替科目で単位修得できなかった授業科目

●資格取得の方法
　資格取得には社会教育主事講習の受講が必要です。（上記授業科目の受講で自動的に社会教育主事講習を受講し
たことになります。）代替科目を含めて所定の 9 単位を修得すれば，金沢大学長から修了証書が授与され，資格が
あることとなります。
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2 ．学校図書館司書教諭資格科目群
●科目一覧表
学校図書館司書教諭講習等
規程に定める科目及び単位数

左記に対応して開設されている
授業科目及び単位数 備　　　　　考

科目 単位数 授業科目 開講年次 単位数

学校経営と学校図
書館に関する事項

2 学校経営と学校図
書館

3・4年 2 隔年開講（平成22年度）。集中講義。地域連携推進セン
ター主催だが，共通教育科目として登録可。対象は， 3
年以上，62単位以上既修得者。

学校図書館メディ
ア構成に関する事
項

2 学校図書館メディ
アの構成

3・4年 2 隔年開講（平成22年度）。集中講義。地域連携推進セン
ター主催だが，共通教育科目として登録可。対象は， 3
年以上，62単位以上既修得者。

学習指導と学校図
書館に関する事項

2 学習指導と学校図
書館

3・4年 2 隔年開講（平成22年度）。集中講義。地域連携推進セン
ター主催だが，共通教育科目として登録可。対象は， 3
年以上，62単位以上既修得者。

読書と人間性に関
する事項

2 読書と豊かな人間
性

3・4年 2 隔年開講（平成23年度）。集中講義。地域連携推進セン
ター主催だが，共通教育科目として登録可。対象は， 3
年以上，62単位以上既修得者。

情報メディアの活
用法に関する事項

2 情報メディアの活
用

3・4年 2 隔年開講（平成23年度）。集中講義。地域連携推進セン
ター主催だが，共通教育科目として登録可。対象は， 3
年以上，62単位以上既修得者。

＊上記授業科目はすべて学校図書館司書教諭講習として開講されている授業科目です。そのため学校図書館司書教諭講習等規程が
適用され， 3 年生以上，６2単位以上既修得者のみが受講可能です。ただし， 3 年生以上であっても，大学在籍年数が 2 年未満の
者は該当しません。

＊上記授業科目の受講希望者は，前期に該当科目を共通教育科目（集中講義）として履修登録してください。また，履修登録に当
たってはガイダンス期間の昼休みにガイダンスを行い，受講票を受け取りますので，必ずガイダンスに出席してください。（掲示・
ホームページ・シラバスで明示します。）

●標準的な履修モデル

学年・学期 3年前期（夏期集中＝図書館司書講習） 4 年前期（夏期集中＝図書館司書講習）

授業科目名 学校経営と学校図書館 読書と豊かな人間性

学校図書館メディアの構成 情報メディアの活用

学習指導と学校図書館

各授業科目は隔年開講なので，上記は偶数年度入学生の場合。奇数年度入学生の場合は学年・学期が逆になる。

●資格取得の方法
　大学 3 年・ 4 年と続けて受講した場合， 4 年受講時に必要な書類を提出していれば， 4 年の 3 月に修了証書が交
付されます。ただし，この効力は教諭の免許状を取得した時点から発生するので，教員免許状の取得によって本資
格の取得となります。
　また，他大学等で必要な授業科目の単位修得をしていた場合には，書類参加という形で，地域連携推進センター
に必要な書類を提出すれば，受講せずに，その年度の 3 月に修了証書が交付されます。

Ⅱ　学類の学習が受験に結びつく資格
　大学卒業に関係なく誰でも受験できる資格のなかには，学類の専門科目の授業がその資格試験に役立つものがあり
ます。将来を考えながら学習していく場合，これについての情報も重要ですので，その関係を一覧表にしました。

学類とその学習が受験に役立つ主な資格一覧表

学類・コース 資　格 学類・コース 資　格

法学類 司法書士［法務省］
行政書士［総務省］
弁理士［特許庁工業所有権審議会］
社会保険労務士［厚生労働省］
公認会計士［金融庁公認会計士・監査審査会］
税理士［国税庁］
裁判所事務官［最高裁判所］
家庭裁判所調査官補［最高裁判所］
衆議院事務局職員［衆議院］
参議院事務局職員［参議院］
通関士［財務省］
衆議院法制局職員［衆議院］＊
参議院法制局職員［参議院］＊
国会議員政策担当秘書［衆議院・参議院］＊

経済学類 簿記検定［日本商工会議所等］
公認会計士［金融庁公認会計士・監査審査会］
税理士［国税庁］

国際学類・国際
社会コース／ア
ジアコース／米
英コース／ヨー
ロッパコース

通訳ガイド（通訳案内士）［国土交通大臣］
通訳士［日本通訳協会］

物質化学類 第 1 種，第 2 種放射線取扱主任者［文部科学
省］

電子情報学類 情報処理技術者［経済産業省］

＊この資格は大学卒業が受験資格になっています。
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Ⅲ　学類の卒業要件となっている資格
　学類のなかには，資格の取得を目的としたものがあります。学類と卒業要件となっている資格の関係を一覧にしま
した。

学類・専攻・専修と卒業要件となっている資格一覧表

学類・専攻・専修 卒業要件となっている資格 備考

学校教
育学類

特別支援教育専修以外の専修 教育職員免許状（小学校教諭一種，中学校教諭一種）

特別支援教育専修 教育職員免許状（小学校教諭一種，特別支援学校教諭一種）

医学類 医師国家試験受験資格

薬学類 薬剤師国家試験受験資格 創薬科学類と一括で入学し， 3 年後
期に本人の意向・成績・適性によって
分かれます。

保
　
健

　
学

　
類

看護学専攻 看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格＊

平成26年度入学者から保健師課程が
選択制となりました。「保健師国家試
験受験資格」を取得できる学生は最
大50名です。

放射線技術科学専攻 診療放射線技師国家試験受験資格

検査技術科学専攻 臨床検査技師国家試験受験資格

理学療法学専攻 理学療法士国家試験受験資格

作業療法学専攻 作業療法士国家試験受験資格

＊保健師免許証取得者が取得できる資格として次のものがあります。
　　■養護教諭二種免許（都道府県教育委員会に申請。ただし，在学中に指定された共通教育科目を修得すること。）
　　■第一種衛生管理者免許（都道府県労働局に申請）

新入生
歓迎祭

 　みなさんの入学を祝うと同時に，大学生活に一日も早くなじみ，
より良い学生生活を送ってもらうために各サークル，諸先輩が行う
企画です。

 　 4 月中旬～下旬にわたり，次のような様々な行事が行われます。
 　各サークル説明会，映画上映会，展示会（絵画，書道，写真等），音

楽祭典，スポーツ大会，茶会など

金大祭
 　本学の大学祭を「金大祭」といい，各サークルが一年間の活動を広
く内外に発表し，一般市民も参加できるイベントです。11月の文化
の日の前後 3 日間程の日程で次のような様々な行事が行われます。

 　講演会，演劇，展示発表，古典芸能，LIVE＆喫茶，映画上映会，スポ
ーツ大会，模擬店など

北陸地区
国立大学
体育大会

 　この大会は，毎年 7 月に，北陸三県の国立大学の学生が参加して行
われる体育大会です。

 　昨年も約30種目で盛大に開催され，各大学の実力が接近している
中，本学は日頃の練習の成果を発揮し，多種目に優秀な成績を収め
ました。

北陸三県
大学学生
交歓芸術祭

 　この芸術祭は，北陸三県国公私立大学の美術，音楽関係サークル
が，芸術を探求する学生の研究発表と相互の親睦を図り，地方文化
に貢献することを目的として，毎年秋に定期的に開催し，作品の交
歓研究発表を行うものです。

 　吹奏楽，管弦楽，軽音楽，邦楽，合唱，放送劇，美術，写真，書道，茶
道の部門があり，毎年約20大学・短大が参加し，活発に研究発表・交
歓会を行っています。

1. 主な年間行事

8 課外活動

　有意義な学生生活を送るためには，授業や研究に打ち込むだけでなく，課外活動に参加す
ることも人間形成のために大切なことです。
　将来，社会人として，21世紀の社会を担っていく皆さんは，自主的集団活動である課外活動
に参加することにより，正課教育だけでは得られない社会性，人間性を培ってください。

34Ⅲ 学生生活

Ⅲ	

学

生

生

活



文化系
サークル

 

学生部公認文化系サークル（構成員全学対象）

英語会話研究会（ESS）
宝生会
らくだの会
映画研究会
マンドリンクラブ
フィルハーモニー管弦楽団
放送研究会
合唱団
クラシカル音楽研究会
文芸部
ユースホステルクラブ
美術部
書道部
茶道部

国際問題研究会
写真部
将棋部
考古学研究会
琴尺八部
竹糸会
児童文化部
子ども会サークル「つみき」
新聞会
M.J.S
Y.F.A
サイクリングクラブ
J.M.C
マルクス主義研究会

社会科学研究会
漫画・アニメ・SF同好会
吹奏楽団
児童くらぶ「ひこうせん」
鉄道愛好会
囲碁部
メロメロ
聖書研究会
B.B.S会
セカンド・ユース
ピアノの会
鳥人間コンテスト同好会
麻雀会「百萬石」
能登見守り寄り添い隊「灯」

学域学類公認文化系サークル
学域学類 団　　　　　　　体　　　　　　　名

学 校 教 育 学 類 手話サークル

法 学 類 金沢法友会，法律相談所，日本模擬国連関西事務局北陸支部，
金沢ディベートサークル，地域ブランディング研究会，模擬裁判会

経 済 学 類 経済研究会
国 際 学 類 KuLOS（クロス），TRKL（トゥルクル）

医 学 類

軽音楽部，白山診療班，立山診療班，IFMSA金沢，ACLS金沢，
Think about yourself，KURE，ライブエイド金沢，
東洋医学研究会，国際医療交流会，P-cok，囲碁部，
医科学研究会，クラシック音楽研究会

薬学類・創薬科学類 軽音楽部

保 健 学 類 星ことば（聞き書きサークル），くろーばー（ボランティア活
動サークル），Hands（手芸サークル）

理 工 学 域 ロボコンサークル，XXTRA!!（エクストラ）
人 文 学 類 歴史科学研究会

体育系
サークル

 

学生部公認体育系サークル（構成員全学対象）

陸上競技部
体操競技部
テニス部
ソフトテニス部
硬式野球部
卓球部
バドミントン部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
サッカー部
ラグビーフットボール部
実戦空手部

ハンドボール部
柔道部
剣道部
空手道部
弓道部
馬術部
水泳部
ボート部
ヨット部
スキー部
ライフル射撃部
カヌー部
アスレチックトレーナー部
ワンダーフォーゲル部

自動車部
少林寺拳法部
合気道部
アメリカン・フットボール部
オリエンテーリングクラブ
フェンシング部
アイスホッケー部
チアリーダー部
アーチェリー部
準硬式野球部
小太刀護身道部
K'sゴルフクラブ
フォーミュラ研究会

学域学類公認体育系サークル
学域学類 団　　　　　　　体　　　　　　　名

学 校 教 育 学 類 準硬式野球部
経 済 学 類 準硬式野球部

医 学 類

弓道部，剣道部，硬式庭球部，サッカー部，柔道部，スキー部，
卓球部，男子バスケットボール部，ソフトテニス部，
男子バレーボール部，山岳部，準硬式野球部，陸上競技部，
バドミントン部，ラグビー部，ゴルフ部，漕艇部
女子バレーボール部，空手部，水泳部，ハンドボール部

保 健 学 類 女子バスケットボール部，金沢大学保健学硬式テニス部
薬 学 類 ・
創 薬 科 学 類

準硬式野球部，硬式テニス部，軟式テニス部，バドミントン部，
サッカー部，卓球部，バスケットボール部，バレーボール部

理 工 学 域 準硬式野球部，テニス部，サッカー部

2. サークル一覧

35 Ⅲ 学生生活



　学生が課外活動のため団体結成の許可を受けようとするときは，学生団体結成届
に必要事項を記入し，規約又は会則，会員名簿，年間予定表等を添付し，各学類の学務
係に願い出て許可を受けてください。
　また，構成員が全学対象（部員数は10名以上）で全学のサークルとして許可を受け
たい時は，学生部学生支援課学生相談係に願い出て許可を受けてください。
　いずれの団体もこの結成届には助言指導教員（顧問教員）の承認が必要です。なお，
この団体結成届は，毎年 4 月に更新の手続きが必要です。

　学内において集会をしようとするときは，学生集会許可願に必要事項を記入し，各
学類の学務係に願い出て許可を受けてください。ただし，構成員が全学対象の学生の
団体が集会しようとするときは学生部学生支援課学生相談係に願い出て許可を受け
てください。

　学内において掲示をしようとするとき，あるいは出版物を学内に配布しようとす
るときは，あらかじめ各学類の学務係に願い出て許可を受けてください。ただし，構
成員が全学対象の学生の団体の掲示又は出版物は，学生部学生支援課学生相談係に
願い出て許可を受けてください。
　また，掲示は，各学類，学生部学生支援課学生相談係所管の決められた掲示板を使
用し，立木や壁など掲示板以外の場所には掲示できません。期間は，１週間以内とな
っていますので，期間が過ぎたら掲示責任者は，掲示物を取り除いてください。掲示
物の大きさはB 3 判以下です。

　学外において集会，行事をしようとするときは，学生団体行事計画届に必要事項を
記入し，各学類の学務係に届け出て許可を受けてください。ただし，構成員が全学対
象の学生団体は，学生部学生支援課学生相談係に届け出て許可を受けてください。全
学対象の団体はアカンサスポータル上でも手続きすることができます。
　なお，登山など危険が予想される行事をしようとするときは，助言指導教員（顧問
教員）の認印を受け，10日前までに届け出てください。

3. 団体結成届

4. 集　会

5. 掲示・出版物

6. 行事等の届出

9 運動・集会などで利用できる場所

運動施設（体育館，プール，テニスコート，サッカー場等） （配置図はP83参照）

施　　設　　名 摘　　　　　　　　　　要

体 育 館

第 1 体 育 室 バスケットボール 3 面，バレーボール 3 面，バドミントン 9 面等に使用可

第 2 体 育 室 バドミントン 6 面，剣道 4 面等に使用可

第 3 体 育 室 トレーニング室，各種トレーニング機器あり

第 4 体 育 室 ダンス練習場

第 5 体 育 室 柔道場

プ ー ル （ 室 内 ） 25m， 8 コース

陸 上 競 技 場 400mトラック，アンツーカ

テニスコート
硬 式 用（北 部） オムニコート　 8 面

硬 式 用（南 部） オムニコート　 8 面

サ ッ カ ー 場 2 面

ラ グ ビ ー 場 1 面　アメリカン・フットボールと共用

ソ フ ト ボ ー ル 場 1 面

多 目 的 コ ー ト 1 面　ハンドボール等に使用可

集会施設（大学会館）

施　　設　　名 摘　　　　　　　　　　要

大 学 会 館

大 集 会 室 1 室（約330名）演奏会，講演会等に使用可

中 集 会 室 8 室（和室 1 室）ミーティング，研修に使用可

小 集 会 室 2 室　ミーティング，研修に使用可

談 話 室 1 室
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合宿研修施設

施　　設　　名 収容人数 室数 摘　　　　　　　　　要

辰口共同研修
セ ン タ ー

大 研 修 室 80 1 2 室に分割可能

小 研 修 室 8 2

多目的利用室（和室） 12 4

宿 泊 室（洋 室） 8 ７

体　　育　　館 1 バスケットボール，バレーボール，フットサル等に使用可

課外活動施設

施　　設　　名 摘　　　　　　　　　　要

課外活動共用
施 設

東
（サークル棟）

1 階 共用室 4 ，器具庫 1 ，ミーティング室 1 ，暗室 1

2 階 共用室 3 ，楽器庫 1 ，ミーティング室 1 ，和室 1 ，音楽練習室 2

3 階 共用室 2 ，楽器庫 1 ，音楽練習室 2 ，スタジオ 1 ，無線室 1

北 共用室 2 ，器具庫 1

廐 　 舎 馬房　12，馬場　100m×50m

射 撃 場 5 人立　バッフル式

弓 道 場 6 人立

自 動 車 部 車 庫 2 台収納

ボ ー ト 艇 庫 合宿可能　　　　　　　〒929―0346　河北郡津幡町潟端ト30

ヨ ッ ト 艇 庫 合宿可能　救助艇配備　〒926―0851　七尾市つつじが浜

37 Ⅲ 学生生活



1階

2階
1階

2階

3階

1階

2階
G2階
G2階
1階
2階

2階
1階

2階
1階

北福利施設

大学会館

中福利施設

南福利施設

福利施設

厚生会館

角間キャンパス

宝町キャンパス

鶴間キャンパス

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

食堂

食品

喫茶

理容室

郵便局（郵便物）

郵便局（ATM）

自販機コーナー

食堂

キャッシュコーナー

自販機コーナー

喫茶

食堂

食品

喫茶「アカンサスカフェ」

キャンパスコンビニ（購買・書籍）

食堂

食品

特別食堂「すみれ亭」

※斜線は土曜の利用時間

売店（購買・書籍）

売店（購買・書籍）

食堂

食品

喫茶

理容室

郵便局（郵便物）

郵便局（ATM）

自販機コーナー

食堂

キャッシュコーナー

自販機コーナー

喫茶

食堂

食堂食堂

食品

喫茶「アカンサスカフェ」

キャンパスコンビニ（購買・書籍）

食堂

食品

特別食堂「すみれ亭」

売店（購買・書籍）

売店（購買・書籍）

2階

10:30

8:30

11:00

9:00

9:00

9:00

9:30

8:30

11:00

11:00

11:00

11:00

18:3018:30

20:00

14:00

14:00

13:30

15:00

14:30

18:00

17:00

18:00

15:00

15:00

14:00

19:00

17:30

10:00

8:15

10:30

8:30

11:00

9:00

9:00

9:009:00

9:00

9:30

9:30

8:00

8:30

11:00

11:00

11:00

11:00

19:00

20:00

14:00

14:00

14:00

13:30

13:3013:30

15:00

14:30

20:00

20:00

20:00

18:00

17:00

18:00

※1

※3

※2

15:00

15:00

14:00

19:00

17:30

10:00

10:00

8:008:00

8:15

8:15

8:15

売店（購買・書籍）売店（購買・書籍） 19:3013:3011:00

11:00

18:00

8:15

コピーコーナーコピーコーナー

8:00

17:0017:00

17:0017:00住まいカウンター住まいカウンター9:00

20:008:158:15 20:00

・トラベルセンタートラベルセンター購買・書籍・購買・書籍

コンビニエンスコーナーコンビニエンスコーナー

中央図書館 ほん和かふぇ。ほん和かふぇ。

証明書自動発行機証明書自動発行機8:00 21:008:00 21:00

　　本学には，各キャンパスに次の福利厚生施設があります。1. 福利厚生施設
 利用時間

　乳幼児を持つ女子学生の授乳，搾乳等の便宜を図るため，角間キャンパス自然科
学本館B 2 階（保健管理センター南分室横）に授乳室を設置しました。手続きは学
生部学生相談係及び国際機構支援室留学生係で行ってください。

　家庭の事情やその他の理由により，アルバイトをしなければ学業を続けること
が困難な学生の為に，金沢大学生活協同組合（TEL：07６―231―2855）において，アル
バイト求人の情報提供を行っています。しかし，授業期間中にアルバイトをするこ
とは，修学上決して好ましいことではありませんので，自分に適した職種を選び，
学業との関係を十分に考えて，必要最小限にとどめてください。
　 1 年次生は，６月から利用してください。アルバイトに就く場合は，金沢大学学生と
して自覚と良識に基づく行動をとり，品位と信望を失わないように努めてください。
　また，外国人留学生がアルバイトに就く場合は，資格外活動の許可を受けなけれ
ばならないので，必ず事前に所属学類の学務係で資格外活動の許可申請を行って
ください。

2. 授乳室

3. アルバイトの紹介

10 キャンパス内のサービス業務

※1　サービス内容によって17時以降も対応　　※2　5～10月は土曜休業　　
※3　1～3月は，10時～17時
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　金沢大学では，約190の大学等と学術交流協定（大学間・部局間）を締結してい
ます。そのうち，「学生交流の覚書」を交わしている大学等には，本学の派遣留学
プログラムを利用して留学することができます。

派遣留学プログラム
●採用者数 ６1名（平成2６年度実績）
●応募資格 出願時及び派遣年度に本学の正規課程（学域・大学院）に在籍する日本

人学生で，留学終了後も本学で学業を継続する者　ほか
●派遣期間 1 学期または 2 学期間
●派遣留学のための奨学金
　①独立行政法人日本学生支援機構「海外留学支援制度（短期派遣）」
　　採用者数：40名（平成2６年度実績）
　　支給月額： ６ 万， 7 万， 8 万，10万円（派遣先地域により異なる。）
　　応募資格：日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者　ほか
　②金沢大学学生特別支援制度派遣留学支援（交換留学）奨学金
　　採用者数： 9 名（平成2６年度実績）
　　支給金額：派遣先地域により異なる。10万円又は20万円（年間）
　　応募資格：学域生・大学院生
　③金沢大学創基150年記念留学生支援奨学金海外学習奨励費
　　採用者数：180名（平成2６年度実績）うち24名が派遣留学生。
　　支給金額： 一律10万円（年間）。ただし，他の奨学金との併給の関係で減額支給す

る場合がある。
　　応募資格：学域生のみ。ただし，すでに受給した者は除く。
　④金沢大学学生特別支援制度海外派遣留学奨励奨学金

採用者数： 2 名（平成2６年度実績）
支給金額： 半期あたり25万円（年額50万円）
応募資格： 平成25年 2 月 1 日以降に派遣留学に出発し，留学許可を得て海外留学す

ることによって，修業年限（標準修業年限）を超えて在籍する必要が生
じた者

　⑤ 官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～
採用者数： 4 名（Ⅰ期）， 7 名（Ⅱ期）（平成2６年度実績）
支給月額： 派遣先地域により異なる。12万～20万円
応募資格： 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者　ほか

　⑥独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金（短期留学）
貸与金額： 大学等（3，5 ，8 ，10，12万円），大学院（5，8 ，10，13，15万円）から選択
応募資格： 大学等に在籍する学生で， 3 か月以上 1 年以内で，下記のいずれかに該

当するもの。①学生交流に関する協定等に基づく留学 ②留学により取
得した単位が，大学等の単位として認定されることが前提となっている
留学 ③大学院レベルの研究留学で，国内在籍学校長が有意義と認めた
留学。

　派遣留学プログラムに参加する場合，留学を希望する年度の前年度に選考試験が
あります。概略は，次のとおりです。
●（韓・豪以外の協定校） 1 次募集 7 月～10月頃 選考（面接）試験 11月頃
　（韓・豪以外の協定校） 2 次募集 12月～ 1 月頃 選考（面接）試験 2 月頃
　（韓・豪協定校） 3 次募集 4 月～ 5 月頃 選考（面接）試験 ６ 月頃
●必要書類　派遣留学計画書・派遣留学候補者推薦書・語学能力証明書　ほか

　これらの制度に関する詳細は，国際機構支援室留学生係又は所属する学類等の学
務係に問合せてください。

1. 派遣留学

11 留　学
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12 キャンパス交通ルール

　自動車による通学は，特別の事情がある場合以外は許可されません。身体に障害が
ある場合，路線バスを利用することが地理的に非常に困難な場合等，特別の事情があ
る場合は，所定の期間に基幹教育学務係や所属学類の学務係に申請して許可を得る
必要があります。なお，その申請期間が限られているので，基幹教育学務係や所属学
類の学務係に問い合わせるなどして手続きしてください。許可を得た者は，必ず所属
学類指定の駐車場に駐車してください。

　自転車・バイクは，所定の駐輪場に駐輪してください。

1. 自動車通学

2. 自転車通学・
 バイク通学

　大学のキャンパスは，角間地区，宝町地区及び鶴間地区に分かれていますが，各地区とも，教育研究の場にふさ
わしい環境を保全するため，構内における交通規制（入構・交通ルール）を行っています。
　キャンパス毎に規制の内容が異なるので，キャンパス交通ルールを守り，安全の確保，教育研究環境の保全のた
め，節度ある行動をしてください。また，角間地区は，歩行者の安全及び教育研究環境の保全のため，アカデミック
ゾーンを設けて諸車の進入を禁止しています。
　なお，最近本学学生の自動車，バイクによる交通事故が増加の傾向にあるので，通学には公共の交通機関（バス
等）を利用し，自動車及びバイクによる通学は自粛してください。

　各キャンパス共，許可車以外は駐車できません。角間キャンパスの交通規制図は最終ページを見てください。特に，
中央交差点から体育館方向へは終日進入禁止になっていますので注意してください。

 （平成27年 1 月 1 日現在）
 ※印は部局間交流協定校

2. 派遣実績一覧

大学間交流協定校

国名・地域名 協定大学名 派遣実績
25年度 26年度

バングラデシュ ダッカ大学 1

中国

蘇州大学 1
大連理工大学 1
東華大学 2
南開大学 1
南京大学 1 1
北京語言大学 2

韓国

漢陽大学 2 2
国立釜慶大学 4 1
東亜大学 1 3
※仁荷大学 ７ 3

台湾
国立台湾師範大学 4 1
※国立政治大学法学院 1 1

インド ティラク・マハラシュトラ大学 1

タイ
チュラロンコン大学 1
モンクット王工科大学 1

ベトナム ハノイ貿易大学 1 4
インドネシア スマラン国立大学 1
マレーシア マラヤ大学 2 2
アラブ首長国連邦 シャルジャ大学 1

オーストラリア
オーストラリア国立大学 2
シドニー工科大学 2
ニューイングランド大学 2

アイルランド ダブリンシティ大学 2 2

イギリス
シェフィールド大学 2 2
セントラル・ランカシャー大学 2

スペイン
サラマンカ大学 1
サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学 1
バルセロナ自治大学 2

チェコ カレル大学 2 2

ドイツ
ジーゲン大学 2
レーゲンスブルク大学 4 ７
※デュッセルドルフ大学 1 3

フィンランド ユバスキュラ大学 2 3

フランス
オルレアン大学 2 2
ロレーヌ大学 2 2
トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校 2

ベルギー ゲント大学 1 3
ポーランド ワルシャワ大学 1
ノルウェー ※ノルウェー科学技術大学 1 2
ロシア カザン連邦大学 1 1
カナダ モントリオール大学 3

アメリカ合衆国

イリノイカレッジ 1
タフツ大学 1
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校 2 2
ニューヨーク州立大学バッファロー校 1 2
ネヴァダ大学リノ校 1 1

メキシコ モンテレイ工科大学 2
総　　　　　計 61 75

注）サマースクール含む
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　本学には，「北溟寮」「泉学寮」（以
上男子寮）及び「白梅寮」（女子寮）が
あり，「金沢大学学寮規程」により管
理・運営されています。入寮の時期
は，原則として 4 月ですが欠員があ
る場合は随時入寮することができま
すので，希望者は学生部学生支援課
学生相談係へ申し出てください。

1. 学生寮

　アパート・下宿等の紹介は，金沢大学生活協同組合（大学会館購買内）で日曜・
祝日を除く毎日（5～10月は土曜休業）行っています。希望者は，直接申し込んで
ください。金沢大学生活協同組合（TEL：07６-234-0852）

2. アパートの紹介

13 住　居

居室間取り

窓 入口

学生寮現況

寮　名

区　分

男　　　　　　　　子 女　　　　　　　　子

　北
ほく

　溟
めい

　寮
りょう

　 　泉
せん

　学
がく

　寮
りょう

　 　白
はく

　梅
ばい

　寮
りょう

　

竣 工 年 月 日 昭和43年3月25日 昭和40年2月27日 昭和39年3月31日

所 在 地 〒921‒8036
金沢市弥生1‒26‒5

〒921‒8031
金沢市野町5‒8‒10

〒921‒8034
金沢市泉野町2‒13‒1

電 話 番 号 （076）241‒6573 （076）242‒3241 （076）243‒4786

定 員 314人 168人 140人

施
設
概
況

構 造 鉄筋4階建

居 室 居室面積は13.23㎡，１室の人数は２人。
各室とも机，椅子，本棚，物入れなどあり

共同施設 各寮とも食堂，洗濯室（洗濯機あり），浴室，自炊室，社交室，静養室

寮
生
活
費

寄 宿 料 月額700円

食 　 費 夕食300～400円（希望者のみ）

寮運営費 月額約7,000円　光熱水料その他共同生活に必要な経費

※平成27年 4 月から北溟寮の受入を停止しています。

　駐車許可証の交付を受けない無許可駐車及び駐車禁止区域（学内環状道路，バス停
留場及び出入口付近，駐車場進入道路，部局サービスエリア等）における違反車両に
対しては，ナンバー等を記録して，警告ポールを取り付けます。
　警告ポールは，取り付け後， 1 週間は解錠しません。（但し，当該日が休日の場
合は休日明）
　「悪質な駐車違反」については停学等の懲戒処分が行われます。

3. 違反者に対する
 処分
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　本学では「高度情報化社会に対応できる情報処理の基礎能力・総合力を持った人
材育成」を重視して，ネットワーク環境の整備を進め，授業や学生生活に係わる情
報のやりとりを学内外からいつでもネットワーク経由でできるようにしています。
これらの進んだ環境を日常的な教育や学生生活に活用するため，全学生に携帯型パ
ソコンを用意していただきます。授業で携帯型パソコンを活用し，学内連絡や履修
登録，授業等でポータルサイト（Web）を利用します。 1 年前期には必須科目「情
報処理基礎」においてパソコンの利用方法を学習します。特別な事情がない限り，
授業開始までに準備してください。
　なお，経済的事情等により，携帯型パソコンを用意することが困難な場合には，
大学所有の携帯型パソコンを半年間貸与します（更新可能です）。貸与は入学料免
除者及び入学料徴収猶予申請者としますので，免除申請あるいは徴収猶予申請の際
に貸与の申込みを行ってください。
　※パソコン貸与について　担当窓口　学生部学生支援課学生支援係　07６―2６4―51６4

　パソコンの修理，購入及び利用方法についての相談は以下の窓口で相談してくだ
さい。

　パソコンは各自が責任をもって管理してください。また，保健体育関連科目の受
講時に保管を希望する場合は，総合教育棟内にロッカーが設置されています。詳細
は，共通教育科目履修案内を参照してください。利用する際は注意事項を厳守して
ください。

1. 携帯型パソコン
 の必携について

2. パソコン相談窓口

3. パソコンの管理

14 携帯型（ノート型）パソコンの必携について

お問い合わせの内容 担 　 当 　 窓 　 口 電　話　番　号

金沢大学生協で販売されるパソコンにつ
いて

金沢大学生協大学会館購買
パソコン相談カウンター 076―264―1424
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　本学では，携帯型（ノート型）パソコンの必携化に伴い，その効果的な活用のた
め，ポータルサイト『アカンサスポータル』を運用しています。

（https://acanthus.cis.kanazawa-u.ac.jp/）
　アカンサスポータルは，インターネットを利用し，大学からの事務連絡や履修登
録，授業で使用する資料の配布，授業の課題提出などに利用します。学生の皆さん
は特別なソフトウェアをインストールすることなく，簡単に利用することができま
す。主な機能は下記のとおりです。

●所属学類・研究科事務室前に設置されている掲示板と同じように，大学事務から発
信されるお知らせを表示することができる「お知らせ表示機能」

●学生の皆さんと教職員との間の連絡に使用する「メッセージ機能」
●金沢大学学生にとって役に立つページ（履修登録システムや図書サービス等）への

リンク
●自分の各授業の成績を確認することができる「成績照会機能」
●授業の詳細な情報，休講・補講・時間割変更・教室変更の情報を確認することがで

きる「授業情報詳細機能」
●カレンダー形式の表示で，どの日に何のイベントがあるか表示できる「スケジュー

ラー機能」
●履修した授業が自動的に時間割表に表示される「時間割表示機能」 ※

●各授業で使用した資料などを確認したり，ダウンロードできる「資料機能」
　（Webclass）
●授業で出された課題をインターネットを利用して回答・提出できる「テスト／アン

ケート機能」（Webclass）

※ 時間割には，自ら履修登録していない授業が表示されることがあります。履修登録し
た授業は，必ず「授業科目履修許可表」で確認してください。（P11）

1. アカンサス
 ポータルについて

15 アカンサスポータル

メールアドレスを登録
（2回、緊急用と日常転送用）

初めての
ログイン

2回目以降の
ログイン

「LOGIN」
クリック

登録後
ログイン

を

講義名をクリックして
授業資料などを確認
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　特に「メッセージ機能」は大学から学生の皆さん個人への連絡に用います。
　学生の皆さんにとって重要な情報が連絡されることもありますので，所属学類・
研究科事務室前の掲示板を見るだけでなく，毎日，必ずアクセスするようにしてく
ださい。
　最初のログイン時に転送用メールアドレスを登録しますが，メッセージは登録し
た携帯電話などのメールアドレスへ転送することができます。
　ログインに必要な「金沢大学ＩＤ」と「仮パスワード」は「学類オリエンテーシ
ョン」で配布されます。また，「情報処理基礎」の第 1 回目の授業で使用しますの
で，忘れずに必ず持ってきてください。金沢大学ＩＤは生涯ＩＤで大切なものです
から，失念しないようにご自身でしっかり管理してください。失念等で再発行を希
望する場合はパソコン相談カウンター（総合メディア基盤センター 2 F）にて申請
してください。

　本学ではICTを活用した教育を推進しており，授業ではアカンサスポータルと学
習管理システム（LMS）を連動し，e-learning（イーラーニング）を活用しています。
本学では主に教室での対面授業とLMSの両方を利用するプレンディッドe-learning
を採用しており，予習・復習や授業に必要な資料の配布，課題の提出などにはイン
ターネットを利用しています。また，LMSの「会議室」機能で，授業に関する事
柄を受講生同士や先生と議論することもできます。
　ホームページを閲覧する感覚で操作できますから，積極的に活用し学習の充実に
役立ててください。

2. アカンサスポータル
 とe-Learning

　電子メールを利用することや金沢大学内でインターネットを利用することができ
ます。

　学内の各キャンパスで利用できます。

　教室に設置の有線 LAN コネクタを利用してインターネットを利用することがで
きます。ただし，有線LANを利用できる講義室は一部の講義室です。

　 1 . で取得したネットワーク ID は，金沢大学が提供する電子メールのアドレスに
なります。
（例：登録したネットワーク ID が abcdefg の場合，abcdefg@stu.kanazawa-u.ac.jp 
がアドレスになります）。

　金沢大学内でインターネットを利用する場合には，金沢大学内での利用のルール
を守る必要があります。不適切な利用があった場合には，利用禁止や懲戒処分等の
措置を取る場合もあります。

①利用上の注意や制限事項を必ずお読み下さい。
　http://intelligent.w3.kanazawa-u.ac.jp/securitypolicy/
②金沢大学内のネットワークの停止情報などは総合メディア基盤センターのホー

ムページに随時掲載されます。http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/
③ネットワークの利用に関する各種の質問は，

直接のお問い合わせ：　総合メディア基盤センター 2 階パソコン相談カウンター
＊受付時間は月曜日から金曜日までの 9 時～12時及び13時～1６時半
＊お電話での相談は受け付けません。
お問い合わせ：http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/contact
＊返答に時間を要する場合もございますので，ご了承ください。

1. ネットワーク IDの
 登録

2. 無線LANの利用

3. 有線LANの利用

4. メールの利用

5. 注　意

　下記の項目を利用する際はhttp://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/serviceをご確認くださ
い。

16 インターネット及び電子メールの利用
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　学業・卒業論文等の成果が優れていると認められる者，課外活動の振興に顕著な
功績があったと認められる個人又は団体，社会活動において優れた評価を受け，かつ
本学の名誉を著しく高めたと認められる個人又は団体等に対して表彰が行われます。

（P7６「1６　金沢大学学生の表彰に関する申合せ」参照）

　本学では学生が，交通事件，薬物犯罪，ストーカー犯罪，わいせつ行為等，コンピュ
ータ又はネットワークの不正使用，知的財産を喪失させる行為，試験等における不正
行為等を行った場合，退学，停学又は訓告の懲戒処分を行います。（P６7 「6　金沢
大学学生懲戒規程」参照）

1. 表　彰

2. 懲　戒

　あらゆるハラスメントに関する相談体制を敷いています。
　セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）とは，相手を不快にさせる性的な言動をいいます。セクシュアル・ハラスメ
ントを受けたと感じたときには，我慢をしないで，相談員に相談してください。
　アカデミック・ハラスメント（アカハラ）とは，教育研究の場における嫌がらせ，研究妨害等をいいます。理不尽な圧
力・言動で勉学に支障をきたすようなことがあってはなりません。
　アルコール・ハラスメント（アルハラ）とは，本人の意思に反して飲酒を強要されることです。気分が悪くなったり，
吐いたりするまで飲酒を強要されることは，あってはならないことです。
　このような場合も含め，ハラスメントに関することは相談員に相談してください。
　相談員は，各部局にいます。詳しくは，
　金沢大学公式ホームページ⇨在学生⇨ハラスメント防止についてを見てください。
　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_jinji/sogosodan/sub1.html

17 ハラスメント（セクシュアル・ハラスメントを含む）等

18 表彰・懲戒
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施設案内

　アカンサスポータルの「個人設定」変更画面で連絡先（本人および父母等）の登
録・変更をしてください。図書館からの連絡（予約，返却期限日の通知と督促，落
し物など）に利用します。

開架資料
（2階，3階）

 　学習に利用する「開架図書」は 2・3 階にあります。新着雑誌，
調べものをするための辞書・事典等の「参考図書」と「新聞縮刷版」

（過去 5 年分）は 2 階にあり，これらの資料は自由に利用できます。
ビデオ・DVD・CD等の「視聴覚資料」と視聴覚ブースは 2 階にあ
り，こちらはサービスカウンターで手続きをしてご利用ください。

書庫内資料
（1階，地階）

 　 1 階には「図書」，「新聞（過去 3 ヶ月分）」が配置されています。
地階には「図書」の一部，「新聞縮刷版」，「雑誌」などが配置され
ています。サービスカウンターで手続きをして入庫してください。

オンライン
資　料

 　図書館Webサイトから金沢大学で契約している電子ジャーナル及
びデータベースにアクセスできます。また，本学教職員等の学術成
果を公開している金沢大学学術情報リポジトリKURAへのアクセス
もこちらからご利用ください。

　資料を借用する場合は，「学生証」が必要です。
　資料は一部の館内利用資料を除き，館外貸出ができます。貸出総冊（点）数は10
冊（点），返却期限は 3 週間（雑誌は 3 日間）です。図書自動貸出／返却装置をご
利用ください。また，返却は自然科学系図書館，医学図書館，保健学類図書室でも
受け付けます（資料によっては不可の場合があります）。閉館中はブックポストに
投入して返却してください。返却期限に遅れた場合は，遅れた日数分，貸出不可と
なりますのでご注意ください。

　資料の探し方や図書館の利用についてわからないことは，サービスカウンターで
お尋ねください。

1. 利用登録

2. 資料の配置
 ※ 図書館の入口 

は２階です

3. 資料の貸出・返却

4. サービスカウンター

1 附属図書館（中央図書館）  http://library.kanazawa-u.ac.jp/

開館時間

時　　　間

通常期間
平　日 8：45－22：00

土・日 9：00－17：00

休業期間
平　日 8：45－17：00

土・日 閉　館

備　　考
祝日（7 月を除く）及び 12 月 28 日
～ 1 月 3 日は休館します。臨時休館
日もあります。

※アーリーバードサービス
　平日 8：30 開錠（ブックラウンジのみ利用可）
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図書館Webサイトに掲載されている主な情報は次のとおりです。
　・図書館からのお知らせ
　・学内蔵書検索OPAC plus
　・資料の探し方
　・各種電子ジャーナル，データベース
　・ 図書館オンラインサービス（貸出・予約状況確認，貸出期間の延長，文献複写・

図書借用申込，図書購入希望《リクエスト》など）
　・施設の予約
　・FAQ（よくある質問とその回答集）
詳細は，図書館Webサイト（http://library.kanazawa-u.ac.jp/）をご覧ください。

・カレンダーに貸出図書の返却期限が表示されます。
・「My本棚」で，友人と本の情報が共有できます。また，前に借りた本の履歴が見

られます。
・貸出期間の延長も可能です。

・ 3 階にあるAV室，グループスタジオ，マイクロ資料室は予約制です。図書館
Webサイトから予約の上，利用直前にサービスカウンターでカギを受け取ってく
ださい。

・ブックラウンジ（カフェ併設， 2 階）とオープンスタジオ（3階）は，空いてい
れば予約なしで自由に利用できます。イベント，展示などで利用したいときは，
事前に図書館にご相談ください。

　附属図書館は，中央図書館のほかに，自然科学系図書館，医学図書館（保健学類
図書室を含む）から構成されています。すべて学生証で資料を借用できます。

自然科学系図書館 医学図書館 医学図書館
保健学類図書室

通常
期間

平日 8：45－22：00
土曜10：00－17：00

日曜・祝日　7月を除き休館

平日 8：30－22：00
土曜10：00－16：00

日曜・祝日 休館

平日 8：45－22：00※
土曜10：00－17：00※

日曜・祝日 休室

休業
期間

平日 8：45－17：00
土曜・日曜・祝日 休館

平日 8：30－22：00
（冬季のみ9：00－17：00）

土曜10：00－16：00
日曜・祝日 休館

平日 8：45－17：00
土曜・日曜・祝日 休室

臨時の開閉館情報については，図書館Webサイトで確認してください。
※ 夜間20時以降及び土曜日は，保健学類図書室のある 3 号館入館のためのICカー

ドが必要です。詳細は保健学類図書室へお問い合わせください。

蔵　書 平成2６年 3 月31日現在

中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
（含保健学類図書室） 全学計

和書 860,897 195,586 133,766 1,190,249

洋書 326,946 192,691 154,781 674,418

計 1,187,843 388,277 288,547 1,864,667

※研究室等配置を含む

5. 図書館Webサイト

6.  アカンサスポータ
ルの図書館サービ
ス

7. 図書館施設の利用

8.  自然 科 学 系 図 書
館・医学図書館の

 利用
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　総合メディア基盤センターは，学内共同利用施設として，e-Learning，情報処
理教育の企画・支援，知的情報の蓄積・管理（データベース化），知的財産の発信，
データべース・情報処理技術の研究開発，学内情報基盤の整備，安全と安心の学内
高速ネットワークの運用・管理を柱として，学内諸活動の支援を行なっています。

1. 概　要

2. 演習室・多目的教室等の利用案内

2 総合メディア基盤センター

館内利用時間

曜　　　日 時　　　間

月曜日～金曜日 8：30～19：50

場所 設備 利用形態 利用するには

第 1 演習室（1階）
第 2 演習室（2階）

パソコン各81台
プリンター各 2 台

【授業優先】 以下のいずれかのID及びパスワードが必要です。
①ネットワークID及びパスワード
② 授業担当教員から配布されたコンテンツ ID 及

びパスワード

多目的教室（2階） 液晶プロジェクタ 8 式
遠隔授業システム 1 式 【授業優先】 申し込みが必要です。

1 階ロビー
2 階ロビー

パソコン各 5 台
有線LAN情報コンセント 【自由に利用可】

総合メディア基盤センターに関する詳細な情報は，下記URLを参照ください。
http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/
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　国際化の流れのなかで，1983年，「21世紀初頭までに10万人の外国人留学生受入
れ」を国の目標に掲げたことにより，外国人留学生が著しく増加し，本学においても，
留学生に関する全学的な取り組みが必要となってきました。
　1990年 4 月に学内措置で「留学生教育センター」が設置され，留学生の教育・生活
全般にわたる事柄が取り扱われることになりました。その内容は，日本語教育を中心
として，異文化での生活によって生ずる諸問題の解決や精神面でのカウンセリング
等多岐にわたりました。
　1995年 4 月，日本海側で初めて学内共同教育研究施設として「留学生センター」が
設置され，前センターから業務が引き継がれました。同年10月には，各部門の教員が
揃い，名実ともに充実したセンターは，本格的な活動を開始し，その後短期留学プロ
グラム部門も増設され現在に至っています。
　現在，海外留学を希望する学生に対する指導助言にも力を入れ，学内外の諸機関と
連携を保ち，派遣留学の増加にも力を注いでいます。今後は留学生と日本人学生が共
に学ぶことを通して，相互に理解し向上する教育を目指しています。

　外国人留学生及び海外留学を希望する学生に，必要な教育及び指導助言等を行う
ことにより，本学における留学生交流の推進に寄与することを目的として，次のよ
うな業務を行っています。

①外国人留学生に対する日本語，日本文化及び日本事情に関する教育
②外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言
③外国人留学生に対する予備教育
④海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導助言
⑤留学生教育の調査研究
⑥短期留学プログラムの実施

●日本語等教育部門
・日本語・日本文化研修 ・総合日本語
・日本語研修 ・日韓共同理工系学部留学生
・セメスター ・ショート・ステイ
以上， ６ コースを運営しています。

●多文化共生部門
・金沢大学短期留学プログラム（ＫＵＳＥＰ）

　この外国人留学生に対するプログラムは全学体制で行われ
ており，英語による授業が中心で，一般学生にも開放してい
ます。海外留学を希望する学生には，外国人留学生の中で，
日本に居ながら英語による授業が体験できるよい機会です。

・金沢大学科学技術短期留学プログラム（ＫＵＥＳＴ）
　理工系を専攻している外国人留学生を対象とし研究室での
専門研究，日本語教育等を提供するプログラムです。

・日本文化・社会体験
　日本の文化や社会について学べる体験型授業を行っています。

・相談指導
　教育指導，生活指導を行っています。

・派遣留学
　海外留学を希望する学生に対する指導・相談を行っています。

1. 沿　革

2. 業　務

3. 組織図

3 国際機構留学生センター

日本語等教育部門

留学生センター長国際機構
（国際機構長）

多文化共生部門

留学生センター教員会議

49 Ⅳ 施設案内



4 大学会館

大学会館施設内容一覧
施設の種類 面　積 規 模 及 び 用 途 等

１
　
　
　
　
　
階

大 集 会 室 266㎡ 約330名の椅子の設置可
講演会及び音楽会等に利用可

ス テ ー ジ 66　 どんちょう，照明及び大型スクリーン等
控 室 15　 照明・音響装置等の操作盤あり
第 １ 中 集 会 室 6７　 約40名収容，学生・教職員の会議，集会及び

研修会等に利用可
第 ２ 中 集 会 室 53　 約25名収容，防音・空調あり　AV機器を設置
第 ３ 中 集 会 室 31　 約12名の集会に利用可
第 １ 小 集 会 室 28　
和 室 62　 1７.5畳の和室
郵 便 局 ７6　 現金預払機 2 台
売 店 5７2　
理 容 室 33　
自 動 販 売 機 18　
証明書自動発行機 廊下に設置
便 所 63　 障害者用を含む
ロ ビ ー 150　
そ の 他 の 施 設 365　
小 　 　 計 1,865㎡

２
　
　
　
　
　
階

第 ４ 中 集 会 室 65　 間仕切りパネルを開くことにより，約100名
の集会に利用可第 ５ 中 集 会 室 64　

第 ６ 中 集 会 室 53　 約20名の集会に利用可
第 ７ 中 集 会 室 31　 約12名の集会に利用可
第 ２ 小 集 会 室 28　 囲碁，将棋が楽しめる部屋
事 務 室 60　 集会室等の使用受付け
食 堂 ７39　
厨 房 65　
食 器 洗 浄 室 56　
自 動 販 売 機 18　 飲料水
アカンサスメイトコーナー

現 金 預 払 機 32　 銀行及び信用金庫
公 衆 電 話 ISDN・ICカード対応，国際通話可

便 所 63　 障害者用を含む
そ の 他 の 施 設 333　
小 　 　 計 1,60７㎡

３
　
　
階

談 話 室 203　
第 ８ 中 集 会 室 43　 約18名の集会に利用可
コピーコーナー 2７　
カレーショップ 18　
厨 房 22　 フリースペース
屋 上 広 場
そ の 他 の 施 設 62　
小 　 　 計 3７5㎡
総　　　計 3,847㎡

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

平成元年１0月に開館しました。学生及び教職員の人間関係を深め，学生の課外活動の発展を図る
とともに，福利厚生に寄与するための総合施設です。

各室の利用形態等については，施設内容一覧及び平面図を参照し大いに利用してください。
なお，会館の集会室，和室等を使用する場合は，所定の様式によって学生部学生支援課学生相談

係へ願い出て許可を受けてください。
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5 辰口共同研修センター

●北陸地区国立大学の学生及び教職員の 5 名以上の団体で， 4 泊 5 日以内の研修計
画を有し，団体の代表責任者を有するものとします。

●その他，研修センター所長が適当と認めた者とします。

1 . 利用開始予定日の 3 ケ月前から予約できます。
2 . 研修センターの利用申込みは，所定の①利用申込書，②名簿，③研修計画書を

代表責任者が在学する大学の学生部学生課等（以下，「責任者在学大学の学生
課等」とします。）へ提出してください。

 ※①～③の所定様式は，以下の金沢大学HPからダウンロードできます。
 　http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/campus/kousei/enjoy/tatukuti/
3 . 提出された申込書類は，責任者在学大学の学生課等を通じて，金沢大学学生部

学務課が受理し，辰口共同研修センター所長の承認を経て，「利用許可書」を
発行します。

4 . 「利用許可書」は，責任者在学大学の学生課等を通じて，代表者責任者に交付
します。

5 . 利用の取消し又は利用期間・人員の変更をしようとする場合は，利用開始予定
日の 7 日前までに，責任者在学大学の学生課等を通じて，金沢大学学生部学務
課へ申し出て許可を得てください。

　卓球台，運動用具，電子レンジ，卓上IHクッキングヒーター　※備品については
事前に学生部学務課総務係 （電話2６4―5157） に問い合わせてください。

使用料 ○北陸地区国立大学の学生及び教職員は，使用料不要です。
 ○ 北陸地区国立大学の学生及び教職員以外の方（研修センター所長が適当

と認めた者）は次の使用料が必要です。
 　（1）集会（日帰）利用料： 1 人 1 日につき270円
 　（2）宿 泊 利 用 料： 1 人 1 泊につき540円
雑　費  宿泊利用の場合は，宿泊日数にかかわらず，寝具クリーニング代金として

1 人3６0円が必要です。

　詳細は学生部学務課総務係 （電話2６4―5157） にお問い合わせください。

1. 利用の範囲

2. 申込方法

3. 備品

4. 利用経費

5. 問い合わせ

本学には，北陸地区国立大学共同利用合宿研修施設として，金沢市から南約２3km（車で約40分）
の，能美丘陵と手取川からなる扇状地に研修センターがあります。規模は鉄筋 ２ 階建で約80人収容
でき，多目的に利用できる体育館もあります。

学生および教職員が，講習や実習，ゼミでの研修やサークル活動に利用しています。
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6. 施設内容

JR北陸本線 小松駅下車，北鉄バス小松駅辰口ハイタウン行乗車，
 バス停辰口ハイタウン下車…徒歩約20分

北 鉄 バ ス  金沢・兼六園下発（辰口温泉経由）小松行乗車，
 緑ヶ丘10丁目下車…徒歩約20分

自 家 用 車  金沢・四十万（しじま）方面より加賀産業道路を利用，
 または，北陸自動車道小松・美川IC国道 8 号線を利用
 （金沢から約40分）…駐車可能台数／20台

7. 交通案内

室　　　　　名 和洋別等 面　　積 収容人員 備　　　　　考

大研修室（第１，２研修室） 洋 室 125㎡ 80人 アコーディオンドアで 2 室に
分割可能

小 研 修 室（ ５，６ 号 室 ） 洋 室 各21㎡ 各8人

多目的利用室（第３～６研修室） 和室  （４室） 各21㎡ 各12（48）人

宿泊室（１～４，７～９号室） 洋室  （７室） 各21㎡ 各８（56）人 消灯　22：30

食 事 室 洋 室 83㎡ 60人 食事時間以外は研修室として
使用可能

ホ ー ル
1 階 55㎡ テレビ視聴，談話，休憩等に

使用2 階 77㎡

体 育 館 806㎡

種目別利用可能数
・バスケットボール・コート　1面
・バレーボール・コート　1面（練習用2面）
・バドミントン・コート　4面
・卓球台　5台　　　・フットサルゴール

注）浴室（シャワー含む）は現在お使いいただけません。
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１ 金沢大学学則

第１章 総則

（目的）

第１条 金沢大学（以下「本学」という。）は，教育，研究及び社会

貢献に対する国民の要請にこたえるため，総合大学として教育研究

活動等を行い，学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この学則において「学域」とは，学校教育法第８５条ただし書

の規定に基づく，教育上の目的を達成するための組織をいう。

２ この学則において「学類」とは，学域において学生の受入れと専

門教育実施の基本的な単位をいう。

３ この学則において「コース」とは，学類において個別の学問領域

に基礎を置く専門教育に係るカリキュラムの基本単位及びその履修

の体系をいう。

４ この学則において「研究域」とは，研究上の目的を達成するため

の組織をいう。

５ この学則において「系」とは，研究域に所属する教員の専門領域

に基づいて分類した所属の単位をいう。

６ この学則において「附属教育研究施設」とは，特定の学類の教育

及び当該分野の研究に必要な施設をいう。

７ この学則において「学内共同教育研究施設」とは，教員その他の

者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究の

ため共用する施設をいう。

８ この学則において「学内共同利用施設」とは，教員その他の者が

共同して利用する施設をいう。

９ この学則において「部局」とは，教員が所属又は関与し，教育，

研究，診療その他の大学運営に重要な事項を実施するための組織を

いう。

（自己点検評価及び研修等）

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的

使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び

評価（以下「自己点検評価」という。）並びに授業の内容及び方法

の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとする。

２ 自己点検評価及び研修等については，別に定める。

（情報の積極的な提供）

第４条 本学は，教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載そ

の他によって，積極的に情報を提供するものとする。

第２章 組織

第１節 教育研究組織

（学域，学類並びにコース及び専攻）

第５条 本学に，次に掲げる学域，学類並びにコース及び専攻を置く。

人間社会学域

人文学類 心理学コース，人間科学コース，フィールド文化学コー

ス，歴史文化学コース，言語文化学コース

法学類 公共法政策コース，企業関係法コース，総合法学コース

経済学類 経済理論・経済政策コース，経営・情報コース，比較

社会経済コース

学校教育学類 教育科学コース，教科教育学コース

地域創造学類 福祉マネジメントコース，環境共生コース，地域

プランニングコース，健康スポーツコース

国際学類 国際社会コース，日本・日本語教育コース，アジアコー

ス，米英コース，ヨーロッパコース

理工学域

数物科学類 数学コース，物理学コース，計算科学コース

物質化学類 化学コース，応用化学コース

機械工学類 機械システムコース，知能機械コース，人間機械コー

ス，エネルギー環境コース

電子情報学類 電気電子コース，情報システムコース，生命情報

コース

環境デザイン学類 土木建設コース 環境・防災コース，都市デ

ザインコース

自然システム学類 生物学コース，バイオ工学コース，物質循環

工学コース，地球学コース

医薬保健学域

医学類

薬学類

創薬科学類

保健学類 看護学専攻，放射線技術科学専攻，検査技術科学専攻，

理学療法学専攻，作業療法学専攻

２ 各学域の入学定員及び収容定員は，別表第一のとおりとする。

３ 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並

びに運営に必要な事項は，別に定める。

４ 次の学類に，次に掲げる附属教育研究施設を置く。

人間社会学域学校教育学類

附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，附属高等学校及び附属特

別支援学校（以下「附属学校」という。）並びに附属教育実践

支援センター

医薬保健学域薬学類及び創薬科学類

附属薬用植物園

５ 附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行うことを目的

とする。

６ 附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（大学院）

第６条 本学に，大学院を置く。

２ 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。

教育学研究科

（修士課程）

教育実践高度化専攻

人間社会環境研究科

（前期２年の博士課程）

人文学専攻，法学・政治学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，

国際学専攻

（後期３年の博士課程）

人間社会環境学専攻

自然科学研究科

（前期２年の博士課程）

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専
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攻，環境デザイン学専攻，自然システム学専攻

（後期３年の博士課程）

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専

攻，環境デザイン学専攻，自然システム学専攻

医薬保健学総合研究科

（修士課程）

医科学専攻

（博士課程）

脳医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻，環境医科学

専攻，薬学専攻

（前期２年の博士課程）

創薬科学専攻，保健学専攻

（後期３年の博士課程）

創薬科学専攻，保健学専攻

法務研究科

（専門職学位課程）

法務専攻

３ 大学院（連合大学院を含む。）に関し必要な事項は，別に定める。

（別科）

第７条 本学に，養護教諭特別別科を置く。

２ 別科に関し必要な事項は，別に定める。

（研究域及び系）

第８条 本学に，次に掲げる研究域及び系を置く。

人間社会研究域

人間科学系，歴史言語文化学系，法学系，経済学経営学系，学校

教育系

理工研究域

数物科学系，物質化学系，機械工学系，電子情報学系，環境デザ

イン学系，自然システム学系

医薬保健研究域

医学系，薬学系，保健学系

２ 研究域に附属研究センターを置くことができる。

３ 研究域，系及び附属研究センターに関し必要な事項は，別に定め

る。

（附属病院）

第９条 本学に，附属病院を置く。

２ 附属病院は，医薬保健学域のための教育研究施設とする。

３ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。

（附置研究所）

第１０条 本学に，がん進展制御研究所を置く。

２ がん進展制御研究所に関し必要な事項は，別に定める。

（附属図書館）

第１１条 本学に，附属図書館を置く。

２ 附属図書館に，中央図書館（自然科学系図書館を含む。）及び医

学系分館を置く。

３ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。

（学内共同教育研究施設）

第１２条 本学に，次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。

地域連携推進センター

学際科学実験センター

総合メディア基盤センター

外国語教育研究センター

環日本海域環境研究センター

大学教育開発・支援センター

環境保全センター

子どものこころの発達研究センター

２ 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（保健管理センター）

第１３条 本学に，保健管理センターを置く。

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。

（共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機

構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構）

第１４条 本学に，共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学

術創成研究機構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構

を置く。

２ 共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機

構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構に関し必要な

事項は，別に定める。

（学内共同利用施設）

第１５条 本学に，次に掲げる学内共同利用施設を置く。

極低温研究室

資料館

埋蔵文化財調査センター

技術支援センター

２ 学内共同利用施設に関し必要な事項は，別に定める。

（その他の組織）

第１６条 本学に，前条までに定めるもののほか，別に定めるところに

よりその他の組織を置くことができる。

（研究プログラム等）

第１７条 がん進展制御研究所に，研究プログラムを置く。

２ 学内共同教育研究施設，保健管理センター及び先端科学・イノベー

ション推進機構に，研究部門を置くことができる。

３ 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は，別に定める。

（連携講座，寄附講座及び寄附研究部門）

第１８条 大学院に，連携講座及び寄附講座を置くことができる。

２ がん進展制御研究所，学内共同教育研究施設及び保健管理セン

ターに，寄附研究部門を置くことができる。

３ 連携講座，寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は，別に

定める。

第２節 職員等

（学長及び副学長）

第１９条 本学に，学長を置く。

２ 本学に，別に定めるところにより副学長を置く。

（教授，准教授等）

第２０条 本学に，教授，准教授，講師，助教及び助手（以下「教員」

という。）を置く。

２ 本学に，事務職員，技術職員，医療職員その他の職員を置く。

３ 附属学校に，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭その他の職員を置

く。

４ 附属学校に，副校長（幼稚園にあっては副園長をいう。），主幹教

諭及び指導教諭を置くことができる。

５ 職員に関し必要な事項は，別に定める。

（顧問，学長特別補佐及び学長補佐）

第２１条 本学に，本学の業務の運営に関する事項について，学長の諮

問に応じて意見を述べ，又は助言を行うため，別に定めるところに

より顧問を若干人置くことができる。

２ 本学に，学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し，学長を

補佐するため，別に定めるところにより学長補佐及び学長特別補佐

を若干人を置くことができる。

（部局及び部局長等）

第２２条 学域，研究科，研究域，附属病院，がん進展制御研究所，附

属図書館，学内共同教育研究施設，保健管理センター，共通教育機

構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学

・イノベーション推進機構及び国際機構を部局とし，それぞれ学域

長，研究科長，研究域長，附属病院長，がん進展制御研究所長，附

属図書館長，学内共同教育研究施設の長，保健管理センター長，共
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１ 金沢大学学則

第１章 総則

（目的）

第１条 金沢大学（以下「本学」という。）は，教育，研究及び社会

貢献に対する国民の要請にこたえるため，総合大学として教育研究

活動等を行い，学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この学則において「学域」とは，学校教育法第８５条ただし書

の規定に基づく，教育上の目的を達成するための組織をいう。

２ この学則において「学類」とは，学域において学生の受入れと専

門教育実施の基本的な単位をいう。

３ この学則において「コース」とは，学類において個別の学問領域

に基礎を置く専門教育に係るカリキュラムの基本単位及びその履修

の体系をいう。

４ この学則において「研究域」とは，研究上の目的を達成するため

の組織をいう。

５ この学則において「系」とは，研究域に所属する教員の専門領域

に基づいて分類した所属の単位をいう。

６ この学則において「附属教育研究施設」とは，特定の学類の教育

及び当該分野の研究に必要な施設をいう。

７ この学則において「学内共同教育研究施設」とは，教員その他の

者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究の

ため共用する施設をいう。

８ この学則において「学内共同利用施設」とは，教員その他の者が

共同して利用する施設をいう。

９ この学則において「部局」とは，教員が所属又は関与し，教育，

研究，診療その他の大学運営に重要な事項を実施するための組織を

いう。

（自己点検評価及び研修等）

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的

使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び

評価（以下「自己点検評価」という。）並びに授業の内容及び方法

の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとする。

２ 自己点検評価及び研修等については，別に定める。

（情報の積極的な提供）

第４条 本学は，教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載そ

の他によって，積極的に情報を提供するものとする。

第２章 組織

第１節 教育研究組織

（学域，学類並びにコース及び専攻）

第５条 本学に，次に掲げる学域，学類並びにコース及び専攻を置く。

人間社会学域

人文学類 心理学コース，人間科学コース，フィールド文化学コー

ス，歴史文化学コース，言語文化学コース

法学類 公共法政策コース，企業関係法コース，総合法学コース

経済学類 経済理論・経済政策コース，経営・情報コース，比較

社会経済コース

学校教育学類 教育科学コース，教科教育学コース

地域創造学類 福祉マネジメントコース，環境共生コース，地域

プランニングコース，健康スポーツコース

国際学類 国際社会コース，日本・日本語教育コース，アジアコー

ス，米英コース，ヨーロッパコース

理工学域

数物科学類 数学コース，物理学コース，計算科学コース

物質化学類 化学コース，応用化学コース

機械工学類 機械システムコース，知能機械コース，人間機械コー

ス，エネルギー環境コース

電子情報学類 電気電子コース，情報システムコース，生命情報

コース

環境デザイン学類 土木建設コース 環境・防災コース，都市デ

ザインコース

自然システム学類 生物学コース，バイオ工学コース，物質循環

工学コース，地球学コース

医薬保健学域

医学類

薬学類

創薬科学類

保健学類 看護学専攻，放射線技術科学専攻，検査技術科学専攻，

理学療法学専攻，作業療法学専攻

２ 各学域の入学定員及び収容定員は，別表第一のとおりとする。

３ 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並

びに運営に必要な事項は，別に定める。

４ 次の学類に，次に掲げる附属教育研究施設を置く。

人間社会学域学校教育学類

附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，附属高等学校及び附属特

別支援学校（以下「附属学校」という。）並びに附属教育実践

支援センター

医薬保健学域薬学類及び創薬科学類

附属薬用植物園

５ 附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行うことを目的

とする。

６ 附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（大学院）

第６条 本学に，大学院を置く。

２ 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。

教育学研究科

（修士課程）

教育実践高度化専攻

人間社会環境研究科

（前期２年の博士課程）

人文学専攻，法学・政治学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，

国際学専攻

（後期３年の博士課程）

人間社会環境学専攻

自然科学研究科

（前期２年の博士課程）

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専
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攻，環境デザイン学専攻，自然システム学専攻

（後期３年の博士課程）

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専

攻，環境デザイン学専攻，自然システム学専攻

医薬保健学総合研究科

（修士課程）

医科学専攻

（博士課程）

脳医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻，環境医科学

専攻，薬学専攻

（前期２年の博士課程）

創薬科学専攻，保健学専攻

（後期３年の博士課程）

創薬科学専攻，保健学専攻

法務研究科

（専門職学位課程）

法務専攻

３ 大学院（連合大学院を含む。）に関し必要な事項は，別に定める。

（別科）

第７条 本学に，養護教諭特別別科を置く。

２ 別科に関し必要な事項は，別に定める。

（研究域及び系）

第８条 本学に，次に掲げる研究域及び系を置く。

人間社会研究域

人間科学系，歴史言語文化学系，法学系，経済学経営学系，学校

教育系

理工研究域

数物科学系，物質化学系，機械工学系，電子情報学系，環境デザ

イン学系，自然システム学系

医薬保健研究域

医学系，薬学系，保健学系

２ 研究域に附属研究センターを置くことができる。

３ 研究域，系及び附属研究センターに関し必要な事項は，別に定め

る。

（附属病院）

第９条 本学に，附属病院を置く。

２ 附属病院は，医薬保健学域のための教育研究施設とする。

３ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。

（附置研究所）

第１０条 本学に，がん進展制御研究所を置く。

２ がん進展制御研究所に関し必要な事項は，別に定める。

（附属図書館）

第１１条 本学に，附属図書館を置く。

２ 附属図書館に，中央図書館（自然科学系図書館を含む。）及び医

学系分館を置く。

３ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。

（学内共同教育研究施設）

第１２条 本学に，次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。

地域連携推進センター

学際科学実験センター

総合メディア基盤センター

外国語教育研究センター

環日本海域環境研究センター

大学教育開発・支援センター

環境保全センター

子どものこころの発達研究センター

２ 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（保健管理センター）

第１３条 本学に，保健管理センターを置く。

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。

（共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機

構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構）

第１４条 本学に，共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学

術創成研究機構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構

を置く。

２ 共通教育機構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機

構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構に関し必要な

事項は，別に定める。

（学内共同利用施設）

第１５条 本学に，次に掲げる学内共同利用施設を置く。

極低温研究室

資料館

埋蔵文化財調査センター

技術支援センター

２ 学内共同利用施設に関し必要な事項は，別に定める。

（その他の組織）

第１６条 本学に，前条までに定めるもののほか，別に定めるところに

よりその他の組織を置くことができる。

（研究プログラム等）

第１７条 がん進展制御研究所に，研究プログラムを置く。

２ 学内共同教育研究施設，保健管理センター及び先端科学・イノベー

ション推進機構に，研究部門を置くことができる。

３ 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は，別に定める。

（連携講座，寄附講座及び寄附研究部門）

第１８条 大学院に，連携講座及び寄附講座を置くことができる。

２ がん進展制御研究所，学内共同教育研究施設及び保健管理セン

ターに，寄附研究部門を置くことができる。

３ 連携講座，寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は，別に

定める。

第２節 職員等

（学長及び副学長）

第１９条 本学に，学長を置く。

２ 本学に，別に定めるところにより副学長を置く。

（教授，准教授等）

第２０条 本学に，教授，准教授，講師，助教及び助手（以下「教員」

という。）を置く。

２ 本学に，事務職員，技術職員，医療職員その他の職員を置く。

３ 附属学校に，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭その他の職員を置

く。

４ 附属学校に，副校長（幼稚園にあっては副園長をいう。），主幹教

諭及び指導教諭を置くことができる。

５ 職員に関し必要な事項は，別に定める。

（顧問，学長特別補佐及び学長補佐）

第２１条 本学に，本学の業務の運営に関する事項について，学長の諮

問に応じて意見を述べ，又は助言を行うため，別に定めるところに

より顧問を若干人置くことができる。

２ 本学に，学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し，学長を

補佐するため，別に定めるところにより学長補佐及び学長特別補佐

を若干人を置くことができる。

（部局及び部局長等）

第２２条 学域，研究科，研究域，附属病院，がん進展制御研究所，附

属図書館，学内共同教育研究施設，保健管理センター，共通教育機

構，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学

・イノベーション推進機構及び国際機構を部局とし，それぞれ学域

長，研究科長，研究域長，附属病院長，がん進展制御研究所長，附

属図書館長，学内共同教育研究施設の長，保健管理センター長，共
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通教育機構長，グローバル人材育成推進機構長，新学術創成研究機

構長，先端科学・イノベーション推進機構長及び国際機構長（以下

「部局長」という。）を置く。

２ 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。

３ 学域に置く学類及び研究域に置く系に，それぞれ学類長及び系長

を置く。ただし，研究域長は学類長又は系長を兼ねることができない。

４ 附属教育実践支援センター及び附属薬用植物園に，それぞれ附属

教育実践支援センター長及び附属薬用植物園長を置く。

５ 附属図書館に置かれる医学系分館に，分館長を置く。

６ 学内共同利用施設に，学内共同利用施設の長を置く。

７ 人間社会環境研究科，自然科学研究科及び医薬保健学総合研究科

の各専攻に，専攻長を置く。

８ 第１項に定める部局に，部局長を補佐するため，副部局長を置く

ことができる。

９ 第１項から前項までに定める部局長等（以下「部局長等」という。）

の任期は，２年とする。ただし，補欠の部局長等の任期は，前任者

の残任期間とする。

１０ 部局長等は，再任されることができる。

１１ 部局長等は，教授をもって充てる。ただし，グローバル人材育成

推進機構長は学長を，附属図書館長，環日本海域環境研究センター

長，保健管理センター長，先端科学・イノベーション推進機構長及

び国際機構長は副学長を，学長が別に定める学内共同利用施設の長

は准教授を，附属病院の病院長は特任教授を，附属病院の副病院長

は教授以外の職員をもって充てることができる。

１２ 部局長等の選考に関し必要な事項は，学長又は部局長が別に定める。

（部局長の解任）

第２３条 学長は，部局長（学類長及び系長を含み，附属図書館長を除

く。以下この条において同じ。）が，次の各号のいずれかに該当す

るときは，解任することができる。この場合において，学長は，第

２７条に定める会議（第３２条第１項に定める教員会議及び第３３条に定

めるセンター会議等を含む。）の申出に基づき行うものとする。

（１） 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

（２） 職務上の義務違反があるとき。

（３） その他部局長たるに適しないと認められるとき。

２ 前項に定めるもののほか，学長は，部局長の職務の執行が適当で

ないため当該部局の業務の実績が悪化した場合であって，当該部局

長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは，解

任することができる。

３ 前項の規定により，研究科長，研究域長，附属病院長，がん進展

制御研究所長，学類長及び系長を解任するときは，第２７条に定める

会議の申出に基づき行うものとする。

（校長）

第２４条 附属学校に，校長（幼稚園にあっては，園長をいう。）を置

く。

２ 校長の任期は，２年とする。ただし，補欠の校長の任期は，前任

者の残任期間とする。

３ 校長は，再任されることができる。

４ 校長は，教授をもって充てる。

５ 校長の選考に関し必要な事項は，学校教育学類長が別に定める。

（名誉教授，客員教授等）

第２５条 本学の学長，副学長又は教授として勤務した者に，名誉教授

の称号を付与することができる。

２ 本学の常時勤務の教員以外の職員に，客員教授又は客員准教授の

称号を付与することができる。

３ 名誉教授，客員教授等に関し必要な事項は，別に定める。

第２６条 削除

第３節 教授会

（教育研究会議，学類会議，研究科会議及び系会議並びに教授会議）

第２７条 教授会として，人間社会学域，教育学研究科，人間社会環境

研究科，法務研究科及び人間社会研究域の教育及び研究に関する重

要事項を審議するため，人間社会系教育研究会議を置き，その下に，

学類会議，研究科会議，系会議を置く。

２ 教授会として，理工学域，自然科学研究科及び理工研究域の教育

及び研究に関する重要事項を審議するため，理工系教育研究会議を

置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会議を置く。

３ 教授会として，医薬保健学域，医薬保健学総合研究科及び医薬保

健研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，医薬保

健系教育研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会

議を置く。

４ 教授会として，がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審

議するため，がん進展制御研究所教授会議を置く。

（組織）

第２８条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，当該研究

域及びがん進展制御研究所の教授をもって組織する。

２ 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議には，当該研究域

及びがん進展制御研究所の准教授，講師（常時勤務の者に限る。）

及び助教を加えることができる。

３ 医薬保健系教育研究会議には，附属病院長（第１項に該当しない

者に限る。），附属病院の教授，准教授，講師（常時勤務の者に限る。）

及び助教を加えることができる。

（議長）

第２９条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議に議長を置き，

当該研究域及びがん進展制御研究所の長をもって充てる。

２ 議長は，会議を主宰する。

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長

の職務を行う。

（審議事項）

第３０条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，学校教育

法第９３条第２項及び第３項に基づき，次に掲げる事項を審議し，学

長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるものとする。

（１）当該研究域長及びがん進展制御研究所長の候補者の選考に関す

る事項

（２）教員の人事及び選考に関する事項

（３）中期目標・中期計画及び年度計画（法人の経営に関するものを

除く。）に関する事項

（４）規程（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育及び研

究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

（５）教育及び研究に係る予算の執行に関する事項

（６）教育課程の編成に関する事項

（７）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他

の援助に関する事項

（８）学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事

項及び学位の授与に関する事項

（９）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事

項

（１０）授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に

関する事項

（１１）医薬保健系教育研究会議においては，附属病院長の候補者の選

考に関する事項

（１２）その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項

２ 学類会議，研究科会議及び系会議は，前項の事項のうち，教育研

究会議が付託した事項を審議する。

３ 教育研究会議は，学類会議，研究科会議及び系会議の議決をもっ

て，教育研究会議の議決とすることができる。

（代議員会等）

第３１条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，構成員の

69Ⅴ 諸規程

うちの一部の者をもって組織する代議員会，専門委員会等（以下「代

議員会等」という。）を置くことができる。

２ 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，代議員会等の

議決をもって，教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議の議

決とすることができる。

（教員会議等）

第３２条 学際科学実験センター，総合メディア基盤センター，留学生

センター，外国語教育研究センター，環日本海域環境研究センター，

大学教育開発・支援センター，保健管理センター，子どものこころ

の発達研究センター及び新学術創成研究機構に，教員会議を置く。

２ 前項に定めるもののほか，新学術創成研究機構に運営委員会を置く。

（センター会議等）

第３３条 地域連携推進センター，環境保全センター，グローバル人材

育成推進機構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構に，

必要に応じて，センター会議(グローバル人材育成推進機構，先端

科学・イノベーション推進機構及び国際機構にあっては機構運営会

議，以下「センター会議等」という。)を置く。

（組織及び運営等）

第３４条 第２８条から前条までに定めるもののほか，教育研究会議，が

ん進展制御研究所教授会議，学類会議，研究科会議，系会議，教員

会議，運営委員会及びセンター会議等の組織及び運営等に関し必要

な事項は別に定める。

第４節 事務組織

（事務局）

第３５条 本学に，事務局を置き，その事務を分掌させるため，次に掲

げる部を置く。

（１）総務部

（２）財務部

（３）施設部

（４）研究推進部

（５）学生部

（６）情報部

（７）病院部

（８）人間社会系事務部

（９）理工系事務部

（１０）医薬保健系事務部

２ 事務局に関し必要な事項は，別に定める。

第３章 学生

第１節 学年，学期及び休業日

（学年及び学期）

第３６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終る。

２ 学年を次の２学期に分ける。

前期 ４月１日から９月３０日まで

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで

３ 各学期の授業実施日等は，別に定める。

（休業日）

第３７条 休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日にも登学を課

すことができる。

（１）日曜日及び土曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休

日

（３）別に定める夏季休業，冬季休業及び春季休業

２ 前項に定めるもののほか，臨時に休業日を定めることができる。

第２節 修業年限及び在学年限

（修業年限）

第３８条 修業年限は，４年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及

び薬学類にあっては，６年とする。

（修業年限の通算）

第３９条 第８４条に定める科目等履修生として，本学において一定の単

位（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条の規定により入学資

格を有した後，修得したものに限る。）を修得した者が，本学に入

学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部

を履修したと認められるときは，修得した単位数その他の事項を勘

案して，修業年限の２分の１を超えない範囲内の期間を修業年限に

通算することができる。

（在学年限）

第４０条 在学年限は，８年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及

び薬学類にあっては，１２年の範囲内で医薬保健学域において別に定

める。

第３節 入学

（入学時期）

第４１条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

（入学資格）

第４２条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（５）専修学校の高等課程（修学年限が３年以上であることその他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大

臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試

験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を

含む。）

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により他の大学に入学した者で

あって，その後，本学において，大学における教育を受けるにふ

さわしい学力があると認めたもの

（９）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（入学の出願）

第４３条 本学に入学を志願する者は，所定の出願書類に別表第二に定

める検定料及び別に定める書類を添えて，願い出なければならない。

（入学者の選抜）

第４４条 前条の入学を志願する者については，別に定めるところによ

り選抜を行う。

（入学手続及び入学許可）

第４５条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日ま

でに，所定の書類を提出するとともに，別表第二に定める入学料を

納付しなければならない。ただし，入学料の免除又は徴収猶予を受

けようとする者は，入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書

を提出しなければならない。

２ 学長は，入学の手続を完了した者（入学料に関しては，その免除

又は徴収猶予の申請書を受理された者を含む。）に，入学を許可す

る。

（再入学，転入学及び編入学）

第４６条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，選考の上，

相当年次に入学を許可することができる。

（１）本学を退学した者（第７０条に定める退学者を除く。）又は除籍

された者で，再び同一の学域へ再入学を志願するもの

（２）他大学に在学している者で，本学へ転入学を志願するもの
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通教育機構長，グローバル人材育成推進機構長，新学術創成研究機

構長，先端科学・イノベーション推進機構長及び国際機構長（以下

「部局長」という。）を置く。

２ 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。

３ 学域に置く学類及び研究域に置く系に，それぞれ学類長及び系長

を置く。ただし，研究域長は学類長又は系長を兼ねることができない。

４ 附属教育実践支援センター及び附属薬用植物園に，それぞれ附属

教育実践支援センター長及び附属薬用植物園長を置く。

５ 附属図書館に置かれる医学系分館に，分館長を置く。

６ 学内共同利用施設に，学内共同利用施設の長を置く。

７ 人間社会環境研究科，自然科学研究科及び医薬保健学総合研究科

の各専攻に，専攻長を置く。

８ 第１項に定める部局に，部局長を補佐するため，副部局長を置く

ことができる。

９ 第１項から前項までに定める部局長等（以下「部局長等」という。）

の任期は，２年とする。ただし，補欠の部局長等の任期は，前任者

の残任期間とする。

１０ 部局長等は，再任されることができる。

１１ 部局長等は，教授をもって充てる。ただし，グローバル人材育成

推進機構長は学長を，附属図書館長，環日本海域環境研究センター

長，保健管理センター長，先端科学・イノベーション推進機構長及

び国際機構長は副学長を，学長が別に定める学内共同利用施設の長

は准教授を，附属病院の病院長は特任教授を，附属病院の副病院長

は教授以外の職員をもって充てることができる。

１２ 部局長等の選考に関し必要な事項は，学長又は部局長が別に定める。

（部局長の解任）

第２３条 学長は，部局長（学類長及び系長を含み，附属図書館長を除

く。以下この条において同じ。）が，次の各号のいずれかに該当す

るときは，解任することができる。この場合において，学長は，第

２７条に定める会議（第３２条第１項に定める教員会議及び第３３条に定

めるセンター会議等を含む。）の申出に基づき行うものとする。

（１） 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

（２） 職務上の義務違反があるとき。

（３） その他部局長たるに適しないと認められるとき。

２ 前項に定めるもののほか，学長は，部局長の職務の執行が適当で

ないため当該部局の業務の実績が悪化した場合であって，当該部局

長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは，解

任することができる。

３ 前項の規定により，研究科長，研究域長，附属病院長，がん進展

制御研究所長，学類長及び系長を解任するときは，第２７条に定める

会議の申出に基づき行うものとする。

（校長）

第２４条 附属学校に，校長（幼稚園にあっては，園長をいう。）を置

く。

２ 校長の任期は，２年とする。ただし，補欠の校長の任期は，前任

者の残任期間とする。

３ 校長は，再任されることができる。

４ 校長は，教授をもって充てる。

５ 校長の選考に関し必要な事項は，学校教育学類長が別に定める。

（名誉教授，客員教授等）

第２５条 本学の学長，副学長又は教授として勤務した者に，名誉教授

の称号を付与することができる。

２ 本学の常時勤務の教員以外の職員に，客員教授又は客員准教授の

称号を付与することができる。

３ 名誉教授，客員教授等に関し必要な事項は，別に定める。

第２６条 削除

第３節 教授会

（教育研究会議，学類会議，研究科会議及び系会議並びに教授会議）

第２７条 教授会として，人間社会学域，教育学研究科，人間社会環境

研究科，法務研究科及び人間社会研究域の教育及び研究に関する重

要事項を審議するため，人間社会系教育研究会議を置き，その下に，

学類会議，研究科会議，系会議を置く。

２ 教授会として，理工学域，自然科学研究科及び理工研究域の教育

及び研究に関する重要事項を審議するため，理工系教育研究会議を

置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会議を置く。

３ 教授会として，医薬保健学域，医薬保健学総合研究科及び医薬保

健研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，医薬保

健系教育研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会

議を置く。

４ 教授会として，がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審

議するため，がん進展制御研究所教授会議を置く。

（組織）

第２８条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，当該研究

域及びがん進展制御研究所の教授をもって組織する。

２ 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議には，当該研究域

及びがん進展制御研究所の准教授，講師（常時勤務の者に限る。）

及び助教を加えることができる。

３ 医薬保健系教育研究会議には，附属病院長（第１項に該当しない

者に限る。），附属病院の教授，准教授，講師（常時勤務の者に限る。）

及び助教を加えることができる。

（議長）

第２９条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議に議長を置き，

当該研究域及びがん進展制御研究所の長をもって充てる。

２ 議長は，会議を主宰する。

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長

の職務を行う。

（審議事項）

第３０条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，学校教育

法第９３条第２項及び第３項に基づき，次に掲げる事項を審議し，学

長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるものとする。

（１）当該研究域長及びがん進展制御研究所長の候補者の選考に関す

る事項

（２）教員の人事及び選考に関する事項

（３）中期目標・中期計画及び年度計画（法人の経営に関するものを

除く。）に関する事項

（４）規程（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育及び研

究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

（５）教育及び研究に係る予算の執行に関する事項

（６）教育課程の編成に関する事項

（７）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他

の援助に関する事項

（８）学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事

項及び学位の授与に関する事項

（９）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事

項

（１０）授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に

関する事項

（１１）医薬保健系教育研究会議においては，附属病院長の候補者の選

考に関する事項

（１２）その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項

２ 学類会議，研究科会議及び系会議は，前項の事項のうち，教育研

究会議が付託した事項を審議する。

３ 教育研究会議は，学類会議，研究科会議及び系会議の議決をもっ

て，教育研究会議の議決とすることができる。

（代議員会等）

第３１条 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，構成員の
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うちの一部の者をもって組織する代議員会，専門委員会等（以下「代

議員会等」という。）を置くことができる。

２ 教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議は，代議員会等の

議決をもって，教育研究会議及びがん進展制御研究所教授会議の議

決とすることができる。

（教員会議等）

第３２条 学際科学実験センター，総合メディア基盤センター，留学生

センター，外国語教育研究センター，環日本海域環境研究センター，

大学教育開発・支援センター，保健管理センター，子どものこころ

の発達研究センター及び新学術創成研究機構に，教員会議を置く。

２ 前項に定めるもののほか，新学術創成研究機構に運営委員会を置く。

（センター会議等）

第３３条 地域連携推進センター，環境保全センター，グローバル人材

育成推進機構，先端科学・イノベーション推進機構及び国際機構に，

必要に応じて，センター会議(グローバル人材育成推進機構，先端

科学・イノベーション推進機構及び国際機構にあっては機構運営会

議，以下「センター会議等」という。)を置く。

（組織及び運営等）

第３４条 第２８条から前条までに定めるもののほか，教育研究会議，が

ん進展制御研究所教授会議，学類会議，研究科会議，系会議，教員

会議，運営委員会及びセンター会議等の組織及び運営等に関し必要

な事項は別に定める。

第４節 事務組織

（事務局）

第３５条 本学に，事務局を置き，その事務を分掌させるため，次に掲

げる部を置く。

（１）総務部

（２）財務部

（３）施設部

（４）研究推進部

（５）学生部

（６）情報部

（７）病院部

（８）人間社会系事務部

（９）理工系事務部

（１０）医薬保健系事務部

２ 事務局に関し必要な事項は，別に定める。

第３章 学生

第１節 学年，学期及び休業日

（学年及び学期）

第３６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終る。

２ 学年を次の２学期に分ける。

前期 ４月１日から９月３０日まで

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで

３ 各学期の授業実施日等は，別に定める。

（休業日）

第３７条 休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日にも登学を課

すことができる。

（１）日曜日及び土曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休

日

（３）別に定める夏季休業，冬季休業及び春季休業

２ 前項に定めるもののほか，臨時に休業日を定めることができる。

第２節 修業年限及び在学年限

（修業年限）

第３８条 修業年限は，４年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及

び薬学類にあっては，６年とする。

（修業年限の通算）

第３９条 第８４条に定める科目等履修生として，本学において一定の単

位（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条の規定により入学資

格を有した後，修得したものに限る。）を修得した者が，本学に入

学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部

を履修したと認められるときは，修得した単位数その他の事項を勘

案して，修業年限の２分の１を超えない範囲内の期間を修業年限に

通算することができる。

（在学年限）

第４０条 在学年限は，８年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及

び薬学類にあっては，１２年の範囲内で医薬保健学域において別に定

める。

第３節 入学

（入学時期）

第４１条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

（入学資格）

第４２条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（５）専修学校の高等課程（修学年限が３年以上であることその他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大

臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試

験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を

含む。）

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により他の大学に入学した者で

あって，その後，本学において，大学における教育を受けるにふ

さわしい学力があると認めたもの

（９）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（入学の出願）

第４３条 本学に入学を志願する者は，所定の出願書類に別表第二に定

める検定料及び別に定める書類を添えて，願い出なければならない。

（入学者の選抜）

第４４条 前条の入学を志願する者については，別に定めるところによ

り選抜を行う。

（入学手続及び入学許可）

第４５条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日ま

でに，所定の書類を提出するとともに，別表第二に定める入学料を

納付しなければならない。ただし，入学料の免除又は徴収猶予を受

けようとする者は，入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書

を提出しなければならない。

２ 学長は，入学の手続を完了した者（入学料に関しては，その免除

又は徴収猶予の申請書を受理された者を含む。）に，入学を許可す

る。

（再入学，転入学及び編入学）

第４６条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，選考の上，

相当年次に入学を許可することができる。

（１）本学を退学した者（第７０条に定める退学者を除く。）又は除籍

された者で，再び同一の学域へ再入学を志願するもの

（２）他大学に在学している者で，本学へ転入学を志願するもの
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（３）他大学を卒業した者又は退学した者で，本学へ編入学を志願す

るもの

（４）短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は国立養護

教諭養成所を卒業した者で，本学へ編入学を志願するもの

（５）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文

部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を修了した者（学

校教育法第９０条第１項に定めるものに限る。）で，本学へ編入学

を志願するもの

（６）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に

定める従前の規定による高等学校，専門学校又は教員養成諸学校

等の課程を修了し，又は卒業した者で，本学へ編入学を志願する

もの

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及

び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については，教育

研究会議の議を経て，学域長が決定する。

３ 第１項の規定により入学した者の在学年限は，その者が属する年

次に対応する残余の修業年限の２倍の年数を超えることができない。

４ 前３条の規定は，第１項の規定により入学する場合に準用する。

５ 再入学，転入学及び編入学に関し必要な事項は，学域において別

に定める。

（宣誓）

第４７条 入学を許可された者は，別に定めるところにより，宣誓をし

なければならない。

第４節 教育課程，履修方法等

（教育課程の編成方針等）

第４８条 教育課程は，本学，学域，学類並びにコース及び専攻の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に編成

するものとする。

２ 教育課程の編成に当たっては，学域，学類並びにコース及び専攻

に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及び総合的

な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するもの

とする。

３ 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあ

らかじめ明示するものとする。

４ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び

厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示す

るとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（教育課程の編成及び履修方法等）

第４９条 教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目

に分け，これを各年次に配当して編成するものとする。

２ 教育課程については，金沢大学共通教育科目に関する規程及び各

学域において別に定める。

３ 授業科目の履修に関する事項については，金沢大学履修規程にお

いて別に定める。

（単位の計算方法）

第５０条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の

学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，次の基準

によるものとする。

（１）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１

単位とする。

（２）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもっ

て１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による

実技の授業については，別に定める時間の授業をもって１単位と

することができる。

（３）一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のう

ち二以上の方法の併用により行う場合については，その組み合わ

せに応じ，前２号に規定する基準を考慮して学域が定める時間の

授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目につ

いては，これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と

認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して単位数を定

めることができる。

（授業の方法）

第５１条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかに

より又はこれらの併用により行うものとする。

２ 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履

修させることができる。

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の

規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教

室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。

４ 第１項の授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，

校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（単位の授与）

第５２条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位

を与える。ただし，第５０条第２項に定める授業科目については，適

切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

（成績の評価）

第５３条 成績の評価については，金沢大学履修規程において別に定め

る。

（履修科目の登録の上限）

第５４条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒

業の要件として修得すべき単位数について，１年間又は１学期に履

修科目として登録することができる単位数の上限を学域において定

めるものとする。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第５５条 学生は，学域長の許可を得て，本学が定める他の大学又は短

期大学において，当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修す

ることができる。

２ 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は，

学域の定めるところに基づき，合計６０単位を超えない範囲で，これ

を本学の単位として認定する。

３ 前項の規定は，第６６条の規定による留学及び外国の大学又は短期

大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場

合について準用する。

（大学以外の教育施設等における学修）

第５６条 本学が教育上有益と認めるときは，短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，

本学における授業科目の履修とみなし，学域の定めるところに基づ

き，単位を与えることができる。

２ 前項により与えることのできる単位数は，前条第２項及び第３項

により本学の単位として認定する単位数と合わせて６０単位を超えな

いものとする。

（休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは

短期大学における学修）

第５６条の２ 本学が教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に

他の大学若しくは短期大学（以下「大学等」という。）又は外国の

大学等において学修した成果について，本学における授業科目の履

修により修得したものとみなし，学域の定めるところに基づき，単

位を与えることができる。

２ 前項により与えることのできる単位数は，第５５条第２項及び第３

項並びに前条第１項により本学の単位として認定する単位数と合わ

せて６０単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）

第５７条 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に大学

等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単
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位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を，本学に入学し

た後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に行った前

条第１項に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，

学域の定めるところに基づき，単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単

位数は，再入学，転入学及び編入学の場合を除き，本学において修

得した単位以外のものについては，第５５条第２項及び第３項，第５６

条第１項並びに前条第１項により本学において修得したものとみな

す単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）

第５８条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業

することを希望する旨を申し出たときは，教育研究会議の議を経て，

学長は，その計画的な履修を許可することができる。

２ 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必

要な事項は，別に定める。

第５節 卒業要件及び学位授与

（卒業要件）

第５９条 本学に４年以上（医薬保健学域の医学類及び薬学類にあって

は６年以上）在学し，学域ごとに定める授業科目を履修し，１２４単

位以上（医薬保健学域の医学類にあっては１８８単位以上，薬学類に

あっては１８６単位以上）で学域の定める単位数を修得した者につい

ては，当該教育研究会議の議を経て，学長が卒業を認定する。

２ 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第５１条

第２項に定める授業の方法により修得する単位数は，６０単位を超え

ないものとする。

（早期卒業）

第６０条 前条の規定にかかわらず，本学に３年以上在学し，卒業要件

として修得すべき単位を優秀な成績で修得した学生が，学校教育法

第８９条に定める卒業を希望する場合は，前条の規定にかかわらず，

学長はこれを認定することができる。

２ 早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。

（学位の授与）

第６１条 本学を卒業した者には，金沢大学学位規程の定めるところに

より学士の学位を授与する。

第６節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍

（休学）

第６２条 疾病又はその他の事由により，３月以上修学を中止しようと

する者は，学域長に届け出て，その学期又は学年の終わりまで休学

することができる。

２ 学域長は，疾病のため修学に適しないと認められる者に対しては，

学長の承認を得て，休学を命ずることができる。

３ 休学期間は，在学年限に算入しない。

４ 休学期間は，通算４年を超えることができない。ただし，第２項

の休学の期間は，この限りでない。

（復学）

第６３条 休学期間中に復学しようとする者は，事由を記し，学域長に

願い出て，許可を得なければならない。

（転学類）

第６４条 転学類（学生が所属する学域以外への転学類も含む。）を志

願する者があるときは，別に定めるところにより選考の上，転学類

を許可することができる。

２ 転学類を志願する者は，所定の出願書類に志望の学類（保健学類

にあっては専攻も含む。）及び志望の事由を記し，所属の学域長に

願い出なければならない。

（転学）

第６５条 他の大学へ転学を志願する者（懲戒対象行為を行った者は除

く。）は，所定の願書に志望の大学，学部，学科及び志望の事由を

記し，学域長を経て，学長に届け出るものとする。

（留学）

第６６条 学生は，外国の大学等で学修するため，学長に届け出て，留

学することができる。

２ 前項の留学期間は，修業年限に含まれるものとする。

（退学）

第６７条 退学しようとする者（懲戒対象行為を行った者は除く。）は，

事由を記し，学域長を経て，学長に届け出るものとする。

（除籍）

第６８条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，これ

を除籍する。

（１）入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免

除若しくは徴収猶予を許可された者であって，納付すべき入学料

を納付しないもの

（２）所定の年限に達して，なお卒業の認定を得られない者

（３）授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者

（４）疾病その他の事由により，成業の見込がないと認められる者

第７節 賞罰

（表彰）

第６９条 学長は，本学在学中の学業の成績，課外活動等の成績に優れ

た者又は本学の名誉を著しく高めたと認められる者に対して，卒業

時又はその都度，表彰を行うことができる。

２ 表彰については，別に定める。

（懲戒）

第７０条 学生が本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反した行為を

なしたときは，学長は，教育研究評議会の議を経て懲戒する。

２ 懲戒は，学長の命を受け，学域長が行う。

３ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。

第８節 検定料，入学料及び授業料

（検定料等）

第７１条 検定料，入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の

額は，別表第二のとおりとする。

（入学料の免除又は徴収猶予）

第７２条 学長は，特別の事情により入学料の納付が著しく困難である

と認められる者に対しては，別に定めるところにより，入学料を免

除し，又は徴収猶予することができる。

（入学料及び検定料の不返付）

第７３条 既納の入学料及び検定料は，返付しない。

２ 前項の規定にかかわらず，検定料について，次の各号のいずれか

に該当する者があるときは，その者の申出により次項に定める額を

返付する。

（１）入学者選抜における第２次の学力検査等を２段階の選抜方法で

実施する場合において，第１段階目の選抜に合格しなかった者（推

薦入学及び AO入試等において第１次選考として書類選考を行う

場合における不合格者を含む。）

（２）個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不

足等による出願無資格者であることが判明した者

３ 前項の規定により返付する額は，前項第１号の場合における第２

段階目の選抜に係る額に相当する額とする。

（授業料の徴収方法等）

第７４条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，前期及び後

期の２期に区分して行うものとし，それぞれの期において徴収する

額は，年額の２分の１に相当する額とする。

２ 前項の授業料は，前期にあっては４月，後期にあっては１０月に徴

収するものとし，納付期限はそれぞれ当該月末日とする。ただし，

当該学期４月に入学した学生の授業料の納付期限については，別に
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（３）他大学を卒業した者又は退学した者で，本学へ編入学を志願す

るもの

（４）短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は国立養護

教諭養成所を卒業した者で，本学へ編入学を志願するもの

（５）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文

部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を修了した者（学

校教育法第９０条第１項に定めるものに限る。）で，本学へ編入学

を志願するもの

（６）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に

定める従前の規定による高等学校，専門学校又は教員養成諸学校

等の課程を修了し，又は卒業した者で，本学へ編入学を志願する

もの

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及

び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については，教育

研究会議の議を経て，学域長が決定する。

３ 第１項の規定により入学した者の在学年限は，その者が属する年

次に対応する残余の修業年限の２倍の年数を超えることができない。

４ 前３条の規定は，第１項の規定により入学する場合に準用する。

５ 再入学，転入学及び編入学に関し必要な事項は，学域において別

に定める。

（宣誓）

第４７条 入学を許可された者は，別に定めるところにより，宣誓をし

なければならない。

第４節 教育課程，履修方法等

（教育課程の編成方針等）

第４８条 教育課程は，本学，学域，学類並びにコース及び専攻の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に編成

するものとする。

２ 教育課程の編成に当たっては，学域，学類並びにコース及び専攻

に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及び総合的

な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するもの

とする。

３ 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあ

らかじめ明示するものとする。

４ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び

厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示す

るとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（教育課程の編成及び履修方法等）

第４９条 教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目

に分け，これを各年次に配当して編成するものとする。

２ 教育課程については，金沢大学共通教育科目に関する規程及び各

学域において別に定める。

３ 授業科目の履修に関する事項については，金沢大学履修規程にお

いて別に定める。

（単位の計算方法）

第５０条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の

学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，次の基準

によるものとする。

（１）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１

単位とする。

（２）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもっ

て１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による

実技の授業については，別に定める時間の授業をもって１単位と

することができる。

（３）一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のう

ち二以上の方法の併用により行う場合については，その組み合わ

せに応じ，前２号に規定する基準を考慮して学域が定める時間の

授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目につ

いては，これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と

認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して単位数を定

めることができる。

（授業の方法）

第５１条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかに

より又はこれらの併用により行うものとする。

２ 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履

修させることができる。

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の

規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教

室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。

４ 第１項の授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，

校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（単位の授与）

第５２条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位

を与える。ただし，第５０条第２項に定める授業科目については，適

切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

（成績の評価）

第５３条 成績の評価については，金沢大学履修規程において別に定め

る。

（履修科目の登録の上限）

第５４条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒

業の要件として修得すべき単位数について，１年間又は１学期に履

修科目として登録することができる単位数の上限を学域において定

めるものとする。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第５５条 学生は，学域長の許可を得て，本学が定める他の大学又は短

期大学において，当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修す

ることができる。

２ 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は，

学域の定めるところに基づき，合計６０単位を超えない範囲で，これ

を本学の単位として認定する。

３ 前項の規定は，第６６条の規定による留学及び外国の大学又は短期

大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場

合について準用する。

（大学以外の教育施設等における学修）

第５６条 本学が教育上有益と認めるときは，短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，

本学における授業科目の履修とみなし，学域の定めるところに基づ

き，単位を与えることができる。

２ 前項により与えることのできる単位数は，前条第２項及び第３項

により本学の単位として認定する単位数と合わせて６０単位を超えな

いものとする。

（休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは

短期大学における学修）

第５６条の２ 本学が教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に

他の大学若しくは短期大学（以下「大学等」という。）又は外国の

大学等において学修した成果について，本学における授業科目の履

修により修得したものとみなし，学域の定めるところに基づき，単

位を与えることができる。

２ 前項により与えることのできる単位数は，第５５条第２項及び第３

項並びに前条第１項により本学の単位として認定する単位数と合わ

せて６０単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）

第５７条 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に大学

等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単
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位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を，本学に入学し

た後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に行った前

条第１項に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，

学域の定めるところに基づき，単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単

位数は，再入学，転入学及び編入学の場合を除き，本学において修

得した単位以外のものについては，第５５条第２項及び第３項，第５６

条第１項並びに前条第１項により本学において修得したものとみな

す単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）

第５８条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業

することを希望する旨を申し出たときは，教育研究会議の議を経て，

学長は，その計画的な履修を許可することができる。

２ 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必

要な事項は，別に定める。

第５節 卒業要件及び学位授与

（卒業要件）

第５９条 本学に４年以上（医薬保健学域の医学類及び薬学類にあって

は６年以上）在学し，学域ごとに定める授業科目を履修し，１２４単

位以上（医薬保健学域の医学類にあっては１８８単位以上，薬学類に

あっては１８６単位以上）で学域の定める単位数を修得した者につい

ては，当該教育研究会議の議を経て，学長が卒業を認定する。

２ 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第５１条

第２項に定める授業の方法により修得する単位数は，６０単位を超え

ないものとする。

（早期卒業）

第６０条 前条の規定にかかわらず，本学に３年以上在学し，卒業要件

として修得すべき単位を優秀な成績で修得した学生が，学校教育法

第８９条に定める卒業を希望する場合は，前条の規定にかかわらず，

学長はこれを認定することができる。

２ 早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。

（学位の授与）

第６１条 本学を卒業した者には，金沢大学学位規程の定めるところに

より学士の学位を授与する。

第６節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍

（休学）

第６２条 疾病又はその他の事由により，３月以上修学を中止しようと

する者は，学域長に届け出て，その学期又は学年の終わりまで休学

することができる。

２ 学域長は，疾病のため修学に適しないと認められる者に対しては，

学長の承認を得て，休学を命ずることができる。

３ 休学期間は，在学年限に算入しない。

４ 休学期間は，通算４年を超えることができない。ただし，第２項

の休学の期間は，この限りでない。

（復学）

第６３条 休学期間中に復学しようとする者は，事由を記し，学域長に

願い出て，許可を得なければならない。

（転学類）

第６４条 転学類（学生が所属する学域以外への転学類も含む。）を志

願する者があるときは，別に定めるところにより選考の上，転学類

を許可することができる。

２ 転学類を志願する者は，所定の出願書類に志望の学類（保健学類

にあっては専攻も含む。）及び志望の事由を記し，所属の学域長に

願い出なければならない。

（転学）

第６５条 他の大学へ転学を志願する者（懲戒対象行為を行った者は除

く。）は，所定の願書に志望の大学，学部，学科及び志望の事由を

記し，学域長を経て，学長に届け出るものとする。

（留学）

第６６条 学生は，外国の大学等で学修するため，学長に届け出て，留

学することができる。

２ 前項の留学期間は，修業年限に含まれるものとする。

（退学）

第６７条 退学しようとする者（懲戒対象行為を行った者は除く。）は，

事由を記し，学域長を経て，学長に届け出るものとする。

（除籍）

第６８条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，これ

を除籍する。

（１）入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免

除若しくは徴収猶予を許可された者であって，納付すべき入学料

を納付しないもの

（２）所定の年限に達して，なお卒業の認定を得られない者

（３）授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者

（４）疾病その他の事由により，成業の見込がないと認められる者

第７節 賞罰

（表彰）

第６９条 学長は，本学在学中の学業の成績，課外活動等の成績に優れ

た者又は本学の名誉を著しく高めたと認められる者に対して，卒業

時又はその都度，表彰を行うことができる。

２ 表彰については，別に定める。

（懲戒）

第７０条 学生が本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反した行為を

なしたときは，学長は，教育研究評議会の議を経て懲戒する。

２ 懲戒は，学長の命を受け，学域長が行う。

３ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。

第８節 検定料，入学料及び授業料

（検定料等）

第７１条 検定料，入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の

額は，別表第二のとおりとする。

（入学料の免除又は徴収猶予）

第７２条 学長は，特別の事情により入学料の納付が著しく困難である

と認められる者に対しては，別に定めるところにより，入学料を免

除し，又は徴収猶予することができる。

（入学料及び検定料の不返付）

第７３条 既納の入学料及び検定料は，返付しない。

２ 前項の規定にかかわらず，検定料について，次の各号のいずれか

に該当する者があるときは，その者の申出により次項に定める額を

返付する。

（１）入学者選抜における第２次の学力検査等を２段階の選抜方法で

実施する場合において，第１段階目の選抜に合格しなかった者（推

薦入学及び AO入試等において第１次選考として書類選考を行う

場合における不合格者を含む。）

（２）個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不

足等による出願無資格者であることが判明した者

３ 前項の規定により返付する額は，前項第１号の場合における第２

段階目の選抜に係る額に相当する額とする。

（授業料の徴収方法等）

第７４条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，前期及び後

期の２期に区分して行うものとし，それぞれの期において徴収する

額は，年額の２分の１に相当する額とする。

２ 前項の授業料は，前期にあっては４月，後期にあっては１０月に徴

収するものとし，納付期限はそれぞれ当該月末日とする。ただし，

当該学期４月に入学した学生の授業料の納付期限については，別に
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定める。

３ 前２項の規定にかかわらず，学生から申し出があったときは，前

期に係る授業料を徴収するときに，当該年度の後期に係る授業料を

併せて徴収するものとする。

４ 第２項の納期後に入学した者は，入学の日の属する月に，その期

に属する授業料を納付しなければならない。

（既納の授業料）

第７５条 既納の授業料は返付しない。

２ 前期分の授業料の徴収の際，後期分の授業料を併せて納付した者

が，後期分の授業料の徴収時期前に休学又は退学し，当該授業料の

返還を申し出たときは，前項の規定にかかわらず，後期分の授業料

に相当する額を返付するものとする。

（授業料の免除，月割分納及び徴収猶予）

第７６条 学長は，学費の支弁が困難な学生に対しては，別に定めると

ころにより授業料を免除し，又は月割分納若しくは徴収猶予を認め

ることができる。

２ 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予（以下「免除等」と

いう。）は，各期ごとにこれを認める。

３ 免除等を認められた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，

別に定めるところにより免除等を取り消すことができる。

（１） 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。

（２） 申請について虚偽の事実が判明したとき。

（３） 第７０条の規定により懲戒を受けたとき。

（休学中の授業料）

第７７条 休学の場合には，月割計算により休学当月の翌月から復学当

月の前月までの授業料は，これを徴収しない。

（免除等の取消し及び復学の場合の授業料）

第７８条 第７６条第３項第１号の規定に該当し授業料の免除を取り消さ

れたとき及び復学したときは，その期の授業料は，その月分から月

割額（年額の１２分の１）により，免除を取り消された日又は復学し

た日の属する月に徴収する。

２ 第７６条第３項第２号及び第３号の規定に該当し免除等を取り消さ

れたときは，免除等に係る授業料の金額をその月に徴収する。

（再入学等の場合の授業料）

第７９条 学期の途中において，再入学，転入学又は編入学した場合に

は，月割計算により再入学，転入学又は編入学した当月から次の徴

収の時期前までの期間に応じた額を再入学，転入学又は編入学した

日の属する月に徴収する。

（退学等の場合の授業料）

第８０条 学期の途中において，退学又は他大学へ転学した場合には，

その期の授業料はこれを徴収する。

２ 停学中の授業料は徴収する。

（死亡等の場合の授業料）

第８１条 死亡又は行方不明により除籍した場合には，未納の授業料の

全額を免除することができる。

（学年中途の卒業等の場合の授業料）

第８２条 学年の中途において，卒業又は修了する場合には，月割計算

により在学予定期間に応じた額を徴収する。

第４章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生

（研究生）

第８３条 本学の学生以外の者で，特定の研究課題について研究するこ

とを志願する者があるときは，選考の上，研究生として入学を許可

することができる。

２ 研究生の入学資格，選考方法等については，学域において別に定

める。

３ 研究生の研究期間は，１年以内とする。ただし，必要があると認

められるときは，その期間を更新することができる。

４ 第３７条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条，第６７条，第６８条，第

７０条，第７３条，第７４条，第７５条，第８０条及び第８１条の規定は，研究

生に準用する。

（科目等履修生）

第８４条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を選んで履修

することを志願する者があるときは，選考の上，科目等履修生とし

て入学を許可することができる。

２ 科目等履修生の入学資格，選考方法等については，学域において

別に定める。

３ 授業科目を履修し，その試験に合格した科目等履修生に対し単位

を与える。

４ 第３６条，第３７条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条，第４９条第２

項，第６８条，第７０条，第７３条，第７４条，第７５条及び第８１条の規定は，

科目等履修生に準用する。

（特別聴講学生）

第８５条 本学において，特定の授業科目を履修することを希望する他

の大学等又は外国の大学等の学生があるときは，学域の定めるとこ

ろにより，当該他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき，所

定の手続を経て特別聴講学生として入学を許可することができる。

２ 授業科目を履修し，その試験に合格した特別聴講学生に対し単位

を与える。

３ 第３６条，第３７条，第４４条，第６８条，第７０条，第７４条，第７５条及び

第８１条の規定は，特別聴講学生に準用する。

４ 特別聴講学生の入学の時期は，学期の始めとする。ただし，学域

の定めるところにより，特別の事情がある場合は，この限りでない。

（外国人留学生）

第８６条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，

本学に入学を志願する者があるときは，特別に選考の上，外国人留

学生として入学を許可することができる。

２ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。

（授業料等）

第８７条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額

は，別表第二のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が，国立大学の学生，単

位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の学生，交流協定に基

づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と

認める学生であるときは，授業料を徴収しない。

第５章 学生寄宿舎

（学生寄宿舎）

第８８条 本学に，学生寄宿舎として北溟寮，泉学寮，白梅寮及び国際

交流会館を置く。

２ 寄宿料の額は，別表第三のとおりとする。

３ 学生寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。

第６章 公開講座

（公開講座）

第８９条 本学に，公開講座を設ける。

２ 公開講座の受講料の額は，別表第四のとおりとする。

３ 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。

２ この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第３条第１項の表に掲

げる金沢大学の学生である者は，この学則の施行の日に国立大学法

人金沢大学が設置する金沢大学の学生の身分を取得するものとする。

３ 第４条第１項の規定にかかわらず，旧金沢大学通則による法学部

法学科及び公共システム学科，薬学部薬学科及び製薬化学科並びに

工学部電気・情報工学科は，平成１６年３月３１日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。

４ 別表第一の規定にかかわらず，法学部，理学部，薬学部及び工学

部並びに合計欄の収容定員については，平成１６年度から平成１８年度
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までは，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 等
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

法学部 法政学科 １８０ ３６０ ５４０
従前の学科 法学科 ４８０ ３２０ １６０

公共システム学科 １６５ １１０ ５５
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ８４５ ８１０ ７７５

理学部 数学科 ９９ ９８ ９７
物理学科 １３１ １３０ １２９
化学科 １５４ １５２ １５０
生物学科 ９８ ９６ ９４
地球学科 １１０ １０８ １０６
計算科学科 １１８ １１６ １１４
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ７３０ ７２０ ７１０

薬学部 総合薬学科 ２３５ ３１０ ３０５
従前の学科 薬学科 ４０ ― ―

製薬化学科 ４０ ― ―
計 ３１５ ３１０ ３０５

工学部 土木建設工学科 ３３１ ３１８ ３１３
機能機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
物質化学工学科 ３８２ ３７２ ３６６
電気電子システム工学科 １９７ １９４ １９１
人間・機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
情報システム工学科 ２５６ ２５２ ２４８
（学科共通） ６０ ６０ ６０
計 １，８３４ １，７８８ １，７６２

合 計 ７，４５４ ７，３５８ ７，２８２

５ この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち，施行の日以

後において任期を有するものは，施行の日に部局長に選任されたも

のとみなし，その任期については，第２０条第７項の規定にかかわら

ず，施行の日以後において当該部局長の有する任期と同一の期間と

する。

６ 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については，第２０条第

７項の規定にかかわらず，当該部局の定めるところによる。

７ 平成１０年度以前の入学者に係る授業料の額については，第７１条の

規定にかかわらず，なお，従前の額とする。

附 則

この学則は，平成１７年２月３日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１７年４月１日から施行する。

２ 平成１０年度以前の入学者に係る授業料の額については，改正後の

別表第二の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

附 則

この規則は，平成１７年７月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１７年１２月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 第５条第１項の規定にかかわらず，薬学部総合薬学科は，平成１８

年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるま

での間，存続するものとする。

３ 別表第一の規定にかかわらず，薬学部の合計欄の収容定員につい

ては，平成１８年度から平成２３年度までは，次の表のとおりとする。

学部 学科等
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

薬学部 薬学科 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０
創薬科学科 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０ １６０
従前の学科 総合薬学科 ２３０ １５０ ７５
計 ３０５ ３００ ３００ ３００ ３３５ ３７０

附 則

この学則は，平成１８年１０月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 第５条第１項の規定にかかわらず，次の表に記載する学部，学科

等は，平成２０年３月３１日に在学する者が在学しなくなるまでの間，

存続するものとする。

３ 学域・学類の収容定員，存続する学部及び学科等に係る第３０条に

規定する事項を審議する教授会並びにその収容定員については，第

２７条及び別表第一の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。

４ 存続する学部及び学科（法学部及び経済学部を除く。）の長につ

いては，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。

５ 平成２０年３月３１日に在学する者（平成２０年４月１日以降に従前の

学部，学科等編入学する者を含む。）については，別表第二の規定

を除き，なお，従前の例による。

６ 前項に規定する者については，別表第二中「学域」とあるのは「学

部」とする。

学域・学類の収容定員

学域 学類
平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

人

間

社

会

学

域

人文学類 １４５ ２９０ ４３５ ５８０ ５８０
法学類 １７０ ３４０ ５１０ ６８０ ６８０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
経済学類 １８５ ３７０ ５５５ ７４０ ７４０
学校教育学類 １００ ２００ ３００ ４００ ４００
地域創造学類 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
国際学類 ７０ １４０ ２１０ ２８０ ２８０

計 ７５０ １,５００ ２,２６０ ３,０２０ ３,０２０

理

工

学

域

数物科学類 ８４ １６８ ２５２ ３３６ ３３６
物質化学類 ８１ １６２ ２４３ ３２４ ３２４
機械工学類 １４０ ２８０ ４２０ ５６０ ５６０
電子情報学類 １０８ ２１６ ３２４ ４３２ ４３２
環境デザイン学類 ７４ １４８ ２２２ ２９６ ２９６
自然システム学類 １０２ ２０４ ３０６ ４０８ ４０８
（学域共通編入学定員４０） ４０ ８０ ８０

計 ５８９ １,１７８ １,８０７ ２,４３６ ２,４３６
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定める。

３ 前２項の規定にかかわらず，学生から申し出があったときは，前

期に係る授業料を徴収するときに，当該年度の後期に係る授業料を

併せて徴収するものとする。

４ 第２項の納期後に入学した者は，入学の日の属する月に，その期

に属する授業料を納付しなければならない。

（既納の授業料）

第７５条 既納の授業料は返付しない。

２ 前期分の授業料の徴収の際，後期分の授業料を併せて納付した者

が，後期分の授業料の徴収時期前に休学又は退学し，当該授業料の

返還を申し出たときは，前項の規定にかかわらず，後期分の授業料

に相当する額を返付するものとする。

（授業料の免除，月割分納及び徴収猶予）

第７６条 学長は，学費の支弁が困難な学生に対しては，別に定めると

ころにより授業料を免除し，又は月割分納若しくは徴収猶予を認め

ることができる。

２ 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予（以下「免除等」と

いう。）は，各期ごとにこれを認める。

３ 免除等を認められた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，

別に定めるところにより免除等を取り消すことができる。

（１） 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。

（２） 申請について虚偽の事実が判明したとき。

（３） 第７０条の規定により懲戒を受けたとき。

（休学中の授業料）

第７７条 休学の場合には，月割計算により休学当月の翌月から復学当

月の前月までの授業料は，これを徴収しない。

（免除等の取消し及び復学の場合の授業料）

第７８条 第７６条第３項第１号の規定に該当し授業料の免除を取り消さ

れたとき及び復学したときは，その期の授業料は，その月分から月

割額（年額の１２分の１）により，免除を取り消された日又は復学し

た日の属する月に徴収する。

２ 第７６条第３項第２号及び第３号の規定に該当し免除等を取り消さ

れたときは，免除等に係る授業料の金額をその月に徴収する。

（再入学等の場合の授業料）

第７９条 学期の途中において，再入学，転入学又は編入学した場合に

は，月割計算により再入学，転入学又は編入学した当月から次の徴

収の時期前までの期間に応じた額を再入学，転入学又は編入学した

日の属する月に徴収する。

（退学等の場合の授業料）

第８０条 学期の途中において，退学又は他大学へ転学した場合には，

その期の授業料はこれを徴収する。

２ 停学中の授業料は徴収する。

（死亡等の場合の授業料）

第８１条 死亡又は行方不明により除籍した場合には，未納の授業料の

全額を免除することができる。

（学年中途の卒業等の場合の授業料）

第８２条 学年の中途において，卒業又は修了する場合には，月割計算

により在学予定期間に応じた額を徴収する。

第４章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生

（研究生）

第８３条 本学の学生以外の者で，特定の研究課題について研究するこ

とを志願する者があるときは，選考の上，研究生として入学を許可

することができる。

２ 研究生の入学資格，選考方法等については，学域において別に定

める。

３ 研究生の研究期間は，１年以内とする。ただし，必要があると認

められるときは，その期間を更新することができる。

４ 第３７条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条，第６７条，第６８条，第

７０条，第７３条，第７４条，第７５条，第８０条及び第８１条の規定は，研究

生に準用する。

（科目等履修生）

第８４条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を選んで履修

することを志願する者があるときは，選考の上，科目等履修生とし

て入学を許可することができる。

２ 科目等履修生の入学資格，選考方法等については，学域において

別に定める。

３ 授業科目を履修し，その試験に合格した科目等履修生に対し単位

を与える。

４ 第３６条，第３７条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条，第４９条第２

項，第６８条，第７０条，第７３条，第７４条，第７５条及び第８１条の規定は，

科目等履修生に準用する。

（特別聴講学生）

第８５条 本学において，特定の授業科目を履修することを希望する他

の大学等又は外国の大学等の学生があるときは，学域の定めるとこ

ろにより，当該他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき，所

定の手続を経て特別聴講学生として入学を許可することができる。

２ 授業科目を履修し，その試験に合格した特別聴講学生に対し単位

を与える。

３ 第３６条，第３７条，第４４条，第６８条，第７０条，第７４条，第７５条及び

第８１条の規定は，特別聴講学生に準用する。

４ 特別聴講学生の入学の時期は，学期の始めとする。ただし，学域

の定めるところにより，特別の事情がある場合は，この限りでない。

（外国人留学生）

第８６条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，

本学に入学を志願する者があるときは，特別に選考の上，外国人留

学生として入学を許可することができる。

２ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。

（授業料等）

第８７条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額

は，別表第二のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が，国立大学の学生，単

位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の学生，交流協定に基

づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と

認める学生であるときは，授業料を徴収しない。

第５章 学生寄宿舎

（学生寄宿舎）

第８８条 本学に，学生寄宿舎として北溟寮，泉学寮，白梅寮及び国際

交流会館を置く。

２ 寄宿料の額は，別表第三のとおりとする。

３ 学生寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。

第６章 公開講座

（公開講座）

第８９条 本学に，公開講座を設ける。

２ 公開講座の受講料の額は，別表第四のとおりとする。

３ 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。

２ この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第３条第１項の表に掲

げる金沢大学の学生である者は，この学則の施行の日に国立大学法

人金沢大学が設置する金沢大学の学生の身分を取得するものとする。

３ 第４条第１項の規定にかかわらず，旧金沢大学通則による法学部

法学科及び公共システム学科，薬学部薬学科及び製薬化学科並びに

工学部電気・情報工学科は，平成１６年３月３１日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。

４ 別表第一の規定にかかわらず，法学部，理学部，薬学部及び工学

部並びに合計欄の収容定員については，平成１６年度から平成１８年度
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までは，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 等
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

法学部 法政学科 １８０ ３６０ ５４０
従前の学科 法学科 ４８０ ３２０ １６０

公共システム学科 １６５ １１０ ５５
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ８４５ ８１０ ７７５

理学部 数学科 ９９ ９８ ９７
物理学科 １３１ １３０ １２９
化学科 １５４ １５２ １５０
生物学科 ９８ ９６ ９４
地球学科 １１０ １０８ １０６
計算科学科 １１８ １１６ １１４
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ７３０ ７２０ ７１０

薬学部 総合薬学科 ２３５ ３１０ ３０５
従前の学科 薬学科 ４０ ― ―

製薬化学科 ４０ ― ―
計 ３１５ ３１０ ３０５

工学部 土木建設工学科 ３３１ ３１８ ３１３
機能機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
物質化学工学科 ３８２ ３７２ ３６６
電気電子システム工学科 １９７ １９４ １９１
人間・機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
情報システム工学科 ２５６ ２５２ ２４８
（学科共通） ６０ ６０ ６０
計 １，８３４ １，７８８ １，７６２

合 計 ７，４５４ ７，３５８ ７，２８２

５ この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち，施行の日以

後において任期を有するものは，施行の日に部局長に選任されたも

のとみなし，その任期については，第２０条第７項の規定にかかわら

ず，施行の日以後において当該部局長の有する任期と同一の期間と

する。

６ 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については，第２０条第

７項の規定にかかわらず，当該部局の定めるところによる。

７ 平成１０年度以前の入学者に係る授業料の額については，第７１条の

規定にかかわらず，なお，従前の額とする。

附 則

この学則は，平成１７年２月３日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１７年４月１日から施行する。

２ 平成１０年度以前の入学者に係る授業料の額については，改正後の

別表第二の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

附 則

この規則は，平成１７年７月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１７年１２月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 第５条第１項の規定にかかわらず，薬学部総合薬学科は，平成１８

年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるま

での間，存続するものとする。

３ 別表第一の規定にかかわらず，薬学部の合計欄の収容定員につい

ては，平成１８年度から平成２３年度までは，次の表のとおりとする。

学部 学科等
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

薬学部 薬学科 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０
創薬科学科 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０ １６０
従前の学科 総合薬学科 ２３０ １５０ ７５
計 ３０５ ３００ ３００ ３００ ３３５ ３７０

附 則

この学則は，平成１８年１０月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 第５条第１項の規定にかかわらず，次の表に記載する学部，学科

等は，平成２０年３月３１日に在学する者が在学しなくなるまでの間，

存続するものとする。

３ 学域・学類の収容定員，存続する学部及び学科等に係る第３０条に

規定する事項を審議する教授会並びにその収容定員については，第

２７条及び別表第一の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。

４ 存続する学部及び学科（法学部及び経済学部を除く。）の長につ

いては，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。

５ 平成２０年３月３１日に在学する者（平成２０年４月１日以降に従前の

学部，学科等編入学する者を含む。）については，別表第二の規定

を除き，なお，従前の例による。

６ 前項に規定する者については，別表第二中「学域」とあるのは「学

部」とする。

学域・学類の収容定員

学域 学類
平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

人

間

社

会

学

域

人文学類 １４５ ２９０ ４３５ ５８０ ５８０
法学類 １７０ ３４０ ５１０ ６８０ ６８０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
経済学類 １８５ ３７０ ５５５ ７４０ ７４０
学校教育学類 １００ ２００ ３００ ４００ ４００
地域創造学類 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
国際学類 ７０ １４０ ２１０ ２８０ ２８０

計 ７５０ １,５００ ２,２６０ ３,０２０ ３,０２０

理

工

学

域

数物科学類 ８４ １６８ ２５２ ３３６ ３３６
物質化学類 ８１ １６２ ２４３ ３２４ ３２４
機械工学類 １４０ ２８０ ４２０ ５６０ ５６０
電子情報学類 １０８ ２１６ ３２４ ４３２ ４３２
環境デザイン学類 ７４ １４８ ２２２ ２９６ ２９６
自然システム学類 １０２ ２０４ ３０６ ４０８ ４０８
（学域共通編入学定員４０） ４０ ８０ ８０

計 ５８９ １,１７８ １,８０７ ２,４３６ ２,４３６
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医

薬

保

健

学

域

医学類 ９５ １９０ ２８５ ３８０ ４７５
（編入学定員５） ５ １０ １５
薬学類 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５
創薬科学類 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０

保

健

学

類

看護学専攻 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
放射線技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
検査技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
理学療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
作業療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
小計 ２００ ４００ ６３０ ８６０ ８６０

計 ３７０ ７４０ １,１４５ １,５５０ １,６８５
合 計 １,７０９ ３,４１８ ５,２１２ ７,００６ ７,１４１

存続する学部・学科等の収容定員

学部 学科等 教授会
平成20年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

文

学

部

人間学科 人間社会
系教育研
究会議

１６５ １１０ ５５
史学科 １５０ １００ ５０
文学科 １９５ １３０ ６５

計 ５１０ ３４０ １７０

教
育
学
部

学校教育教員養成課程 ２４０ １６０ ８０
障害児教育教員養成課程 ６０ ４０ ２０
人間環境課程 １８０ １２０ ６０
スポーツ科学課程 １０５ ７０ ３５

計 ５８５ ３９０ １９５

法
学
部

法政学科 ５４０ ３６０ １８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０

計 ５６０ ３８０ １９０

学
部

経
済

経済学科 ６１５ ４１０ ２０５
計 ６１５ ４１０ ２０５

理

学

部

数学科 理工系教
育研究会
議

７２ ４８ ２４
物理学科 ９６ ６４ ３２
化学科 １１１ ７４ ３７
生物学科 ６９ ４６ ２３
地球学科 ７８ ５２ ２６
計算科学科 ８４ ５６ ２８
（学科共通編入学定員 10） ２０ ２０ １０

計 ５３０ ３６０ １８０

医

学

部

医学科 医薬保健
系教育研
究会議

４７５ ３８０ ２８５ １９０ ９５
（編入学定員５） ２０ ２０ １５ １０ ５
（小計） ４９５ ４００ ３００ ２００ １００

保

健

学

科

看護学専攻 ２４０ １６０ ８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０
放射線技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
検査技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
理学療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
作業療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
（小計） ６６０ ４６０ ２３０

計 １，１５５ ８６０ ５３０ ２００ １００

薬
学
部

薬学科 ７０ ７０ ７０ ７０ ３５
創薬科学科 ８０ ８０ ４０
従前の学科 総合薬学科 ７５
計 ２２５ １５０ １１０ ７０ ３５

工

学

部

土木建設工学科 理工系教
育研究会
議

２３１ １５４ ７７
機能機械工学科 ２１６ １４４ ７２
物質化学工学科 ２７０ １８０ ９０
電気電子システム工学科 １４１ ９４ ４７
人間・機械工学科 ２１６ １４４ ７２
情報システム工学科 １８３ １２２ ６１
（学科共通編入学定員 30） ６０ ６０ ３０

計 １，３１７ ８９８ ４４９
合 計 ５，４９７３，７８８２，０２９ ２７０ １３５

附 則

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平

成２１年度から平成２９年度の入学定員については１０５人とし，その収

容定員については，平成２１年度から平成３４年度までは，次の表のと

おりとする。

学域 学類

平成
２１年度

平成
２２年度

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １０５２００１０５３０５１０５４１０１０５５１５１０５６２０１０５６３０１０５６３０

（編入学
定員５） － － ５ － １０ － １５ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８０７５０３８０１１６５３８０１５８０３８０１７２５３８０１８７０３８０１８８０３８０１８８０

大学
合計１７１９３４２８１７１９５２３２１７１９７０３６１７１９７１８１１７１９７３２６１７１９７３３６１７１９７３３６

学域 学類

平成
２８年度

平成
２９年度

平成
３０年度

平成
３１年度

平成
３２年度

平成
３３年度

平成
３４年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １０５６３０１０５６３０１００６２５１００６２０１００６１５１００６１０１００６０５

（編入学
定員５） － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８０１８８０３８０１８８０３７５１８７５３７５１８７０３７５１８６５３７５１８６０３７５１８５５

大学
合計１７１９７３３６１７１９７３３６１７１４７３３１１７１４７３２６１７１４７３２１１７１４７３１６１７１４７３１１

附 則

この学則は，平成２１年１１月２０日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平

成２２年度から平成３６年度の入学定員及び収容定員については，次の

表のとおりとする。

学域 学類

平成
２２年度

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

平成
２８年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １１２３１２１１２４２４１１２５３６１１２６４８１１２６６５１１２６７２１１２６７２

（編入学
定員５） － ５ － １０ － １５ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８７１１７２３８７１５９４３８７１７４６３８７１８９８３８７１９１５３８７１９２２３８７１９２２

大学
合計１７２６５２３９１７２６７０５０１７２６７２０２１７２６７３５４１７２６７３７１１７２６７３７８１７２６７３７８
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学域 学類

平成
２９年度

平成
３０年度

平成
３１年度

平成
３２年度

平成
３３年度

平成
３４年度

平成
３５年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １１２６７２１０７６６７１０７６６２１００６５０１００６３８１００６２６１００６１４

（編入学
定員５） － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８７１９２２３８２１９１７３８２１９１２３７５１９００３７５１８８８３７５１８７６３７５１８６４

大学
合計１７２６７３７８１７２１７３７３１７２１７３６８１７１４７３５６１７１４７３４４１７１４７３３２１７１４７３２０

学域 学類

平成
３６年度
入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １００６０７

（編入学
定員５） － ２０

計 ３７５１８５７

大学
合計１７１４７３１３

附 則

この学則は，平成２２年７月１６日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２２年１０月１日から施行する。

２ 平成２３年４月１日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研

究科副研究科長の任期は，第２２条第９項の規定にかかわらず，平成

２４年３月３１日までとする。

附 則

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表第一の規定にかかわらず，平成２３年度における医薬

保健学域医学類の編入学定員は，第２年次編入学５人，第３年次編

入学５人とし，平成２３年度から平成３６年度の入学定員及び収容定員

については，次の表のとおりとする。

学

域

学

類

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１１２ ４２４ １１２ ５３６ １１２ ６４８ １１２ ６６５ １１２ ６７２
（
編
入
学
）

― １５ ― ２０ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３８７１５９９ ３８７１７５１ ３８７１９０３ ３８７１９２０ ３８７１９２７

大学
合計 １７２６７０５５１７２６７２０７１７２６７３５９１７２６７３７６１７２６７３８３

学

域

学

類

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１１２ ６７２ １１２ ６７２ １０７ ６６７ １０７ ６６２ １００ ６５０
（
編
入
学
）

― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３８７１９２７ ３８７１９２７ ３８２１９２２ ３８２１９１７ ３７５１９０５

大学
合計 １７２６７３８３１７２６７３８３１７２１７３７８１７２１７３７３１７１４７３６１

学

域

学

類

平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１００ ６３８ １００ ６２６ １００ ６１４ １００ ６０７
（
編
入
学
）

― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３７５１８９３ ３７５１８８１ ３７５１８６９ ３７５１８６２

大学
合計 １７１４７３４９１７１４７３３７１７１４７３２５１７１４７３１８

附 則

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 第６条第２項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化

専攻，社会システム専攻及び公共経営政策専攻，自然科学研究科電

子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工

学専攻，地球環境学専攻，社会基盤工学専攻，及び生物科学専攻並

びに医学系研究科医科学専攻，脳医科学専攻，がん医科学専攻，循

環医科学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，

平成２４年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなく

なるまでの間，存続するものとする。

３ 存続する研究科及び専攻に係る第３０条に規定する事項を審議する

教授会については，第２７条の規定にかかわらず，従前のとおりとする。

４ 存続する研究科及び専攻の長については，前項に規定する教授会

が別に定めるものとする。

５ 平成２４年３月３１日に在学する者については，別表第二の規定を除

き，なお，従前の例による。

附 則

この学則は，平成２４年１０月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２５年３月３１日に国際交流会館に入居している者の寄宿料につ

いては，別表第三の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則

この学則は，平成２５年７月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２６年４月１日から施行する。

２ 第６条第２項の規定にかかわらず，自然科学研究科システム創成

科学専攻，物質科学専攻，環境科学専攻及び生命科学専攻は，平成

２６年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間，存続するものとする。

３ 存続する専攻に係る第３０条に規定する事項を審議する教授会につ

いては，第２７条の規定にかかわらず，従前のとおりとする。

４ 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定め

るものとする。

５ 平成２６年３月３１日に在学する者については，別表第二の規定を除

き，なお，従前の例による。

附 則

この学則は，平成２６年９月２５日から施行する。

附 則

この学則は，平成２７年４月１日から施行する。

別表第一 入学定員及び収容定員

学域 学類 入学定員（人） 第２年次
編入学定員（人）

第３年次
編入学定員（人） 収容定員（人）

人間社会学域 人文学類 １４５ ５８０
法学類 １７０ １０ ７００
経済学類 １８５ ７４０
学校教育学類 １００ ４００
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医

薬

保

健

学

域

医学類 ９５ １９０ ２８５ ３８０ ４７５
（編入学定員５） ５ １０ １５
薬学類 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５
創薬科学類 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０

保

健

学

類

看護学専攻 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
放射線技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
検査技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
理学療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
作業療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
小計 ２００ ４００ ６３０ ８６０ ８６０

計 ３７０ ７４０ １,１４５ １,５５０ １,６８５
合 計 １,７０９ ３,４１８ ５,２１２ ７,００６ ７,１４１

存続する学部・学科等の収容定員

学部 学科等 教授会
平成20年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）

文

学

部

人間学科 人間社会
系教育研
究会議

１６５ １１０ ５５
史学科 １５０ １００ ５０
文学科 １９５ １３０ ６５

計 ５１０ ３４０ １７０

教
育
学
部

学校教育教員養成課程 ２４０ １６０ ８０
障害児教育教員養成課程 ６０ ４０ ２０
人間環境課程 １８０ １２０ ６０
スポーツ科学課程 １０５ ７０ ３５

計 ５８５ ３９０ １９５

法
学
部

法政学科 ５４０ ３６０ １８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０

計 ５６０ ３８０ １９０

学
部
経
済

経済学科 ６１５ ４１０ ２０５
計 ６１５ ４１０ ２０５

理

学

部

数学科 理工系教
育研究会
議

７２ ４８ ２４
物理学科 ９６ ６４ ３２
化学科 １１１ ７４ ３７
生物学科 ６９ ４６ ２３
地球学科 ７８ ５２ ２６
計算科学科 ８４ ５６ ２８
（学科共通編入学定員 10） ２０ ２０ １０

計 ５３０ ３６０ １８０

医

学

部

医学科 医薬保健
系教育研
究会議

４７５ ３８０ ２８５ １９０ ９５
（編入学定員５） ２０ ２０ １５ １０ ５
（小計） ４９５ ４００ ３００ ２００ １００

保

健

学

科

看護学専攻 ２４０ １６０ ８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０
放射線技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
検査技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
理学療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
作業療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
（小計） ６６０ ４６０ ２３０

計 １，１５５ ８６０ ５３０ ２００ １００

薬
学
部

薬学科 ７０ ７０ ７０ ７０ ３５
創薬科学科 ８０ ８０ ４０
従前の学科 総合薬学科 ７５
計 ２２５ １５０ １１０ ７０ ３５

工

学

部

土木建設工学科 理工系教
育研究会
議

２３１ １５４ ７７
機能機械工学科 ２１６ １４４ ７２
物質化学工学科 ２７０ １８０ ９０
電気電子システム工学科 １４１ ９４ ４７
人間・機械工学科 ２１６ １４４ ７２
情報システム工学科 １８３ １２２ ６１
（学科共通編入学定員 30） ６０ ６０ ３０

計 １，３１７ ８９８ ４４９
合 計 ５，４９７３，７８８２，０２９ ２７０ １３５

附 則

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平

成２１年度から平成２９年度の入学定員については１０５人とし，その収

容定員については，平成２１年度から平成３４年度までは，次の表のと

おりとする。

学域 学類

平成
２１年度

平成
２２年度

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １０５２００１０５３０５１０５４１０１０５５１５１０５６２０１０５６３０１０５６３０

（編入学
定員５） － － ５ － １０ － １５ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８０７５０３８０１１６５３８０１５８０３８０１７２５３８０１８７０３８０１８８０３８０１８８０

大学
合計１７１９３４２８１７１９５２３２１７１９７０３６１７１９７１８１１７１９７３２６１７１９７３３６１７１９７３３６

学域 学類

平成
２８年度

平成
２９年度

平成
３０年度

平成
３１年度

平成
３２年度

平成
３３年度

平成
３４年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １０５６３０１０５６３０１００６２５１００６２０１００６１５１００６１０１００６０５

（編入学
定員５） － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８０１８８０３８０１８８０３７５１８７５３７５１８７０３７５１８６５３７５１８６０３７５１８５５

大学
合計１７１９７３３６１７１９７３３６１７１４７３３１１７１４７３２６１７１４７３２１１７１４７３１６１７１４７３１１

附 則

この学則は，平成２１年１１月２０日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平

成２２年度から平成３６年度の入学定員及び収容定員については，次の

表のとおりとする。

学域 学類

平成
２２年度

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

平成
２８年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １１２３１２１１２４２４１１２５３６１１２６４８１１２６６５１１２６７２１１２６７２

（編入学
定員５） － ５ － １０ － １５ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８７１１７２３８７１５９４３８７１７４６３８７１８９８３８７１９１５３８７１９２２３８７１９２２

大学
合計１７２６５２３９１７２６７０５０１７２６７２０２１７２６７３５４１７２６７３７１１７２６７３７８１７２６７３７８
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学域 学類

平成
２９年度

平成
３０年度

平成
３１年度

平成
３２年度

平成
３３年度

平成
３４年度

平成
３５年度

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １１２６７２１０７６６７１０７６６２１００６５０１００６３８１００６２６１００６１４

（編入学
定員５） － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０ － ２０

計 ３８７１９２２３８２１９１７３８２１９１２３７５１９００３７５１８８８３７５１８７６３７５１８６４

大学
合計１７２６７３７８１７２１７３７３１７２１７３６８１７１４７３５６１７１４７３４４１７１４７３３２１７１４７３２０

学域 学類

平成
３６年度
入学
定員
（人）

収容
定員
（人）

医
薬
保
健
学
域

医学類 １００６０７

（編入学
定員５） － ２０

計 ３７５１８５７

大学
合計１７１４７３１３

附 則

この学則は，平成２２年７月１６日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２２年１０月１日から施行する。

２ 平成２３年４月１日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研

究科副研究科長の任期は，第２２条第９項の規定にかかわらず，平成

２４年３月３１日までとする。

附 則

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表第一の規定にかかわらず，平成２３年度における医薬

保健学域医学類の編入学定員は，第２年次編入学５人，第３年次編

入学５人とし，平成２３年度から平成３６年度の入学定員及び収容定員

については，次の表のとおりとする。

学

域

学

類

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１１２ ４２４ １１２ ５３６ １１２ ６４８ １１２ ６６５ １１２ ６７２
（
編
入
学
）

― １５ ― ２０ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３８７１５９９ ３８７１７５１ ３８７１９０３ ３８７１９２０ ３８７１９２７

大学
合計 １７２６７０５５１７２６７２０７１７２６７３５９１７２６７３７６１７２６７３８３

学

域

学

類

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１１２ ６７２ １１２ ６７２ １０７ ６６７ １０７ ６６２ １００ ６５０
（
編
入
学
）

― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３８７１９２７ ３８７１９２７ ３８２１９２２ ３８２１９１７ ３７５１９０５

大学
合計 １７２６７３８３１７２６７３８３１７２１７３７８１７２１７３７３１７１４７３６１

学

域

学

類

平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度
入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

入学定
員（人）

収容定
員（人）

医
薬
保
健
学
域

医
学
類

１００ ６３８ １００ ６２６ １００ ６１４ １００ ６０７
（
編
入
学
）

― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５

計 ３７５１８９３ ３７５１８８１ ３７５１８６９ ３７５１８６２

大学
合計 １７１４７３４９１７１４７３３７１７１４７３２５１７１４７３１８

附 則

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 第６条第２項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化

専攻，社会システム専攻及び公共経営政策専攻，自然科学研究科電

子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工

学専攻，地球環境学専攻，社会基盤工学専攻，及び生物科学専攻並

びに医学系研究科医科学専攻，脳医科学専攻，がん医科学専攻，循

環医科学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，

平成２４年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなく

なるまでの間，存続するものとする。

３ 存続する研究科及び専攻に係る第３０条に規定する事項を審議する

教授会については，第２７条の規定にかかわらず，従前のとおりとする。

４ 存続する研究科及び専攻の長については，前項に規定する教授会

が別に定めるものとする。

５ 平成２４年３月３１日に在学する者については，別表第二の規定を除

き，なお，従前の例による。

附 則

この学則は，平成２４年１０月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２５年３月３１日に国際交流会館に入居している者の寄宿料につ

いては，別表第三の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則

この学則は，平成２５年７月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２６年４月１日から施行する。

２ 第６条第２項の規定にかかわらず，自然科学研究科システム創成

科学専攻，物質科学専攻，環境科学専攻及び生命科学専攻は，平成

２６年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間，存続するものとする。

３ 存続する専攻に係る第３０条に規定する事項を審議する教授会につ

いては，第２７条の規定にかかわらず，従前のとおりとする。

４ 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定め

るものとする。

５ 平成２６年３月３１日に在学する者については，別表第二の規定を除

き，なお，従前の例による。

附 則

この学則は，平成２６年９月２５日から施行する。

附 則

この学則は，平成２７年４月１日から施行する。

別表第一 入学定員及び収容定員

学域 学類 入学定員（人） 第２年次
編入学定員（人）

第３年次
編入学定員（人） 収容定員（人）

人間社会学域 人文学類 １４５ ５８０
法学類 １７０ １０ ７００
経済学類 １８５ ７４０
学校教育学類 １００ ４００
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地域創造学類 ８０ ３２０
国際学類 ７０ ２８０

計 ７５０ １０３，０２０
理工学域 数物科学類 ８４ ３３６

物質化学類 ８１ ３２４
機械工学類 １４０ ５６０
電子情報学類 １０８ ４３２
環境デザイン学類 ７４ ２９６
自然システム学類 １０２ ４０８
（学域共通） ４０ ８０

計 ５８９ ４０２，４３６
医薬保健学域 医学類 １００ ５ ６２５

薬学類 ３５ ２１０
創薬科学類 ４０ １６０
保健学類 看護学専攻 ８０ １０ ３４０

放射線技術科学専攻 ４０ ５ １７０
検査技術科学専攻 ４０ ５ １７０
理学療法学専攻 ２０ ５ ９０
作業療法学専攻 ２０ ５ ９０
小計 ２００ ３０ ８６０
計 ３７５ ５ ３０１，８５５

合 計 １，７１４ ５ ８０７，３１１

別表第二 検定料等の額

区 分 検定料（円） 入学料（円） 授業料（円）
学域 17,000

282,000 年額 535,800再入学，転入学，
編入学に係るも
の 30,000

研究生 9,800 84,600 月額 29,700
科目等履修生 9,800 28,200 １単位 14,800
特別聴講学生 ／ ／ １単位 14,800

備考 第７３条第３項に規定する第１段階目の選抜及び第２段階目の選

抜に係る検定料の額は，第１段階目の選抜にあっては 4,000 円，第

２段階目の選抜にあっては 13,000 円とする。

別表第三 宿泊料の額

区 分 寄宿料（円）
北溟寮，泉学寮，白梅寮 月額 ７００

国際交流会館 月額 ２１，４４０
日額 ７１５

国際交流会館（別館） 月額 ５，９００
学生留学生宿舎「先魁」 月額 ２１，４４０

別表第四 公開講座受講料の額

区 分 受講料（円）
一般 １時間 ５００
高校生以下 １時間 ２００
別に定める公開講座の受講料については，
別に定める額とする。

２ 金沢大学学位規程（抄）

（目的）

第１条 この規程は，学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条の

規定に基づき，金沢大学（以下「本学」という。）において授与す

る学位に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）

第２条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び法務博

士（専門職）とする。

（学位授与の要件）

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。

２ 修士の学位は，本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し

た者に授与する。

３ 博士の学位は，本学大学院の博士課程又は博士後期課程を修了し

た者に授与する。

４ 博士課程を経ない者が，学位論文（以下「論文」という。）を提

出して，その審査に合格し，学力試験により前項に該当する者と同

等以上の学力があると認められた場合には，博士の学位を授与する

ことができる。

５ 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院の法科大学院の課程を

修了した者に授与する。

（専攻分野の名称）

第４条 学位を授与するに当たっては，別表に定める専攻分野の名称

を付記するものとする。

（学位記の授与）

第１４条 学長は，学士の学位を授与された者には，学位記を授与する。

（学位の登録・審査要旨の公表）

第１５条 学長は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授

与した日から３月以内に，文部科学大臣に所要の報告をするととも

に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の

結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

（論文の公表）

第１６条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された

日から１年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を「金

沢大学審査学位論文」と明記して，公表するものとする。ただし，当該

博士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを

得ない事由がある場合には，研究科長の承認を得て，当該博士の学

位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合において，研究科長は，その論文の全

文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３ 前２項の規定による公表は，博士の学位を授与された者が本学の

協力を得て，インターネットの利用により行うものとする。

附 則 （略）

附 則

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成１８年３月３１日に文学研究科，法学研究科，経済学研究科及び

社会環境科学研究科に在学する者については，別表の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 平成２０年３月３１日に在学する者（平成２０年４月１日以降に従前の

学部，学科等編入学する者を含む。）については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日に自然科学研

究科及び医学系研究科に在学する者については，なお，従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２４年３月３１日に人間社会

環境研究科，自然科学研究科及び医学系研究科に在学する者につい

ては，なお，従前の例による。

附 則

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２６年３月３１日に在学する

者については，なお，従前の例による。
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別表 学位に付記する専攻分野の名称

学 位 学域，学類及び研究科の名称 専 攻 分 野 の 名 称
学 士 人間社会学域人文学類 文学

人間社会学域法学類 法学
人間社会学域経済学類 経済学
人間社会学域学校教育学類 教育学
人間社会学域地域創造学類 地域創造学
人間社会学域国際学類 国際学
理工学域数物科学類 理学
理工学域物質化学類 理学又は工学
理工学域機械工学類 工学
理工学域電子情報学類 工学
理工学域環境デザイン学類 工学
理工学域自然システム学類 理学又は工学
医薬保健学域医学類 医学
医薬保健学域薬学類 薬学
医薬保健学域創薬科学類 創薬科学
医薬保健学域保健学類 看護学又は保健学

修 士 教育学研究科 教育学

人間社会環境研究科
文学，法学，政治学，経済学，
経営学，地域創造学，国際学
又は学術

自然科学研究科 理学，工学又は学術
医薬保健学総合研究科 医科学，創薬科学又は保健学

博 士
人間社会環境研究科

社会環境学，文学，法学，政
治学，経済学又は学術

自然科学研究科 理学，工学又は学術

医薬保健学総合研究科
医学，薬学，創薬科学，保健
学又は学術

法務博士
（専門職）

法務研究科

３ 金沢大学養護教諭特別別科規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学学則第７条第２項の規定に基づき，金

沢大学（以下「本学」という。）養護教諭特別別科（以下「別科」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 別科は，看護師免許取得及び取得見込者に対し，必要な特別の

技能教育を実施し，養護教諭の資質能力を養成することを目的とする。

（定員）

第３条 別科の入学定員は４０名とする。

（修業年限及び在学期間）

第４条 別科の修業年限は１年とし，在学期間は２年を超えることが

できない。

（入学資格）

第５条 別科に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者で，看護師免許又は看護師国家試験の受験資格を有するも

のとする。

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（５）専修学校の高等課程（修学年限が３年以上であることその他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣

が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試

験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を

含む。）

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により他の大学に入学した者で

あって，その後，本学において，大学における教育を受けるにふ

さわしい学力があると認めたもの

（９）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（授業科目・単位数）

第６条 別科の授業科目及び単位数は，別表第１のとおりとする。

（履修要件）

第７条 学生は，別表第１に定める所定の授業科目の単位を修得しな

ければならない。

（授業科目等の公示）

第８条 各年度に開設する授業科目，授業時間，開設学期，授業担当

教員等は，学年又は学期の授業開始前に公示する。

（履修科目の登録）

第９条 学生は，履修しようとする授業科目を毎学期始めの所定期間

内に登録し，許可を受けなければならない。

（試験及び単位の認定）

第１０条 学生が第９条の規定により承認を受けた授業科目につき，所

定の授業時間数出席し，試験・論文・報告書その他による成績審査

に合格した場合は，単位を認定する。

（成績の表示）

第１１条 授業の成績は，合格を上位から「S」，「A」，「B」，「C」の評語と

し，不合格を「不可」の評語とする。ただし，授業科目又は履修形態

等によっては，合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。

（修了証書）

第１２条 別科を修了した者には，別紙様式の修了証書を授与する。

（検定料等）

第１３条 検定料，入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の

額は，別表第２のとおりとする。

（管理運営）

第１４条 別科に係る金沢大学学類会議規程第３条各号に掲げる事項に

ついては，学校教育学類会議が審議する。

（免許状の種類）

第１５条 別科において取得できる免許状の種類は，養護教諭一種免許

状とする。

（準用）

第１６条 金沢大学学則第３６条及び第３７条，第４３条から第４５条まで，第

46 条第１項第１号及び第２項，第６２条及び第６３条，第６６条から第 70

条まで，第７２条から第８２条まで並びに第８６条の規定は，別科の学生

に準用する。

２ 前項の場合において，第４５条中「別表第二」とあるのは本規程の

「別表第２」と，第４６条第２項，第６２条，第６３条，第６７条，第６８条

及び第７０条中，「学域長」とあるのは「別科を所掌する学類長」と，

第６２条第４項中「通算４年」とあるのは「通算２年」と，それぞれ

読み替えるものとする。

（雑則）

第１７条 この規程に定めるもののほか，別科に関し必要な事項は，学

校教育学類長が別に定める。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 金沢大学専攻科及び別科規程は廃止する。

附 則

この規程は，平成２３年５月２７日から施行する。

附 則
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地域創造学類 ８０ ３２０
国際学類 ７０ ２８０

計 ７５０ １０３，０２０
理工学域 数物科学類 ８４ ３３６

物質化学類 ８１ ３２４
機械工学類 １４０ ５６０
電子情報学類 １０８ ４３２
環境デザイン学類 ７４ ２９６
自然システム学類 １０２ ４０８
（学域共通） ４０ ８０

計 ５８９ ４０２，４３６
医薬保健学域 医学類 １００ ５ ６２５

薬学類 ３５ ２１０
創薬科学類 ４０ １６０
保健学類 看護学専攻 ８０ １０ ３４０

放射線技術科学専攻 ４０ ５ １７０
検査技術科学専攻 ４０ ５ １７０
理学療法学専攻 ２０ ５ ９０
作業療法学専攻 ２０ ５ ９０
小計 ２００ ３０ ８６０
計 ３７５ ５ ３０１，８５５

合 計 １，７１４ ５ ８０７，３１１

別表第二 検定料等の額

区 分 検定料（円） 入学料（円） 授業料（円）
学域 17,000

282,000 年額 535,800再入学，転入学，
編入学に係るも
の 30,000

研究生 9,800 84,600 月額 29,700
科目等履修生 9,800 28,200 １単位 14,800
特別聴講学生 ／ ／ １単位 14,800

備考 第７３条第３項に規定する第１段階目の選抜及び第２段階目の選

抜に係る検定料の額は，第１段階目の選抜にあっては 4,000 円，第

２段階目の選抜にあっては 13,000 円とする。

別表第三 宿泊料の額

区 分 寄宿料（円）
北溟寮，泉学寮，白梅寮 月額 ７００

国際交流会館 月額 ２１，４４０
日額 ７１５

国際交流会館（別館） 月額 ５，９００
学生留学生宿舎「先魁」 月額 ２１，４４０

別表第四 公開講座受講料の額

区 分 受講料（円）
一般 １時間 ５００
高校生以下 １時間 ２００
別に定める公開講座の受講料については，
別に定める額とする。

２ 金沢大学学位規程（抄）

（目的）

第１条 この規程は，学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条の

規定に基づき，金沢大学（以下「本学」という。）において授与す

る学位に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）

第２条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び法務博

士（専門職）とする。

（学位授与の要件）

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。

２ 修士の学位は，本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し

た者に授与する。

３ 博士の学位は，本学大学院の博士課程又は博士後期課程を修了し

た者に授与する。

４ 博士課程を経ない者が，学位論文（以下「論文」という。）を提

出して，その審査に合格し，学力試験により前項に該当する者と同

等以上の学力があると認められた場合には，博士の学位を授与する

ことができる。

５ 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院の法科大学院の課程を

修了した者に授与する。

（専攻分野の名称）

第４条 学位を授与するに当たっては，別表に定める専攻分野の名称

を付記するものとする。

（学位記の授与）

第１４条 学長は，学士の学位を授与された者には，学位記を授与する。

（学位の登録・審査要旨の公表）

第１５条 学長は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授

与した日から３月以内に，文部科学大臣に所要の報告をするととも

に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の

結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

（論文の公表）

第１６条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された

日から１年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を「金

沢大学審査学位論文」と明記して，公表するものとする。ただし，当該

博士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを

得ない事由がある場合には，研究科長の承認を得て，当該博士の学

位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合において，研究科長は，その論文の全

文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３ 前２項の規定による公表は，博士の学位を授与された者が本学の

協力を得て，インターネットの利用により行うものとする。

附 則 （略）

附 則

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成１８年３月３１日に文学研究科，法学研究科，経済学研究科及び

社会環境科学研究科に在学する者については，別表の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 平成２０年３月３１日に在学する者（平成２０年４月１日以降に従前の

学部，学科等編入学する者を含む。）については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日に自然科学研

究科及び医学系研究科に在学する者については，なお，従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２４年３月３１日に人間社会

環境研究科，自然科学研究科及び医学系研究科に在学する者につい

ては，なお，従前の例による。

附 則

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，平成２６年３月３１日に在学する

者については，なお，従前の例による。
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別表 学位に付記する専攻分野の名称

学 位 学域，学類及び研究科の名称 専 攻 分 野 の 名 称
学 士 人間社会学域人文学類 文学

人間社会学域法学類 法学
人間社会学域経済学類 経済学
人間社会学域学校教育学類 教育学
人間社会学域地域創造学類 地域創造学
人間社会学域国際学類 国際学
理工学域数物科学類 理学
理工学域物質化学類 理学又は工学
理工学域機械工学類 工学
理工学域電子情報学類 工学
理工学域環境デザイン学類 工学
理工学域自然システム学類 理学又は工学
医薬保健学域医学類 医学
医薬保健学域薬学類 薬学
医薬保健学域創薬科学類 創薬科学
医薬保健学域保健学類 看護学又は保健学

修 士 教育学研究科 教育学

人間社会環境研究科
文学，法学，政治学，経済学，
経営学，地域創造学，国際学
又は学術

自然科学研究科 理学，工学又は学術
医薬保健学総合研究科 医科学，創薬科学又は保健学

博 士
人間社会環境研究科

社会環境学，文学，法学，政
治学，経済学又は学術

自然科学研究科 理学，工学又は学術

医薬保健学総合研究科
医学，薬学，創薬科学，保健
学又は学術

法務博士
（専門職）

法務研究科

３ 金沢大学養護教諭特別別科規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学学則第７条第２項の規定に基づき，金

沢大学（以下「本学」という。）養護教諭特別別科（以下「別科」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 別科は，看護師免許取得及び取得見込者に対し，必要な特別の

技能教育を実施し，養護教諭の資質能力を養成することを目的とする。

（定員）

第３条 別科の入学定員は４０名とする。

（修業年限及び在学期間）

第４条 別科の修業年限は１年とし，在学期間は２年を超えることが

できない。

（入学資格）

第５条 別科に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者で，看護師免許又は看護師国家試験の受験資格を有するも

のとする。

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（５）専修学校の高等課程（修学年限が３年以上であることその他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣

が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試

験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を

含む。）

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により他の大学に入学した者で

あって，その後，本学において，大学における教育を受けるにふ

さわしい学力があると認めたもの

（９）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（授業科目・単位数）

第６条 別科の授業科目及び単位数は，別表第１のとおりとする。

（履修要件）

第７条 学生は，別表第１に定める所定の授業科目の単位を修得しな

ければならない。

（授業科目等の公示）

第８条 各年度に開設する授業科目，授業時間，開設学期，授業担当

教員等は，学年又は学期の授業開始前に公示する。

（履修科目の登録）

第９条 学生は，履修しようとする授業科目を毎学期始めの所定期間

内に登録し，許可を受けなければならない。

（試験及び単位の認定）

第１０条 学生が第９条の規定により承認を受けた授業科目につき，所

定の授業時間数出席し，試験・論文・報告書その他による成績審査

に合格した場合は，単位を認定する。

（成績の表示）

第１１条 授業の成績は，合格を上位から「S」，「A」，「B」，「C」の評語と

し，不合格を「不可」の評語とする。ただし，授業科目又は履修形態

等によっては，合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。

（修了証書）

第１２条 別科を修了した者には，別紙様式の修了証書を授与する。

（検定料等）

第１３条 検定料，入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の

額は，別表第２のとおりとする。

（管理運営）

第１４条 別科に係る金沢大学学類会議規程第３条各号に掲げる事項に

ついては，学校教育学類会議が審議する。

（免許状の種類）

第１５条 別科において取得できる免許状の種類は，養護教諭一種免許

状とする。

（準用）

第１６条 金沢大学学則第３６条及び第３７条，第４３条から第４５条まで，第

46 条第１項第１号及び第２項，第６２条及び第６３条，第６６条から第 70

条まで，第７２条から第８２条まで並びに第８６条の規定は，別科の学生

に準用する。

２ 前項の場合において，第４５条中「別表第二」とあるのは本規程の

「別表第２」と，第４６条第２項，第６２条，第６３条，第６７条，第６８条

及び第７０条中，「学域長」とあるのは「別科を所掌する学類長」と，

第６２条第４項中「通算４年」とあるのは「通算２年」と，それぞれ

読み替えるものとする。

（雑則）

第１７条 この規程に定めるもののほか，別科に関し必要な事項は，学

校教育学類長が別に定める。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 金沢大学専攻科及び別科規程は廃止する。

附 則

この規程は，平成２３年５月２７日から施行する。

附 則
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１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 平成２４年３月３１日に在学する者については，なお従前の例による。

別表第１ 省略

別表第２ 検定料等の額

検定料（円） 入学料（円） 授業料（円）
８，３００ ５８，４００ 年額 ２７３，９００

別紙様式 省略

４ 金沢大学履修規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学学則第 49 条第３項の規定に基づき，

授業科目の履修について必要な事項を定めるものとする。

（授業科目と履修方法）

第２条 授業科目は，共通教育科目（幅広く深い教養及び総合的な判

断力を培い，豊かな人間性を涵養することを目的とする授業科目を

いう。）及び専門科目（学域に係る専門の学芸を教授することを目

的とする授業科目をいう。）に区分する。

２ 履修方法については，共通教育機構及び各学域において別に定める。

第３条 共通教育科目は，「全学共通科目」，「総合科目・テーマ別科

目」，「一般科目」及び「言語科目」に区分する。

２ 専門科目は，「専門基礎科目」及び「専門科目」に区分する。

（副専攻）

（共通教育特設プログラム）

第４条 特定の分野の学習を目的として，共通教育科目で編成する教

育プログラム（以下「共通教育特設プログラム」という。）を開設

し，その学習成果を認定することができるものとする。

２ 共通教育特設プログラムにおいて，所定の単位を修得した者には，

共通教育委員会の議を経て，共通教育機構長が修了を認定する。

３ 前２項の教育課程等については，共通教育機構において別に定める。

（環境・ESD応用プログラム）

第４条の２ 環境問題を発見し，解決することのできる人材を育成す

ることを目的として，共通教育特設プログラム「環境・ESDリテ

ラシー」を基礎として，各学類が提供する環境・ESD関連の専門

科目から編成する教育プログラム（以下「環境・ESD応用プログ

ラム」という。）を開設し，その学習成果を認定できるものとする。

２ 環境・ESD応用プログラムにおいて，所定の単位を修得した者

には，当該学生が所属する学域の教育研究会議の議を経て，学域長

が修了を認定する。

３ 前２項に関し必要な事項は，別に定める。

（副専攻）

第５条 学生が所属する学域，学類並びにコース及び専攻に係る分野

以外の分野又は課題に関する教育課程（以下「副専攻」という。）

を開設し，その学習成果を認定することができるものとする。

２ 副専攻において，所定の単位を修得した者には，当該学生が所属

する学域の教育研究会議の議を経て，学域長が修了を認定する。

３ 前２項の教育課程等については，各学域において別に定める。

（教育職員免許状の取得に関する授業科目）

第６条 教育職員免許状を取得しようとする者は，別に定める「教職

に関する科目」，「教科に関する科目」，「教科又は教職に関する科目」

及び「特別支援教育に関する科目」の単位を修得しなければならない。

（受講者の抽選・選抜）

第７条 一部の授業科目については，選抜試験又は抽選等で受講者を

選定することがある。

２ 前項の授業科目及び受講者の適正人数は，共通教育機構及び各学

域において指示するものとする。

（履修手続）

第８条 学生は，履修を希望する授業科目について，学期始めの履修

登録期間に履修登録手続により学域長に願い出，許可を受けなけれ

ばならない。

２ 学生は，履修登録期間後に履修を希望する授業科目の確認を行い，

変更する場合は確認・変更期間内に手続を行わなければならない。

３ 履修登録手続をしていない授業科目については，履修することが

できない。履修登録手続に不備又は誤りがあった場合も同様とする。

４ やむを得ない理由により，所定の期間内に履修登録手続を行うこ

とができない場合は，その理由を付して学域長に届け出なければな

らない。

（履修登録の制限）

第９条 各学期に履修登録できる単位数の上限は，共通教育科目及び

専門科目の区分により共通教育機構及び各学域で別に定める。

（履修許可の取消し）

第１０条 履修を許可された後においても，本規程に違反して履修登録

したことが判明した場合には履修の許可を取り消すことがある。

（単位認定対象資格）

第１１条 次に掲げる各号のいずれかに該当する学生は，単位認定を受

ける資格がないものとする。

（１）当該授業科目の履修登録をしていない者

（２）授業出席回数が共通教育機構及び各学域で定める出席すべき授

業回数に満たない者

（３）休学及び停学中の者

（不正行為）

第１２条 試験等における不正行為については，金沢大学学生懲戒規程

の定めるところによる。

（単位確定時期）

第１３条 単位確定の時期は，次の各号に掲げる時期とする。

（１）前期開講授業科目は，９月末日とし，後期開講授業科目は，３

月末日とする。

（２）前号の規定にかかわらず，卒業者については学位授与の日をも

って単位確定の時期とする。

（成績の評価）

第１４条 授業科目の成績は，次の各号に掲げる基準によるものとする。

評語 英訳（証明書）評語 判定 学修達成度

（１） S AA 合格 90％以上

（２） A A 合格 80％以上 90％未満

（３） B B 合格 70％以上 80％未満

（４） C C 合格 60％以上 70％未満

（５） 合 P : Pass 合格 60％以上

（６） 認定 CF : Certify 合格 60％以上

（７） 不可 不合格 60％未満

（８） 否 不合格 60％未満

（９） 放棄 不合格

２ 「合」及び「否」の評語は，一定水準の成績達成を目的とした授

業科目において使用するものとする。

３ 「認定」の評語は，本学の開講科目以外の授業科目及び外部試験

等の結果により，評価する授業科目において使用するものとする。

ただし，単位互換協定書等により定めがある場合は，この限りでない。

４ 単位認定を保留とする場合の基準及び保留後の成績評価方法につ

いては，共通教育機構及び各学域において別に定める。

５ 成績通知表には，第１項の評語を用いる。

６ 成績証明書には，判定が合格となった授業科目のみ記載し，第１

項の評語を用いる。ただし，認定は「認」と表示する。

（総合成績評価）
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第１５条 前条の成績の評価に対して次の各号に掲げるグレード・ポイ

ント（以下「GP」という。）を設定し，不合格の授業科目を含めて，

履修科目のグレード・ポイントの平均（グレード・ポイント・アベ

レージ（以下「GPA」という。）を算出し，総合成績評価を行う。

評語 GP

（１） S ４点

（２） A ３点

（３） B ２点

（４） C １点

（５） 合 対象外

（６） 認定 対象外

（７） 不可 ０点

（８） 否 対象外

（９） 放棄 ０点

２ 単位認定が保留となった授業科目のGPは，０点とする。

３ GPAを算出する基準は，次のとおりとする。

GPA＝
（授業科目で得たGP×その授業科目の単位数）の総和

（履修登録した授業科目の単位数の総和）

４ 成績証明書には，GPAは明記しない。

５ GPAにおける保留授業科目は，履修登録した授業科目の単位数

の総和に含める。

６ 再履修の取扱いについては，共通教育機構及び各学域において別

に定める。

７ GPA対象外授業科目は，次のとおりとする。

（１）共通教育科目

「全学共通科目」，「英語Ⅰ（基礎演習）」，「いしかわシティカレ

ッジの他大学提供科目」，「北陸地区国立大学における双方向遠隔

授業の他大学提供科目」，「放送大学の授業科目」，「入学前の既修

得単位を認定した授業科目」，「外部試験によって単位認定した授

業科目」及び「海外異文化体験学習」

（２）前号以外の共通教育科目については，各学域において別に定める。

（３）専門科目については，各学域において別に定める。

（成績評価の疑義申し立て）

第１６条 成績の評価に対する疑義申し立てについては，「成績評価へ

の疑義申し出に対する対応についての申し合わせ」による。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行し，平成２０年度入学者から

適用する。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

５ 金沢大学共通教育科目に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学における共通教育科目に関し必要な事

項を定める。

（共通教育科目の区分）

第２条 共通教育科目として開講する授業科目（以下「授業科目」と

いう。）の区分は，次のとおりとする。

全学共通科目

導入科目，情報処理基礎

総合科目・テーマ別科目

総合科目，テーマ別科目

一般科目

人間，社会，自然，基礎科目

言語科目

英語�・�・�，初習言語 A・B・C
（授業科目，単位数及び履修要件）

第３条 授業科目及び単位数は，学年の始めに公示する。

２ 共通教育科目の履修要件は，学域において別に定める。

（開放科目）

第４条 授業科目のうち，開放科目として別に指定する科目は，専門

科目として履修することができる。

２ 開放科目は，共通教育科目又は専門科目のいずれか一方としての

み履修することができる。

（履修登録の制限）

第５条 各学期において履修登録できる共通教育科目の上限単位数は，

24 単位を超えないものとする。

２ 前項の規定に関わらず，次の各号に掲げる授業科目は，共通教育

科目の履修登録の上限に算入しない。

（１）全学共通科目に区分する授業科目

（２）集中講義として開講する授業科目

（３）いしかわシティカレッジにおいて開講する授業科目

（４）放送大学において開講する授業科目

（５）テーマ別科目「海外異文化体験学習」

３ 前２項の規定に関わらず，学域において成績優秀者と認め，かつ，

履修登録単位数の上限を緩和する場合は，共通教育科目にも適用する。

（単位認定対象資格）

第６条 金沢大学履修規程（以下「履修規程」という。）第 11 条第２

号により，共通教育機構において定めることとされている出席すべ

き授業回数は，全授業回数の３分の２とする。ただし，実験，実習

及び実技については，５分の４とする。

（成績の評価）

第７条 授業科目の成績の評価基準等は，履修規程第１４条の定めると

ころによる。

２ 成績評価のうち，「合」及び「認定」と評価する授業科目は，別

に定める。

３ 単位認定を保留とすることができる授業科目は，次のとおりとする。

全学共通科目

基礎科目

英語�（基礎演習）
初習言語 A１・A２（ギリシア語・ラテン語は A１・A３）

４ 単位認定を保留とする基準及び保留後の成績評価については，別

に定める。

（総合成績評価）

第８条 授業科目の総合成績評価は，履修規程第１５条の定めるところ

による。

２ GPAにおける保留及び再履修となる授業科目の取扱いについて

は，別に定める。

（成績評価の疑義申立て）

第９条 学生は，成績評価が成績評価基準に照らして不相当と考える

ときは，履修規程第１６条の定めるところにより，疑義を申立てるこ

とが出来る。

２ 疑義申立てに係る取扱いについては，別に定める。

（共通教育特設プログラムの開設）

第１０条 履修規程第４条における共通教育特設プログラムで開設する

プログラムは，別に定める。

２ 共通教育特設プログラムの授業科目及び履修方法等については，

別に定める。

（雑則）

第１１条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。
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１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 平成２４年３月３１日に在学する者については，なお従前の例による。

別表第１ 省略

別表第２ 検定料等の額

検定料（円） 入学料（円） 授業料（円）
８，３００ ５８，４００ 年額 ２７３，９００

別紙様式 省略

４ 金沢大学履修規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学学則第 49 条第３項の規定に基づき，

授業科目の履修について必要な事項を定めるものとする。

（授業科目と履修方法）

第２条 授業科目は，共通教育科目（幅広く深い教養及び総合的な判

断力を培い，豊かな人間性を涵養することを目的とする授業科目を

いう。）及び専門科目（学域に係る専門の学芸を教授することを目

的とする授業科目をいう。）に区分する。

２ 履修方法については，共通教育機構及び各学域において別に定める。

第３条 共通教育科目は，「全学共通科目」，「総合科目・テーマ別科

目」，「一般科目」及び「言語科目」に区分する。

２ 専門科目は，「専門基礎科目」及び「専門科目」に区分する。

（副専攻）

（共通教育特設プログラム）

第４条 特定の分野の学習を目的として，共通教育科目で編成する教

育プログラム（以下「共通教育特設プログラム」という。）を開設

し，その学習成果を認定することができるものとする。

２ 共通教育特設プログラムにおいて，所定の単位を修得した者には，

共通教育委員会の議を経て，共通教育機構長が修了を認定する。

３ 前２項の教育課程等については，共通教育機構において別に定める。

（環境・ESD応用プログラム）

第４条の２ 環境問題を発見し，解決することのできる人材を育成す

ることを目的として，共通教育特設プログラム「環境・ESDリテ

ラシー」を基礎として，各学類が提供する環境・ESD関連の専門

科目から編成する教育プログラム（以下「環境・ESD応用プログ

ラム」という。）を開設し，その学習成果を認定できるものとする。

２ 環境・ESD応用プログラムにおいて，所定の単位を修得した者

には，当該学生が所属する学域の教育研究会議の議を経て，学域長

が修了を認定する。

３ 前２項に関し必要な事項は，別に定める。

（副専攻）

第５条 学生が所属する学域，学類並びにコース及び専攻に係る分野

以外の分野又は課題に関する教育課程（以下「副専攻」という。）

を開設し，その学習成果を認定することができるものとする。

２ 副専攻において，所定の単位を修得した者には，当該学生が所属

する学域の教育研究会議の議を経て，学域長が修了を認定する。

３ 前２項の教育課程等については，各学域において別に定める。

（教育職員免許状の取得に関する授業科目）

第６条 教育職員免許状を取得しようとする者は，別に定める「教職

に関する科目」，「教科に関する科目」，「教科又は教職に関する科目」

及び「特別支援教育に関する科目」の単位を修得しなければならない。

（受講者の抽選・選抜）

第７条 一部の授業科目については，選抜試験又は抽選等で受講者を

選定することがある。

２ 前項の授業科目及び受講者の適正人数は，共通教育機構及び各学

域において指示するものとする。

（履修手続）

第８条 学生は，履修を希望する授業科目について，学期始めの履修

登録期間に履修登録手続により学域長に願い出，許可を受けなけれ

ばならない。

２ 学生は，履修登録期間後に履修を希望する授業科目の確認を行い，

変更する場合は確認・変更期間内に手続を行わなければならない。

３ 履修登録手続をしていない授業科目については，履修することが

できない。履修登録手続に不備又は誤りがあった場合も同様とする。

４ やむを得ない理由により，所定の期間内に履修登録手続を行うこ

とができない場合は，その理由を付して学域長に届け出なければな

らない。

（履修登録の制限）

第９条 各学期に履修登録できる単位数の上限は，共通教育科目及び

専門科目の区分により共通教育機構及び各学域で別に定める。

（履修許可の取消し）

第１０条 履修を許可された後においても，本規程に違反して履修登録

したことが判明した場合には履修の許可を取り消すことがある。

（単位認定対象資格）

第１１条 次に掲げる各号のいずれかに該当する学生は，単位認定を受

ける資格がないものとする。

（１）当該授業科目の履修登録をしていない者

（２）授業出席回数が共通教育機構及び各学域で定める出席すべき授

業回数に満たない者

（３）休学及び停学中の者

（不正行為）

第１２条 試験等における不正行為については，金沢大学学生懲戒規程

の定めるところによる。

（単位確定時期）

第１３条 単位確定の時期は，次の各号に掲げる時期とする。

（１）前期開講授業科目は，９月末日とし，後期開講授業科目は，３

月末日とする。

（２）前号の規定にかかわらず，卒業者については学位授与の日をも

って単位確定の時期とする。

（成績の評価）

第１４条 授業科目の成績は，次の各号に掲げる基準によるものとする。

評語 英訳（証明書）評語 判定 学修達成度

（１） S AA 合格 90％以上

（２） A A 合格 80％以上 90％未満

（３） B B 合格 70％以上 80％未満

（４） C C 合格 60％以上 70％未満

（５） 合 P : Pass 合格 60％以上

（６） 認定 CF : Certify 合格 60％以上

（７） 不可 不合格 60％未満

（８） 否 不合格 60％未満

（９） 放棄 不合格

２ 「合」及び「否」の評語は，一定水準の成績達成を目的とした授

業科目において使用するものとする。

３ 「認定」の評語は，本学の開講科目以外の授業科目及び外部試験

等の結果により，評価する授業科目において使用するものとする。

ただし，単位互換協定書等により定めがある場合は，この限りでない。

４ 単位認定を保留とする場合の基準及び保留後の成績評価方法につ

いては，共通教育機構及び各学域において別に定める。

５ 成績通知表には，第１項の評語を用いる。

６ 成績証明書には，判定が合格となった授業科目のみ記載し，第１

項の評語を用いる。ただし，認定は「認」と表示する。

（総合成績評価）
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第１５条 前条の成績の評価に対して次の各号に掲げるグレード・ポイ

ント（以下「GP」という。）を設定し，不合格の授業科目を含めて，

履修科目のグレード・ポイントの平均（グレード・ポイント・アベ

レージ（以下「GPA」という。）を算出し，総合成績評価を行う。

評語 GP

（１） S ４点

（２） A ３点

（３） B ２点

（４） C １点

（５） 合 対象外

（６） 認定 対象外

（７） 不可 ０点

（８） 否 対象外

（９） 放棄 ０点

２ 単位認定が保留となった授業科目のGPは，０点とする。

３ GPAを算出する基準は，次のとおりとする。

GPA＝
（授業科目で得たGP×その授業科目の単位数）の総和

（履修登録した授業科目の単位数の総和）

４ 成績証明書には，GPAは明記しない。

５ GPAにおける保留授業科目は，履修登録した授業科目の単位数

の総和に含める。

６ 再履修の取扱いについては，共通教育機構及び各学域において別

に定める。

７ GPA対象外授業科目は，次のとおりとする。

（１）共通教育科目

「全学共通科目」，「英語Ⅰ（基礎演習）」，「いしかわシティカレ

ッジの他大学提供科目」，「北陸地区国立大学における双方向遠隔

授業の他大学提供科目」，「放送大学の授業科目」，「入学前の既修

得単位を認定した授業科目」，「外部試験によって単位認定した授

業科目」及び「海外異文化体験学習」

（２）前号以外の共通教育科目については，各学域において別に定める。

（３）専門科目については，各学域において別に定める。

（成績評価の疑義申し立て）

第１６条 成績の評価に対する疑義申し立てについては，「成績評価へ

の疑義申し出に対する対応についての申し合わせ」による。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行し，平成２０年度入学者から

適用する。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

５ 金沢大学共通教育科目に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は，金沢大学における共通教育科目に関し必要な事

項を定める。

（共通教育科目の区分）

第２条 共通教育科目として開講する授業科目（以下「授業科目」と

いう。）の区分は，次のとおりとする。

全学共通科目

導入科目，情報処理基礎

総合科目・テーマ別科目

総合科目，テーマ別科目

一般科目

人間，社会，自然，基礎科目

言語科目

英語�・�・�，初習言語 A・B・C
（授業科目，単位数及び履修要件）

第３条 授業科目及び単位数は，学年の始めに公示する。

２ 共通教育科目の履修要件は，学域において別に定める。

（開放科目）

第４条 授業科目のうち，開放科目として別に指定する科目は，専門

科目として履修することができる。

２ 開放科目は，共通教育科目又は専門科目のいずれか一方としての

み履修することができる。

（履修登録の制限）

第５条 各学期において履修登録できる共通教育科目の上限単位数は，

24 単位を超えないものとする。

２ 前項の規定に関わらず，次の各号に掲げる授業科目は，共通教育

科目の履修登録の上限に算入しない。

（１）全学共通科目に区分する授業科目

（２）集中講義として開講する授業科目

（３）いしかわシティカレッジにおいて開講する授業科目

（４）放送大学において開講する授業科目

（５）テーマ別科目「海外異文化体験学習」

３ 前２項の規定に関わらず，学域において成績優秀者と認め，かつ，

履修登録単位数の上限を緩和する場合は，共通教育科目にも適用する。

（単位認定対象資格）

第６条 金沢大学履修規程（以下「履修規程」という。）第 11 条第２

号により，共通教育機構において定めることとされている出席すべ

き授業回数は，全授業回数の３分の２とする。ただし，実験，実習

及び実技については，５分の４とする。

（成績の評価）

第７条 授業科目の成績の評価基準等は，履修規程第１４条の定めると

ころによる。

２ 成績評価のうち，「合」及び「認定」と評価する授業科目は，別

に定める。

３ 単位認定を保留とすることができる授業科目は，次のとおりとする。

全学共通科目

基礎科目

英語�（基礎演習）
初習言語 A１・A２（ギリシア語・ラテン語は A１・A３）

４ 単位認定を保留とする基準及び保留後の成績評価については，別

に定める。

（総合成績評価）

第８条 授業科目の総合成績評価は，履修規程第１５条の定めるところ

による。

２ GPAにおける保留及び再履修となる授業科目の取扱いについて

は，別に定める。

（成績評価の疑義申立て）

第９条 学生は，成績評価が成績評価基準に照らして不相当と考える

ときは，履修規程第１６条の定めるところにより，疑義を申立てるこ

とが出来る。

２ 疑義申立てに係る取扱いについては，別に定める。

（共通教育特設プログラムの開設）

第１０条 履修規程第４条における共通教育特設プログラムで開設する

プログラムは，別に定める。

２ 共通教育特設プログラムの授業科目及び履修方法等については，

別に定める。

（雑則）

第１１条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。
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６ 　金沢大学学生懲戒規程

 平成18年 4 月 1 日
 規程第558号
　（趣旨）
第 1 条　この規程は，金沢大学学則第７0条又は金沢大学大学院学則第

41条の規定に基づき，学生の懲戒に関する手続その他必要な事項を
定める。

　（基本的な考え方）
第 2 条　学生に対する懲戒は，学校教育法第11条及び学校教育法施行

規則第26条の規定に基づき，学生に対する制裁としての一定の不利
益を与える処分である。

2 　懲戒は，懲戒対象行為がなされたことを要件として，その態様，
結果，影響等を総合的に検討し，教育的配慮を加えた上で行われな
ければならない。

　（懲戒の対象となる行為）
第 3 条　懲戒の対象となる行為は，次のとおりとする。
（1）刑事事件となる行為
（2）本学が定める規則及び規程等に違反する行為
（3）試験等における不正行為
（4）その他大学の名誉及び信用を著しく失墜させる行為

　（懲戒の種類及び内容）
第 4 条　懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。
（1）退学　学生としての身分をはく奪すること。
（2）停学　 自分が行った行為について考え，更生のための時間を与

えるため，期間を定めずに（以下「無期停学」という。）
又は期間を定めて（以下「有期停学」という。），登学を
禁ずること。

（3）訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
2 　無期停学の期間は 6 か月以上とし，有期停学の期間は 1 か月以上

6 か月未満とする。
　（懲戒の量定）
第 5 条　懲戒処分の量定は，別表に定める懲戒処分の標準例（以下「標

準例」という。）に準拠する。
2 　懲戒処分の量定に当たっては，個々の事案の事情に即し，標準例

に定める処分を加重軽減することができる。
3 　前 2 項の規定にかかわらず，標準例に掲げられていない懲戒対象

行為については，標準例に照らして判断し，相当の懲戒処分を行う
ことができる。

　（調査委員会による処分方針案の策定）
第 6 条　懲戒対象行為を行った学生が所属する学域長，研究科長及び

国際機構留学生センター長（以下「部局長等」という。）は，懲戒対象行
為を確認したときは，調査委員会を設置し，懲戒対象行為に係る事実
の認定及び懲戒処分の量定に係る審議をさせなければならない。

2 　調査委員会の委員長及び委員は，部局長等が指名する。
3 　調査委員会は，懲戒対象行為に係る事実の認定に当たっては，事実

関係の調査及び当該学生に対する事情聴取を行わなければならない。
4 　調査委員会は，当該学生に対する事情聴取に際し，口頭による意

見陳述の機会を与えなければならない。ただし，学生が心身の故障，
身柄の拘束その他の事由により，口頭による意見陳述ができないと
きは，これに代えて文書による意見提出の機会を与えるものとする。

5 　調査委員会は，認定した事実とともに，次の各号に掲げる事項を
総合的に判断して，懲戒処分の量定に係る審議を行い，処分に関す
る方針案（以下「処分方針案」という。）を策定し，部局長等に提
出しなければならない。

（1）当該学生の状態等並びに行為の悪質性及び重大性
（2）懲戒対象行為の動機，態様及び結果
（3）過去の懲戒対象行為の有無

（4）日常における生活態度及び懲戒対象行為後の態様
　（悪質性及び重大性の判断基準）
第 ７ 条　前条第 5 項第 1 号の悪質性及び重大性の判断基準は，次のと

おりとする。
（1）悪質性については，当該学生の主観的態様，当該懲戒対象行為

の性質，当該懲戒対象行為に至る動機等により判断する。
（2）重大性については，当該懲戒対象行為により被害を受けた者の

精神的被害を含めた被害の程度，当該懲戒対象行為が社会に及ぼ
した影響等により判断する。

　（懲戒処分の均衡及び調整）
第 8 条　部局長等は，調査委員会の策定した処分方針案について，教

育担当理事に意見を求めなければならない。
2 　教育担当理事は，前項の処分方針案について，全学的な均衡及び

調整を図る見地から検討し，その検討結果を部局長等に通知する。
3 　教育担当理事は，前項の通知の後，更に別途検討すべき事案が含

まれていると認めたときは，部局長等にその旨を通知する。
4 　前 2 項において，教育担当理事が再度審議の必要がある旨の通知

をしたときは，部局長等は，調査委員会に再度審議をさせなければ
ならない。

　（懲戒処分の申請）
第 9 条　部局長等は，前条の手続きを経た処分方針案につき，教育研

究会議又は国際機構留学生センター教員会議（以下「教育研究会議
等」という。）の議を経て，懲戒処分申請書を作成し，速やかに学
長へ懲戒処分の申請をしなければならない。

　（懲戒処分の決定）
第10条　学長は，部局長等からの懲戒処分の申請に基づき，教育研究

評議会の議を経て，懲戒処分を決定する。
2 　学長は，前項の懲戒処分を決定したときは，懲戒処分（退学・停

学・訓告）告知書（以下「告知書」という。）を添付して，速やか
に部局長等に通知する。

3 　懲戒処分は，教育研究評議会が部局長等からの懲戒処分の申請を
承認した日に，発効する。

4 　部局長等は，本人に告知書を交付することにより，速やかに懲戒
処分の告知をしなければならない。

5 　学長は，懲戒処分を行ったときは，学内に告示する。
　（無期停学処分の解除）
第11条　部局長等は，無期停学処分を受けた学生について，その反省

の程度及び学習意欲等を総合的に判断して，その処分を解除するこ
とが相当であると認めるときは，学長に対し，その処分の解除を申
請することができる。

2 　無期停学は，原則として 6 か月を経過した後でなければ，解除す
ることができない。

3 　無期停学処分の解除の発効日は，教育研究評議会が処分解除申請
を承認する際に定める。

4 　第 6 条，第 8 条から前条までの規定（前条第 3 項及び第 5 項を除
く。）は，無期停学処分の解除に準用する。この場合において，前条中，

「懲戒処分告知書」とあるのは，「懲戒処分解除通知書」と読み替え
るものとする。

　（停学期間と在学期間・修業年限の関係）
第12条　停学の期間は，在学年限に含め，修業年限に含まないものと

する。
　（懲戒処分学生の成績の取扱）
第13条　懲戒処分を受けた学生の成績の取扱については，別に定める。
　（懲戒処分と自主退学）
第14条　部局長等は，懲戒対象行為を行った学生から，懲戒処分の決

定前に自主退学の申出があった場合には，この申出を受理しないも
のとする。

　（不服申立て）
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第15条　懲戒処分を受けた学生は，次の各号の一に該当する事由があ
るときは，懲戒処分の発効日の翌日から起算して14日以内に，学長
に対し書面により不服を申し立てることができる。

（1）懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証拠資料が，偽
造又は変造されたものであることが判明した場合

（2）懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証人の証言が，
虚偽のものであることが判明した場合

（3）懲戒対象行為に係る事実の認定の後に，重大な証拠が新たに発
見された場合

（4）懲戒対象行為に係る事実の認定に影響を及ぼす事実について，
判断の遺脱があった場合

2 　前項の不服申立ては， 1 回に限り行うことができる。
3 　第 1 項の書面には，不服を理由づける事実を具体的に記載し，根

拠となる資料を提出しなければならない。
4 　学長は，第 1 項の不服申立て及び根拠資料の提出があったときは，

申立書及び根拠資料を部局長等に送付し，再調査をさせるものとする。
　（再調査委員会の設置）
第16条　部局長等は，学長から懲戒処分に係る不服申立書及び根拠資

料の送付があったときは，再調査委員会を設置しなければならない。
2 　再調査委員会の委員長及び委員は，第 6 条第 2 項に規定する調査

委員会委員以外の教員とし，部局長等が指名する。
3 　再調査委員会の委員は 5 人以上とし，部局長等は，必要があると

認めるときは，他の部局の教員を当該教員が所属する部局長の承諾
を得て，委員とすることができる。

　（不服申立てに対する調査）
第1７条　再調査委員会は，不服申立書及び根拠資料に基づき，不服申

立てに正当な理由があるかどうかの判断に当たって，事実の確認を
行う。

2 　再調査委員会は，調査委員会の懲戒処分手続きに係る記録の確認
を行う。

3 　再調査委員会は，前 2 項の調査に基づき，申立書の根拠となる事
実の存否及び懲戒処分の量定に係る審議を行い，再調査に基づく対
処方針案（以下「再調査対処方針案」という。）を策定し，部局長
等へ提出しなければならない。

　（懲戒処分の均衡及び調整）
第18条　第 8 条の規定は，再調査対処方針案に準用する。
　（不服申立てに対する回答書の決定）
第19条　部局長等は，前条の手続きを経た再調査対処方針案につき，

教育研究会議等の議を経て，不服申立てに係る回答書を作成し，速
やかに学長に提出しなければならない。

2 　学長は，前項の部局長等からの不服申立てに係る回答書の提出が
あったときは，教育研究評議会の議を経て，不服申立に係る回答を
決定する。

3 　学長は，前項の決定内容について，速やかに部局長等及び本人へ
文書をもって通知する。

4 　学長は，再調査によって懲戒処分内容を変更したときは，学内に
告示する。

　（その他の教育的措置）
第20条　部局長等は，第 4 条に規定する懲戒のほか，教育的措置とし

て口頭による厳重注意を行うことができる。
2 　部局長等は，第 3 条に規定する懲戒の対象とする行為の事実が明

白であると認めるときは，懲戒処分の決定前に，当該学生に対して
自宅謹慎を命ずることができる。この場合において，自宅謹慎中の
期間は，停学期間に算入することができる。

　（懲戒処分に関する情報公開）
第21条　懲戒処分を受けた学生の将来を考慮し，成績証明書その他本

人の成績及び修学状況に関する文書で，被処分者及び大学関係者以
外の者が閲覧する可能性のあるものについては，原則として懲戒の

内容を記載しないものとする。
　（関係者の守秘義務）
第22条　学生の懲戒等に関係する事項に関わった職員は，その地位に

あることから知り得た情報に関する守秘義務を負う。この義務は，
その地位を解かれた後も継続する。

　（雑則）
第23条　この規程の施行に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則
1 　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成1７年度以前の入学者については，第1７条に定める共通教育科

目を教養的科目に読み替えるものとする。
　　　附　則
1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 3 月31日に在学する者については，本規定を準用する。

この場合において，「学域」とあるのは「学部」と読み替えるものとし，
その審議する教育研究会議については，次の表のとおりとする。

学部 学科等 教育研究会議

文学部
人間学科

人間社会系教育研究会議

史学科
文学科

教育学部

学校教育教員養成課程
障害児教育教員養成課程
人間環境課程
スポーツ科学課程

法学部 法政学科
経済学部 経済学科

理学部

数学科

理工系教育研究会議

物理学科
化学科
生物学科
地球学科
計算科学科

医学部

医学科

医薬保健系教育研究会議

保
健
学
科

看護学専攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻

薬学部
薬学科
創薬科学科
従前の学科 総合薬学科

工学部

土木建設工学科

理工系教育研究会議

機能機械工学科
物質化学工学科
電気電子システム工学科
人間・機械工学科
情報システム工学科

　　　附　則
　この規程は，平成22年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成2７年 4 月 1 日から施行する。
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○別表「懲戒処分の標準例」

区
分 事例 訓告 停学 退学（有期）（無期）

刑
　
事

　
事

　
件

交通事件

飲酒運転，無免許運転，著し
い速度超過等悪質な運転によ
る人身事故又はひき逃げ等悪
質な行為

○ ○

前項以外の交通事件 ○ ○ ○ ○

薬物犯罪
大麻，麻薬，あへん，覚せい
剤等の薬物の所持，使用，売
買又はその仲介等

○ ○ ○

ストーカー
犯罪

ストーカー行為等の規制等に
関する法律（以下「法」という。）
第 2 条に規定するつきまとい，
待ち伏せ等の悪質な行為

○ ○ ○

その他のストーカー犯罪（法
第 3 条に規定する行為等） ○ ○

わいせつ
行為

痴漢，のぞき，強制わいせつ，
青少年保護条例等違反，盗撮

（隠し撮り）等及びセクシュ
アル・ハラスメント

○ ○ ○ ○

コンピュー
タ又はネッ
トワークの
不正使用

悪質な不正使用（成績表等の
公文書及び私文書の改ざん等
の不正アクセス，外部システ
ムへの不正アクセス，ネット
ワーク運用妨害，伝染性ソフ
トウェアの持ち込み等）

○ ○ ○

その他の不正使用（著作権，
特許権等の知的財産権の侵
害，嫌がらせメール等）

○ ○

知的財産を
喪失させる
行為

本学の知的財産を喪失させる
行為（知的財産を無断で提供
し，公表し，又は指定された
場所から移動する行為，共同
研究の遂行又は知的財産の確
保を目的とする秘密保持契約
に違反する行為，知的財産と
して保護対象に指定された情
報を漏洩する行為等）

○ ○ ○

その他

凶悪犯罪（殺人，強盗，強姦，
放火等） ○ ○ ○

その他の刑事事件（傷害，窃
盗等） ○ ○ ○ ○

刑
事
事
件
以
外

試験等における不正行為
①他人に自分の身代わりとして試験を受

けさせること。また，自分が他人の身
代わりとして試験を受けること。

②試験場にカンニングペーパーを持ち込
むこと。

③持ち込みが許可されていない参考書や
ノートを使用すること。他の人の答案
を見たり，見せたりすること，他の人
から答えを教わること。または，答案
を交換すること。

④試験場（試験場の物品等を含む。），携
行品や身体に試験内容に関する書き込
みをすること。

⑤携帯電話やスマートフォン，腕時計型
端末，電子辞書，ＩＣレコーダー，電
卓等の電子機器類（あらかじめ許可さ
れたものを除く。）を使用すること。

⑥試験終了後，返却された答案用紙を改
ざんすること。

⑦その他，公正な試験実施を害する行為。

○

本学敷地内におけるいわゆる暴走行為又
は悪質な駐車違反 ○ ○

7 　金沢大学大学会館規程

　（設置）
第 1 条　金沢大学（以下「本学」という。）に，金沢大学大学会館（以

下「会館」という。）を置く。
　（目的）
第 2 条　会館は，本学の学生及び教職員の人間関係を深め，学生の課

外活動の発展を図るとともに，学生及び教職員の福利厚生に寄与す
ることを目的とする。

　（管理運営責任者等）
第 3 条　会館の管理運営責任者は，副学長とする。
2 　会館の管理運営に関する重要な事項については，金沢大学教育企

画会議において審議する。
　（事務）
第 4 条　会館に関する事務は，学生部学務課において処理する。
　（会館使用細則）
第 5 条　この規程に定めるもののほか，会館の使用に関し必要な事項

については，管理運営責任者が別に定める。
　　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。

8 　金沢大学課外活動共用施設規程

　（設置）
第 1 条　金沢大学角間地区に，学生の課外活動施設として金沢大学課

外活動共用施設（以下「共用施設」という。）を置く。
　（目的）
第 2 条　共用施設は，学生の課外活動の発展に寄与することを目的とする。
　（共用施設の名称）
第 3 条　共用施設は，次に掲げる学生部所管の施設をいう。
（1）　課外活動共用施設（北地区）
（2）　課外活動共用施設（東地区）

　（管理運営責任者等）
第 4 条　共用施設の管理運営責任者は，副学長とする。
2 　共用施設の管理運営に関する基本的事項については，金沢大学教

育企画会議において審議する。
　（事務）
第 5 条　共用施設に関する事務は，学生部学務課において処理する。
　（細則）
第 6 条　この規程に定めるもののほか，共用施設の使用に関し必要な

事項については，別に定める。
　　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。

9 　金沢大学辰口共同研修センター規程

　（設置）
第 1 条　金沢大学に金沢大学辰口共同研修センター（以下「研修セン

ター」という。）を置く。
　（目的）
第 2 条　研修センターは，北陸地区国立大学の学生及び教職員の合宿

研修のための施設として，共同生活を通じて大学間の交流と相互理
解を図り，かつ，学生の学外における演習，実習，課外活動等大学
教育の効果を高めることを目的とする。

　（職員）
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第 3 条　研修センターに，次の職員を置く。
　所　長　金沢大学副学長をもって充てる。
　所　員　金沢大学学生部学務課の職員をもって充てる。
　（任務）
第 4 条　所長は，研修センターの管理運営について責任を負う。
2 　所員は，所長の命を受けて研修センターの業務に従事する。
　（運営協議会）
第 5 条　研修センターの運営を円滑にするため，金沢大学辰口共同研

修センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。
2 　運営協議会は，研修センターに関し，管理運営の基本方針及び予

算，決算その他必要な事項を審議する。
　（運営協議会の組織）
第 6 条　運営協議会は，次に掲げる委員をもって組織する。
（1）所長
（2）北陸地区国立大学（金沢大学を除く。）の教育又は厚生補導担

当の副学長
（3）北陸地区国立大学の事務局長

　（会議）
第 ７ 条　運営協議会の会議は，所長が招集し，その議長となる。
2 　所長に事故があるときは，所長のあらかじめ指名した委員がその

職務を代行する。
第 8 条　運営協議会の議長が必要と認めたときは，委員以外の者の出

席を求め，その意見を聴くことができる。
　（細則）
第 9 条　この規程に定めるもののほか，研修センターの管理運営に関

し必要な事項は，別に定める。
　　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成21年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。

10　金沢大学授業料免除及び徴収猶予規程

　　　第 1章　総　則
　（趣旨）
第 1 条　この規程は，金沢大学学則第７6条第 1 項の規定に基づき，本

学の学域，学部，大学院及び別科の学生（科目等履修生，研究生等
を除く。）の授業料の免除，徴収猶予及び月割分納（以下「授業料
の免除等」という。）について必要な事項を定める。

　（申請手続）
第 2 条　授業料の免除等を受けようとする者（第 8 条第 1 項第 2 号に

該当する場合は，本人に代わる者とする。）は，所定の様式により，
学長に申請するものとする。ただし，申請に係る学期の開始前 6 月
以内に学則第７0条の規定により懲戒を受けた者は，申請することが
できない。

　（免除等）
第 3 条　授業料の免除等は，提出された書類に基づき，金沢大学教育企

画会議（以下「教育企画会議」という。）の議を経て，学長が許可する。
　（選考の基準）
第 4 条　授業料の免除等の選考基準に係る細則は，別に定める。
　（申請中の取扱い）
第 5 条　授業料の免除等の申請者に係る授業料は，当該申請を許可し，

又は不許可とするまでの間，徴収を猶予する。ただし，その期間中

に退学する場合は，当該期の授業料を納付しなければならない。
2 　授業料の免除等の申請者が，前項の期間中に学則第７0条の規定に

より懲戒を受けた場合は，当該申請を無効とする。

　　　第 2章　授業料の免除
　（対象者）
第 6 条　授業料の免除は，経済的理由によって納付が困難であり，か

つ，学業優秀と認められる場合に行うことができる。
2 　前項に定めるもののほか，次の各号の一に該当する特別な事情に

より納付が著しく困難であると認められる場合は，当該事由の発生
した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができ
る。ただし，当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前
であり，かつ，当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合
においては，当該期分の授業料を免除することができる。

（1）授業料の各期ごとの納期前 6 月以内（新入学者に対する入学し
た日の属する期分の免除に係る場合は，入学前 1 年以内）におい
て，学生の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」
という。）が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の
災害を受けた場合

（2）前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある場合
　（免除の額）
第 ７ 条　免除の額は，各期分の授業料について，その全額，半額又は

一部とする。

　　　第 3章　授業料の徴収猶予及び月割分納
　（徴収猶予）
第 8 条　授業料の徴収猶予は，学生が次の各号の一に該当する場合に

行うことができる。
（1）経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，

かつ，学業優秀と認められる場合
（2）行方不明の場合
（3）学生又は学資負担者が災害を受け，納付が困難であると認めら

れる場合
（4）その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 　授業料の徴収猶予期間は，前期分については 9 月30日，後期分に

ついては 3 月31日までとする。
3 　第 1 項の規定により，授業料を徴収猶予された者が，その徴収猶

予期間中に退学した場合は，月割計算により退学した月の翌月以降
に納付すべき授業料の全額を免除することができる。

　（月割分納）
第 9 条　授業料の月割分納は，前条第 1 項の各号の一に該当する場合

に行うことができる。
2 　授業料の月割分納額は，授業料年額の12分の 1 に相当する額とし，

納付期限は毎月の末日までとする。ただし，休業期間中における月
割分納により納付すべき授業料は，休業期間の開始前に納付しなけ
ればならない。

3 　前条第 3 項の規定は，月割分納について準用する。

　　　第 4章　免除等の取消し
　（免除等の取消し）
第10条　授業料の免除等を許可された者は，授業料の免除等の措置を

受ける理由が消滅したときには，速やかにその理由を付して，学長
に届け出なければならない。

2 　学長は，前項の届出に基づき，授業料の免除等を取り消すものと
する。

3 　前項の規定により，授業料の免除を取り消された者は，免除され
た授業料の額を当該期の月数で除した額に取消しの日の属する月か
らその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消しの日の属
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する月に納付しなければならない。
4 　第 2 項の規定により，徴収猶予又は月割分納を取り消された者は，

未納の授業料の全額を取消しの日の属する月に納付しなければなら
ない。

　（免除等の取消処分）
第11条　授業料の免除等を許可された者が次の各号の一に該当する場

合は，教育企画会議の議を経て，学長はその許可を取り消すものと
する。

（1）申請の書類等に虚偽の事実があることが判明した場合
（2）許可に係る学期中に学則第７0条の規定により懲戒を受けた場合
2 　前項の規定により，授業料の免除等の取消処分を受けた者は，免

除若しくは徴収猶予された授業料の全額又は月割分納による未納の
授業料の全額を取消しの日の属する月に納付しなければならない。

　　　第 5章　雑　則
　（雑則）
第12条　この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な

事項は，別に定める。
　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成1７年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成23年 4 月 1 日から施行する。

11　金沢大学学生特別支援制度規程

　（趣旨）
第 1 条　金沢大学学生特別支援制度（以下「アカンサス支援制度」と

いう。）は，金沢大学（以下「本学」という。）に在籍する学生の経
済支援の一環として実施する。

　（目的）
第 2 条　アカンサス支援制度は，本学に在籍する学生の学習・研究意

欲を向上させるとともに，学生生活において国際交流・社会貢献に
対する意欲を引き出すことを目的とする。

　（部門）
第 3 条　アカンサス支援制度に，次に掲げる部門を設ける。
（1）学業部門
（2）研究奨励部門
（3）国際交流部門
（4）キャリア教育部門
（5）特別支援部門

　（給付対象者等）
第 4 条　アカンサス支援制度の給付対象者等は，次の各号のとおりと

する。
（1）学業部門の給付対象者等は，次のとおりとする。

　　ア　学業奨励支援
（i） 給付対象候補者は，平成20年 4 月 1 日以降に本学の学域に

入学（再入学，転入学及び編入学を含む。）し在籍する学士
課程の学生のうち，学業成績が特に優れていると認められる
者とする。

（ii） 給付額は， 1 学類，各年次につき20万円（薬学類・創薬科
学類においては各10万円）とする。

（iii） 給付対象者は，各学類でのGPAを基本に学業成績を基に
した各学類からの選考に基づき，教育企画会議の議を経て，

副学長が決定する。
（iv） 決定時期は，毎年 1 月末日までとし，該当する学生に文書

により速やかに通知する。
　　イ　英語学習奨励支援

（i） 支援対象候補者は，本学の学士課程の学生のうち，別に定
める学生とする。

（ii） 支援対象経費は英語能力試験に係る受験に必要な経費とする。
（iii） 支援額は，一人につき別に定める金額とし，当該年度の予

算の範囲内とする。
　　ウ　法務研究科学生奨励支援

（i） 給付対象候補者は，入学試験の成績が優秀と認められる者
とする。

（ii） 給付額は，月額 5 万円とする。
（iii） 給付対象者は，法務研究科長からの推薦に基づき,教育企

画会議の議を経て，副学長が決定する。
（iv） 決定後は，該当する学生に文書により速やかに通知する。

（2）研究奨励部門の給付対象者等は，次のとおりとする。
　　ア　学生企画プロジェクト奨励支援

（i） 給付対象候補者は，本学の学士課程学生で，個人又はグル
ープとする。

（ii） 給付金の対象経費は，プロジェクト活動に直接必要な経費
とする。

（iii） 給付額は，プロジェクト 1 件あたり20万円程度とし，当該
年度の予算の範囲内とする。

（iv） 給付対象者は，教育企画会議の議を経て，学長が選考する。
（v） 決定時期は，毎年 ７ 月中旬までとし，学内掲示にて発表する。

　　イ　大学院研究奨励支援
（i） 給付対象候補者は，本学の修士課程，博士課程及び専門職

学位課程の学生とする。
（ii） 給付金の対象経費は，学会派遣に必要な旅費又は教育・研

究事業に直接必要な経費とする。
（iii） 給付額は， 1 件あたり 5 万円程度とし，当該年度の予算の

範囲内とする。
（iv） 給付対象者は，各研究科からの推薦に基づき，教育企画会

議の議を経て，副学長が決定する。
（v） 決定時期は，毎年 1 月末日とし，該当する学生に文書によ

り速やかに通知する。
（3）国際交流部門の給付対象者等は，次のとおりとする。

　　ア　外国人留学生修学支援
（i） 給付対象候補者は，過去に本学に短期留学していた外国人

留学生で，再び本学の正規生として入学した者とする。
（ii） 給付額は，25万円を限度とし，当該年度の予算の範囲内と

する。
（iii） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定する。
（iv） 決定時期は， 5 月又は11月とし，該当する学生に文書によ

り速やかに通知する。
　　イ　派遣留学支援（交換留学）

（i） 給付対象候補者は，本学に在学する学生で，本学と派遣留
学制度で学術交流協定を締結する海外の大学へ留学する学生
とする。

（ii） 給付額は，派遣先大学の所在地により 1 人10万円又は20万
円とし，当該年度の予算の範囲内とする。

（iii） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定する。
（iv） 決定時期は，毎年 3 月上旬とし，該当する学生に文章によ

り速やかに通知する。
　　ウ　海外派遣留学奨励奨学金

（i） 給付対象候補者は，留学許可を得て海外留学することによ
って，修業年限（標準修業年限）を超えて在籍する必要が生
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じた者とする。
（ii） 給付額は，修業年限（標準修業年限）を超えた年における

在籍期間に応じて，半期毎に25万円とする。
（iii） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定する。
（iv） 決定時期は，修業年限（標準修業年限）を超えた年の 5 月

及び11月とし，該当する学生に文書により速やかに通知する。
　　エ　海外派遣支援

（i） 海外派遣奨励支援
（a） 給付対象候補者は，本学に在籍する学域学生で，フィー

ルド調査，サークル活動，インターンシップ，国際機関等
の企画事業，ボランティア活動，学生自身が企画するプロ
ジェクト等で海外へ渡航した者とする（短期留学，語学研
修等参加者は除く。）。

（b） 給付額は， 3 万円とし，当該年度の予算の範囲内とする。
（c） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定

する。
（d） 決定時期は， ７ 月上旬とし，学内掲示にて発表する。

（ii） 派遣留学報告会アワード
（a） 給付対象候補者は，本学派遣留学生で，金沢大学派遣留

学生成果報告会（以下「報告会」という。）において優秀
な発表を行った者とする。

（b） 給付額は最優秀賞 5 万円，優秀賞 3 万円，優良賞 2 万円
とする。

（c） 給付対象者は，報告会の審査を経て，副学長が決定する。
（d） 決定時期は報告会後とする。

　　オ　その他の特別な国際交流プログラム等
（i） その他の特別な国際交流プログラム等において，学長が学

生及び外国人留学生への支援が特に必要と認める場合は給付
対象者とすることができる。

（ii） 給付額等は，その都度学長が決定する。
（4）キャリア教育部門の支援候補者等は，次のとおりとする。

　　ア　北陸銀行海外インターンシップ支援
（i） 支援候補者は，本学に在籍する学生で，日本企業の海外展

開等に興味・関心のある学生とする。
（ii） 本支援に関し，必要な事項は，公募要領等により別に定める。
（iii） 支援候補者の決定は，キャリア形成支援委員会の推薦に基

づき，副学長が行い，株式会社北陸銀行に推薦する。
（5）特別支援部門の給付対象者等は，次のとおりとする。

　　ア　緊急対策支援
　災害等緊急に支援が必要となる場合は，学長が別に定める。

　　イ　その他，特別に実施する教育プログラム等
　その他，特別に実施する教育プログラム等の実施において，
特別な支援が必要となる場合は，学長が別に定める。

　（給付対象外）
第 5 条　候補者の選考にあたって，次の各号に該当する者は，その選

考の対象としない。
（1）選考時において既に退学願を提出しており，退学する意思があ

ることが明らかな者
（2）選考時において休学している者及び休学の開始日が当年度中で

ある休学願を既に提出している者
（3）学則第７0条の規定による懲戒を受けた者

　（取消処分）
第 6 条　第 4 条各号において給付対象者となったことを通知した日以

降，当該年度の末日までに対象者が学則第７0条の規定による懲戒を
受けた場合，第 4 条各号に該当する対象者は副学長が，当該年度の
アカンサス支援制度の決定を取り消す。

2 　前項の規定により，アカンサス支援制度の決定を取り消された者
は，給付された当該年度のアカンサス支援制度の全額を速やかに返

金しなければならない。
　（雑則）
第 ７ 条　この規程に定めるもののほか，アカンサス支援制度に関し，

必要な事項は，別に定める。
　　附　則
1 　この規程は，平成22年 ７ 月 9 日から施行し，平成22年 4 月 1 日か

ら適用する。
2 　金沢大学アカンサス・スカラシップ規程は廃止する。
　　附　則
　この規程は，平成23年 5 月13日から施行し，平成23年 4 月 1 日から

適用する。
　　附　則
　この規程は，平成23年11月11日から施行し，平成23年 4 月 1 日から

適用する。
　　附　則
　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
1 　この規程は，平成25年 3 月15日から施行し，平成25年 2 月 1 日か

ら適用する。
2 　この規程の施行日以前に海外留学した者については，第 4 条第 3

号ウを適用しない。
　　附　則
　この規程は，平成25年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成25年 9 月26日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成25年10月23日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月28日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成2７年 3 月13日から施行し，平成2７年度入学者から

適用する。

12　金沢大学学寮規程

　（趣旨）
第 1 条　この規程は，金沢大学における学寮の管理運営について必要

な事項を定める。
　（学寮の目的，性格）
第 2 条　学寮は，大学教育の一環として，健全な自治精神に基づく規

律ある共同生活を通して，崇高な人格の育成と豊かな社会性の陶冶
に資することを目的とする。

　（学寮の管理運営）
第 3 条　学寮の管理運営の責任者は，副学長とする。
2 　学寮の管理運営に関する重要事項については，金沢大学教育企画

会議（以下「教育企画会議」という。）において審議する。
　（入寮願）
第 4 条　入寮を希望する学生は，入寮願に大学の指名する書類を添え

て，副学長に願い出なければならない。
　（入寮選考）
第 5 条　入寮を許可すべき者の選考は，教育企画会議の議を経て，副

学長が行う。
2 　前項の選考を行うに当たり，副学長は寮生の意見を徴することが

できる。
　（入寮の許可）
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第 6 条　入寮の許可は，前条の選考の結果に基づいて，副学長が行う。
　（入寮手続）
第 ７ 条　入寮の許可を受けた者は，指定された期限内に，入寮届を副

学長に提出して入寮しなければならない。
2 　前項の手続を所定の期限内に完了しないとき，又は入寮の選考に

当たり虚偽の申立てをしたときは，副学長はその者の入寮許可を取
り消すものとする。

　（入寮の時期）
第 8 条　入寮の時期は，原則として 4 月及び10月とする。ただし，欠

員が生じたことによって入寮を許可した場合はこの限りでない。
　（寄宿料）
第 9 条　寮生は，寄宿料（金沢大学学則に定める額をいう。以下同じ。）を

所定の期日までに財務部財務管理課出納係に納入しなければならない。
2 　入退寮の日が月の中途である場合にあっても，寄宿料は 1 か月分

を納入しなければならない。
3 　休業期間中に係る寄宿料は，第 1 項の規定にかかわらず当該期間

の開始する月の前月の納入日までに納入するものとする。
4 　既納の寄宿料は，還付しない。
　（光熱水料等の経費の負担）
第10条　寮生の食費その他私生活に必要な光熱水料等の経費は，寮生

の負担とする。
2 　経費負担の細部については，別に定める。
3 　寮生は，前 2 項の光熱水料等について大学の定める額を，毎月所

定の日までに副学長の指定する者に納めなければならない。
　（施設の保全等）
第11条　寮生は，居室，共同施設，その他の学寮の施設を保全し，保

健衛生，防火，災害防止に意を用いなければならない。
2 　故意又は重大な過失により施設，設備，備品を滅失，損傷又は汚

染したときは，その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
　（自主的規律）
第12条　寮生は，学寮生活を自主的に規律するため規約を作ることが

できる。この場合，副学長の承認を得なければならない。
　（退寮手続）
第13条　退寮を希望する者は，事前に副学長に退寮願を提出して，そ

の承認を受けなければならない。
　（退寮処置）
第14条　寮生が次の各号の一に該当するときは，副学長は退寮を命ず

るものとする。
（1）本学の学籍を失ったとき。
（2） 3 か月以上寄宿料又は光熱水料等第10条に定める経費の納入を

怠ったとき。
（3）学寮の管理運営上著しく支障を来す行為のあったとき。

　（寮生以外の者の宿泊等）
第15条　寮生以外の者の宿泊，学寮施設等の利用は認めない。ただし，

やむをえない理由がある場合には，願い出により副学長はこれを許
可することがある。

　（寄宿料の免除）
第16条　死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は，未納の寄宿料

の全額を免除することがある。
2 　寮生又は当該寮生の学資を主として負担している者が，風水害等

の災害を受け，寄宿料の納付が困難であると認められる場合は，災
害当月の翌月から 6 か月間の範囲内において，寄宿料の全額を免除
することがある。

3 　前 2 項により免除を受けようとする者は，副学長を経て学長に願
い出るものとする。

　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則

　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成19年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。

13　金沢大学学生エックス線障害防止に関する規程

　（趣旨）
第 1 条　この規程は，金沢大学に在籍する学域学生，大学院学生，特

別別科学生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生及び科目等履修
生（以下「学生」という。）の教育研究におけるエックス線障害防
止に関し必要な事項を定める。

　（定義）
第 2 条　この規程において，エックス線装置とは，金沢大学研究教育

用エックス線装置エックス線障害防止管理規程（以下「規程」とい
う。）第 1 条に定める装置をいう。

　（エックス線使用学生の範囲）
第 3 条　指導教員は，エックス線装置を使用させようとする学生及び

規程第 9 条第 1 項に定める管理区域（以下「管理区域」という。）に
常時立ち入らせる学生について，その氏名を提示して当該学域長又
は研究科長（以下「部局長」という。）の承認を得なければならない。

2 　部局長は，前項の承認をした学生（以下「エックス線使用学生」
という。）について，その氏名を別紙様式によりエックス線使用学
生名簿に登録し，学長に報告しなければならない。

　（エックス線使用学生の義務）
第 4 条　管理区域に立ち入る学生は，この規程を遵守し，指導教員の

指示に従わなければならない。
2 　エックス線使用学生は，供用に当たっては自他の受けるエックス

線被ばくによる線量（以下「被ばく線量」という。）を最小にとど
めること及びエックス線装置を常に最良の状態に保つことに注意し
なければならない。

3 　エックス線使用学生は，第 ７ 条に定める健康診断を受けなければ
ならない。

　（被ばく線量の測定）
第 5 条　部局長は，エックス線使用学生が管理区域に立ち入っている

間，継続して，規程第15条第 2 項各号に定めるところにより，受け
る外部放射線に被ばくすることによる線量（以下「外部被ばく線量」
という。）を測定しなければならない。

2 　部局長は，エックス線使用学生が管理区域に立ち入っている間，
継続して当該学生にフィルムバッジ，ポケット線量計等の放射線測
定器を装着させなければならない。

　（保護具）
第 6 条　部局長は，学生がエックス線障害を受けるおそれがある場所

で教育研究の指導を受ける場合は，適当な保護具を備え，学生に使
用させなければならない。

　（健康診断）
第 ７ 条　学長は，エックス線使用学生に対して，規程第13条第 1 項各

号に掲げる項目について，同条第 2 項及び第 3 項により健康診断を
行わなければならない。

2 　学長は，前項の健康診断の結果について，当該部局長に通知しな
ければならない。

　（記録及び保存）
第 8 条　部局長は，次の各号に掲げる事項について，記録を作成し，

学長に報告しなければならない。
（1）第 5 条第 1 項の規定による学生の外部被ばく線量の測定の結果

並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
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（2）次条第 1 項の規定により，医師の診察又は処置を受けた学生の
実効線量又は等価線量

2 　部局長は，エックス線使用学生について，転学類又は卒業・修了
等の異動があったときは，転学類の場合は学長及び当該部局長に，
卒業又は修了の場合は学長に，それぞれ当該学生の氏名及びその時
までの実効線量及び等価線量並びに累積実効線量を通知しなければ
ならない。

3 　学長は，第 1 項の規定により報告された記録，第 3 条第 2 項に定
めるエックス線使用学生名簿及び前条第 1 項の規定により行われた
健康診断の結果について，当該学生の卒業又は修了等の後10年間保
存しなければならない。

4 　部局長は，エックス線使用学生に対して，第 1 項各号の記録後速
やかにその学生の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実
効線量並びに前条第 1 項の規定により行われた健康診断の結果を通
知しなければならない。

　（緊急時の措置）
第 9 条　指導教員は，学生が著しくエックス線にさらされ又はさらさ

れたおそれのある不測の事態が生じた場合は，直ちに電源を遮断す
る等適切な措置を講じ，医師の診察又は処置を受けさせるとともに，
部局長に報告しなければならない。

2 　前項の報告を受けた部局長は，直ちにその旨を学長に報告しなけ
ればならない。

　（実効線量及び等価線量の限度）
第10条　部局長は，エックス線使用学生の実効線量及び等価線量が，

規程第16条に定める値を超えないようにしなければならない。
　（準用規程）
第11条　規程第12条第 1 項，第 2 項，同項の表中取扱者の欄及び第 3

項並びに第18条第 2 項及び第 3 項の規定（教育の実施及び線量等の
記録）は，エックス線使用学生について準用する。この場合におい
て，規程第12条第 1 項中「業務従事者及び取扱者が取扱等業務」と
あるのは「エックス線使用学生がエックス線装置の使用」と，同条
第 2 項表中「取扱者」及び同条第 3 項中「職員」とあるのは「エッ
クス線使用学生」と，同第18条第 2 項中「前項第 1 号」とあるのは

「学生エックス線障害防止に関する規程第 8 条第 1 項第 1 号」と読
み替えるものとする。

　（その他のエックス線障害防止措置）
第12条　部局長は，この規程に定めるもののほか，エックス線使用学生

のエックス線障害防止について必要な措置を講じなければならない。
　　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　在学する学部学生については，本規定を準用する。この場合にお

いて「学域」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

14　教育職員免許法（抄）

 （昭和24年 5 月31日法律第14７号）
　　　第 1章　総　則
　（この法律の目的）
第 1 条　この法律は，教育職員の免許に関する基準を定め，教育職員

の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
　（定義）
第 2 条　この法律で「教育職員」とは，学校教育法（昭和22年法律第

26号）第 1 条に定める幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教
育学校及び特別支援学校（以下「学校」という。）の主幹教諭，指
導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭及び講師

（以下「教員」という。）をいう。
2 ， 3 ， 4 ， 5 　略
　（免許）
第 3 条　教育職員は，この法律により授与する各相当の免許状を有す

る者でなければならない。
2 　前項の規定にかかわらず，主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管

理をつかさどる主幹教諭を除く。）及び指導教諭については各相当
学校の教諭の免許状を有する者を，養護をつかさどる主幹教諭につ
いては養護教諭の免許状を有する者を，栄養の指導及び管理をつか
さどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を，講師に
ついては各相当学校の教員の相当免許状を有する者を，それぞれ充
てるものとする。

3 　特別支援学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭並びに特別支援学校に
おいて自立教科等の教授を担任する教員を除く。）については，第
1 項の規定にかかわらず，特別支援学校の教員の免許状のほか，特
別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなけ
ればならない。

4 　中等教育学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭，養護教諭，養護助教諭並びに栄養教諭を除く。）につい
ては，第 1 項の規定にかかわらず，中学校の教員の免許状及び高等
学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

第 3 条の 2 　略
　　　第 2章　免許状
　（種類）
第 4 条　免許状は，普通免許状，特別免許状及び臨時免許状とする。
2 　普通免許状は，学校（中等教育学校を除く。）の種類ごとの教諭

の免許状，養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし，それぞれ
専修免許状，一種免許状及び二種免許状（高等学校教諭の免許状に
あっては，専修免許状及び一種免許状）に区分する。

3 ， 4 　略
5 　中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は，次に

掲げる各教科について授与するものとする。
（1）中学校の教員にあっては，国語，社会，数学，理科，音楽，美

術，保健体育，保健，技術，家庭，職業（職業指導及び職業実習
（農業，工業，商業，水産及び商船のうちいずれか一以上の実習
とする。以下同じ。）を含む。），職業指導，職業実習，外国語（英
語，ドイツ語，フランス語その他の外国語に分ける。）及び宗教

（2）高等学校の教員にあっては，国語，地理歴史，公民，数学，理
科，音楽，美術，工芸，書道，保健体育，保健，看護，看護実習，
家庭，家庭実習，情報，情報実習，農業，農業実習，工業，工業
実習，商業，商業実習，水産，水産実習，福祉，福祉実習，商船，
商船実習，職業指導，外国語（英語，ドイツ語，フランス語その
他の外国語に分ける。）及び宗教

6 ，第 4 条の 2 　略
　（授与）
第 5 条　普通免許状は，別表第 1 ，別表第 2 若しくは別表第 2 の 2 に

定める基礎資格を有し，かつ，大学若しくは文部科学大臣の指定す
る養護教諭養成機関において別表第 1 ，別表第 2 若しくは別表第 2
の 2 に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するために行
う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，次の各号のいず
れかに該当する者には，授与しない。

（1）18歳未満の者
（2）高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれ

に相当するものを修了しない者を含む。）。ただし，文部科学大臣
において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認め
た者を除く。

（3）成年被後見人又は被保佐人
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他の外国語に分ける。）及び宗教

６，第４条の２ 略

（授与）

第５条 普通免許状は，別表第１，別表第２若しくは別表第２の２に

定める基礎資格を有し，かつ，大学若しくは文部科学大臣の指定す

る養護教諭養成機関において別表第１，別表第２若しくは別表第２

の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するために行

う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，次の各号のいず

れかに該当する者には，授与しない。

（１）１８歳未満の者

（２）高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれ

に相当するものを修了しない者を含む。）。ただし，文部科学大臣

において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認め

た者を除く。

（３）成年被後見人又は被保佐人
こ

（４）禁錮以上の刑に処せられた者

（５）第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状が

その効力を失い，当該失効の日から三年を経過しない者

（６）第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分

を受け，当該処分の日から三年を経過しない者

（７）日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し，又はこれに加入した者

２ 前項本文の規定にかかわらず，別表第１から別表第２の２までに

規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して１０

年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許

状の授与は，その者が免許状更新講習（第９条の３第１項に規定す

る免許状更新講習をいう。以下第９条の２までにおいて同じ。）の

課程を修了した後文部科学省令で定める２年以上の期間内にある場

合に限り，行うものとする。

３ 特別免許状は，教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，

第１項各号のいずれかに該当する者には，授与しない。

４ 前項の教育職員検定は，次の各号のいずれにも該当する者につい

て，教育職員に任命し，又は雇用しようとする者が，学校教育の効

果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づ

いて行うものとする。

（１）担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者

（２）社会的信望があり，かつ，教育の職務を行うのに必要な熱意と

識見を持っている者

５，６ 略

７ 免許状は，都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）

が授与する。

（免許状の授与の手続等）

第５条の２ 免許状の授与を受けようとする者は，申請書に授与権者

が定める書類を添えて，授与権者に申し出るものとする。

２ 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては，当該免許状の

授与を受けようとする者の別表第１の第３欄に定める特別支援教育

に関する科目（次項において「特別支援教育科目」という。）の修

得の状況又は教育職員検定の結果に応じて，文部科学省令で定める

ところにより，一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとす

る。

３ 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が，その授与を受

けた後，当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別

支援教育領域（以下「新教育領域」という。）に関して特別支援教

育科目を修得し，申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める

書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合，又は当該授与

権者が行う教育職員検定に合格した場合には，当該授与権者は，前

項に規定する文部科学省令で定めるところにより，当該免許状に当

該新教育領域を追加して定めるものとする。

第６条，第７条，第８条 略

（効力）

第９条 普通免許状は，その授与の日の翌日から起算して１０年を経過

する日の属する年度の末日まで，すべての都道府県（中学校及び高

等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては，国立学校

又は公立学校の場合を除く。次項及び第３項において同じ。）にお

いて効力を有する。

２，３ 略

４ 第１項の規定にかかわらず，その免許状に係る別表第１から別表

第８までに規定する所要資格を得た日，第１６条の２第１項に規定す

る教員資格認定試験に合格した日又は第１６条の３第２項若しくは第

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格

大学において修得することを必要とする
最低単位数

教科に関
する科目

教職に関
する科目

教科又は
教職に関
する科目

特殊教育
に関する
科目

幼 稚 園 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７

小 学 校 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２

中 学 校 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４

高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ２３ １６

特別支援学校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校，中学校，高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ５０

一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校，中学校，高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ２６

二種免許状 小学校，中学校，高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。 １６

教育職員免許法別表第１（第５条，第５条の２関係） （備考は省略）
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（4）禁錮
こ

以上の刑に処せられた者
（5）第10条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当することにより免許状が

その効力を失い，当該失効の日から三年を経過しない者
（6）第11条第 1 項から第 3 項までの規定により免許状取上げの処分

を受け，当該処分の日から三年を経過しない者
（７）日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
結成し，又はこれに加入した者

2 　前項本文の規定にかかわらず，別表第 1 から別表第 2 の 2 までに
規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して10
年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許
状の授与は，その者が免許状更新講習（第 9 条の 3 第 1 項に規定す
る免許状更新講習をいう。以下第 9 条の 2 までにおいて同じ。）の
課程を修了した後文部科学省令で定める 2 年以上の期間内にある場
合に限り，行うものとする。

3 　特別免許状は，教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，
第 1 項各号のいずれかに該当する者には，授与しない。

4 　前項の教育職員検定は，次の各号のいずれにも該当する者につい
て，教育職員に任命し，又は雇用しようとする者が，学校教育の効
果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づ
いて行うものとする。

（1）担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
（2）社会的信望があり，かつ，教育の職務を行うのに必要な熱意と

識見を持っている者
5 ， 6 　略
７ 　免許状は，都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）

が授与する。
　（免許状の授与の手続等）
第 5 条の 2 　免許状の授与を受けようとする者は，申請書に授与権者

が定める書類を添えて，授与権者に申し出るものとする。
2 　特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては，当該免許状の

授与を受けようとする者の別表第 1 の第 3 欄に定める特別支援教育
に関する科目（次項において「特別支援教育科目」という。）の修
得の状況又は教育職員検定の結果に応じて，文部科学省令で定める
ところにより，一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとす

る。
3 　特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が，その授与を受

けた後，当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別
支援教育領域（以下「新教育領域」という。）に関して特別支援教
育科目を修得し，申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める
書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合，又は当該授与
権者が行う教育職員検定に合格した場合には，当該授与権者は，前
項に規定する文部科学省令で定めるところにより，当該免許状に当
該新教育領域を追加して定めるものとする。

第 6 条，第 ７ 条，第 8 条　略
　（効力）
第 9 条　普通免許状は，その授与の日の翌日から起算して10年を経過

する日の属する年度の末日まで，すべての都道府県（中学校及び高
等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては，国立学校
又は公立学校の場合を除く。次項及び第 3 項において同じ。）にお
いて効力を有する。

2 ， 3 　略
4 　第 1 項の規定にかかわらず，その免許状に係る別表第 1 から別表

第 8 までに規定する所要資格を得た日，第16条の 2 第 1 項に規定す
る教員資格認定試験に合格した日又は第16条の 3 第 2 項若しくは第
1７ 条第 1 項に規定する文部科学省令で定める資格を有することと
なった日の属する年度の翌年度の初日以後，同日から起算して10年
を経過する日までの間に授与された普通免許状（免許状更新講習の
課程を修了した後文部科学省令で定める 2 年以上の期間内に授与さ
れたものを除く。）の有効期間は，当該10年を経過する日までとする。

5 　普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許
状の有効期間は，第 1 項，第 2 項及び前項並びに次条第 4 項及び第
5 項の規定にかかわらず，それぞれの免許状に係るこれらの規定に
よる有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする。

　（有効期間の更新及び延長）
第 9 条の 2 　免許管理者は，普通免許状又は特別免許状の有効期間を，

その満了の際，その免許状を有する者の申請により更新することが
できる。

2 　前項の申請は，申請書に免許管理者が定める書類を添えて，これ
を免許管理者に提出してしなければならない。
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他の外国語に分ける。）及び宗教

６，第４条の２ 略

（授与）

第５条 普通免許状は，別表第１，別表第２若しくは別表第２の２に

定める基礎資格を有し，かつ，大学若しくは文部科学大臣の指定す

る養護教諭養成機関において別表第１，別表第２若しくは別表第２

の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するために行

う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，次の各号のいず

れかに該当する者には，授与しない。

（１）１８歳未満の者

（２）高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれ

に相当するものを修了しない者を含む。）。ただし，文部科学大臣

において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認め

た者を除く。

（３）成年被後見人又は被保佐人
こ

（４）禁錮以上の刑に処せられた者

（５）第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状が

その効力を失い，当該失効の日から三年を経過しない者

（６）第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分

を受け，当該処分の日から三年を経過しない者

（７）日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し，又はこれに加入した者

２ 前項本文の規定にかかわらず，別表第１から別表第２の２までに

規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して１０

年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許

状の授与は，その者が免許状更新講習（第９条の３第１項に規定す

る免許状更新講習をいう。以下第９条の２までにおいて同じ。）の

課程を修了した後文部科学省令で定める２年以上の期間内にある場

合に限り，行うものとする。

３ 特別免許状は，教育職員検定に合格した者に授与する。ただし，

第１項各号のいずれかに該当する者には，授与しない。

４ 前項の教育職員検定は，次の各号のいずれにも該当する者につい

て，教育職員に任命し，又は雇用しようとする者が，学校教育の効

果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づ

いて行うものとする。

（１）担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者

（２）社会的信望があり，かつ，教育の職務を行うのに必要な熱意と

識見を持っている者

５，６ 略

７ 免許状は，都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）

が授与する。

（免許状の授与の手続等）

第５条の２ 免許状の授与を受けようとする者は，申請書に授与権者

が定める書類を添えて，授与権者に申し出るものとする。

２ 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては，当該免許状の

授与を受けようとする者の別表第１の第３欄に定める特別支援教育

に関する科目（次項において「特別支援教育科目」という。）の修

得の状況又は教育職員検定の結果に応じて，文部科学省令で定める

ところにより，一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとす

る。

３ 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が，その授与を受

けた後，当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別

支援教育領域（以下「新教育領域」という。）に関して特別支援教

育科目を修得し，申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める

書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合，又は当該授与

権者が行う教育職員検定に合格した場合には，当該授与権者は，前

項に規定する文部科学省令で定めるところにより，当該免許状に当

該新教育領域を追加して定めるものとする。

第６条，第７条，第８条 略

（効力）

第９条 普通免許状は，その授与の日の翌日から起算して１０年を経過

する日の属する年度の末日まで，すべての都道府県（中学校及び高

等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては，国立学校

又は公立学校の場合を除く。次項及び第３項において同じ。）にお

いて効力を有する。

２，３ 略

４ 第１項の規定にかかわらず，その免許状に係る別表第１から別表

第８までに規定する所要資格を得た日，第１６条の２第１項に規定す

る教員資格認定試験に合格した日又は第１６条の３第２項若しくは第

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格

大学において修得することを必要とする
最低単位数

教科に関
する科目

教職に関
する科目

教科又は
教職に関
する科目

特殊教育
に関する
科目

幼 稚 園 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７

小 学 校 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２

中 学 校 教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４

高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ２３ １６

特別支援学校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校，中学校，高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ５０

一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校，中学校，高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ２６

二種免許状 小学校，中学校，高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。 １６

教育職員免許法別表第１（第５条，第５条の２関係） （備考は省略）
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3 　第 1 項の規定による更新は，その申請をした者が当該普通免許状
又は特別免許状の有効期間の満了する日までの文部科学省令で定め
る 2 年以上の期間内において免許状更新講習の課程を修了した者で
ある場合又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受
ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許
管理者が認めた者である場合に限り，行うものとする。

4 　第 1 項の規定により更新された普通免許状又は特別免許状の有効
期間は，更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年を経
過する日の属する年度の末日までとする。

5 ， 6 　略
第 9 条の 3 　以下略
　　　附　則（抄）
11　別表第 1 の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通

免許状の授与を受ける場合は，同表の高等学校教諭の免許状の項に
掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単
位の修得は，当分の間，同表の規定にかかわらず，それぞれ当該免
許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもって，
これに替えることができる。

15　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に
	 係る教育職員免許法の特例等に関する法律

 （平成 9 年 6 月18日法律第90号）
　（趣旨）
第 1 条　この法律は，義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会

連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ，教員と
しての資質の向上を図り，義務教育の一層の充実を期する観点から，
小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に，
障害者，高齢者等に対する介護，介助，これらの者との交流等の体
験を行わせる措置を講ずるため，小学校及び中学校の教諭の普通免
許状の授与について教育職員免許法（昭和24年法律第14７号）の特
例等を定めるものとする。

第 2 条　略
第 3 条　略
　（教員の採用時における介護等の体験の勘案）
第 4 条　小学校又は中学校の教員を採用しようとする者は，その選考
に当たっては，この法律の趣旨にのっとり，教員になろうとする者が
行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。
　　　附　則
第 1 条
　この法律は，平成10年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
第 1 条
　この法律は，平成19年 4 月 1 日から施行する。

1６　金沢大学学生の表彰に関する申合せ

　（目的）
1 　この申合せは，金沢大学（以下「本学」という。）の学生を表彰

する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
　（表彰）
2 　表彰は，次のとおり行うものとする。
（1）表彰は，学長が行う。
（2）表彰は，表彰状を授与するものとし，併せて記念品を贈呈する

ことができる。

（3）表彰の推薦は，学域等から当該教育研究会議の議に基づき，表
彰する学生の氏名，表彰する理由及び関係書類を教育企画会議（以
下「本会議」という。）に提出し，本会議の審議を経た上で，学
長に行うものとする。

　　また，複数の学域等及び全学に関わる事項並びに課外活動等に
関わる事項については，顧問教員等本学の教員から，別紙推薦状を
本会議に提出し，本会議の審議を経た上で，学長に行うものとする。

（4）表彰は，学位記・修了証書授与式又はその都度行うものとする。
　（表彰基準）
3 　学生の表彰の基準は，次の各号の一に該当するものとする。
（1）本学における学業・卒業論文等の成果が優れていると認められ

る者
（2）全国的又はそれ以上の規模で開催される競技会又はコンクール

等で優れた評価を得る等，本学の課外活動の振興に顕著な功績が
あったと認められる個人又は団体

（3）社会活動において優れた評価を受け，かつ，本学の名誉を著し
く高めたと認められる個人又は団体

（ア）社会奉仕活動など顕著な活動が認められる者
（イ）人命救助
（4）その他，前 2 号と同等又はそれ以上の表彰に価する行為等があ

ったと認められる者
　（事務）
4 　学生の表彰に関する事務は，学生部学務課において行う。
　　　附　則
　この申合せは，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この申合せは，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 3 月31日に在学する学部学生（平成20年 4 月 1 日以降に

従前の学部，学科等編入学する者を含む。）については，本申合せ
を準用する。この場合において「学域」とあるのは「学部」と読み
替えるものとする。

　　　附　則
　この申合せは，平成24年 ７ 月 1 日から施行する。

17　金沢大学長期履修の取扱いに関する規程

　（趣旨）
第 1 条　この規程は，金沢大学学則（以下「学則」という。）第56条

及び金沢大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第2７条の
規定に基づき，金沢大学における長期履修の取扱いに関し必要な事
項を定めるものとする。

　（対象となる学生）
第 2 条　長期履修を申し出ることができる者は，次の各号の一に該当

する者で，学則第38条に規定する修業年限又は大学院学則第 6 条に
規定する標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものとする。

　ただし，在学者にあっては，卒業又は修了予定年次の者を除く。
（1）有職者（臨時雇用を含む。）
（2）家事，育児，介護等に従事している者

　（長期履修の期間）
第 3 条　長期履修の期間は，学則第40条又は大学院学則第 ７ 条に規定

する在学年限の範囲内で，各学域又は各研究科（以下「学域等」と
いう。）において年又は学期単位で認める期間とする。

　（在学年限）
第 4 条　長期履修を許可された者の在学年限は，学則第40条又は大学

院学則第 ７ 条に規定する在学年限を超えることはできない。
　（休学の取扱い）
第 5 条　長期履修を許可された者の休学の取扱いは，学則第62条又は
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大学院学則第33条の定めるところによる。
　（手続）
第 6 条　長期履修を希望する者は，所属する学域等が定める期日まで

に，別紙様式 1 の長期履修申請書により当該学域等を経て，学長に
申し出るものとする。

2 　前項の規定による申し出があったときは，当該教育研究会議等を
経て，学長が許可する。

3 　学長は，前項の規定により許可したときは，当該学域等の長へ通
知するとともに，本人へ許可書を交付する。

　（履修形態の変更）
第 ７ 条　既に長期履修を許可されている者の履修期間（以下「履修期間」

という。）の短縮（長期履修の取りやめを含む。以下同じ。）は，認め
ることができるものとし，履修期間の延長は，認めないものとする。

2 　在学途中における長期履修への変更及び履修期間の短縮は， 1 回
に限るものとする。

3 　履修期間の短縮に係る手続は，別紙様式 2 の長期履修期間短縮願
により，前条に準じて行うものとする。

　（授業料）
第 8 条　長期履修を許可された者の授業料の取扱いは，次のとおりと

する。
（1）授業料の年額は，学則又は大学院学則（以下「学則等」という。）

に定める授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年
数を乗じて得た額を履修期間の年数で除した額（その額に十円未
満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。

（2）在学途中から長期履修への変更を認められた者の授業料の年額
は，当該者が長期履修をしなかったものとした場合に入学から卒
業又は課程を修了するまでに通常納付すべき授業料の総額から，
当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を，
当該年度以降に在学する年数で除した額（その額に十円未満の端
数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。

（3）前 2 号により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業
又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は，同号の規定に
より定められた授業料の年額の十二分の一に相当する額（その額
に十円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）
に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴収
するものとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の徴
収の時期後であるときは，後期の徴収の時期後の在学期間に係る
授業料は，後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。

（4）第 1 号及び第 2 号の規定により授業料の年額が定められた者が
履修期間を短縮することを認められる場合には，当該短縮後の期
間に応じて同号の規定により算出した授業料の年額に当該者が在
学した履修期間の年数（その期間に一年を満たない端数があると
きは，これを切り上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た
額から当該者が在学した履修期間（学年の中途にあっては，当該
学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業料
の総額を控除した額を，履修期間の短縮を認めるときに徴収する
ものとする。ただし，当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業
年限に相当する期間の場合には，学則等に規定する授業料の年額
に当該者が在学した履修期間の年数を乗じて得た額から当該者が
在学した履修期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収
するものとする。

（5）履修期間中に授業料が改定された場合は，改定後の授業料の額
に基づき，再計算するものとする。

（6）履修期間を終了した後も在学する場合の授業料の年額は，学則
等に定める授業料の年額と同額を徴収するものとする。

　（雑則）
第 9 条　この規程に定めるもののほか，長期履修に関し必要な事項は，

学域等において定める。

　　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この規程は，平成18年 9 月20日から施行し，平成18年度の授業料

から適用する。
2 　この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され，引き続き在

学する者の授業料の取扱いについては，改正後の第 8 条第 2 号中
「在学した期間」とあるのは「平成1７年度以前」と，「当該年度」と
あるのは「平成18年度」とする。

　　　附　則
1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 3 月31日に在学する者については，規程中「学域」とあ

るのは「学部」とする。
　　　附　則
1 　この規程は，平成21年 4 月 1 日から施行する。
2 　この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され，引き続き在

学する者については，なお，従前の例による。

18　台風等非常時における授業・学期末試験
	 等の取扱い

　石川県加賀地方北部に暴風警報，大雨警報，大雪警報等（以下「警
報」という。）が発令された場合及び不測の事態が生じた場合に，授
業・学期末試験等（以下「授業等」という。）の取扱いは，下記の基
準により判断します。
　休講措置を決定した場合は，直ちに下記事項の 2 の方法で周知し，
ホームページに掲載します。　
1 　授業等の取扱い
（1）警報発令に伴い授業等を休講する場合授業等開始前又は既に授

業等実施中に警報が発令され，公共交通機関（金沢駅発着のＪＲ
西日本，北陸鉄道の電車又はバス）が運休した場合又は運休が予
測される場合には，その後の授業等を休講とする。

（2）警報解除に伴い授業等を実施する場合
①午前 ７ 時までに警報が解除され，公共交通機関が運行した場

合， 1 時限目の授業等から実施する。
②午前11時までに警報が解除され，公共交通機関が運行した場

合， 3 時限目の授業等から実施する。ただし，午前11時まで
に警報が解除されない場合には当日の授業等は休講とする。

 （注）
（1）警報は「金沢地方気象台が発表する警報」による。
（2）警報の発令・解除及び運行の確認は，テレビ・ラジオ等の報道

又は関係機関のホームページ，連絡窓口への確認による。
（3）教育実習・病院実習・介護等体験実習・インターンシップ等の

場合は，各実習先の指示に従うものとする。
2 　休講等措置の周知方法
（1）掲示，非常用校内放送等により速やかに周知する。
　　ただし，授業時間中の場合は，授業等担当教員を通じて周知する。

（2）金沢大学のホームページ及び携帯電話サイトに掲載する。
（3）電話での照会はテレホンサービス（通話料は有料）により対応

する。
（4）可能な限りテレビ・ラジオを通じて周知するよう努める。
3 　その他
　　地震等不測の事態が生じた場合も，上記に準ずる。
　　（問い合わせ先）テレホンサービス　0７6－264－5299

77  諸規程
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自衛隊前自衛隊前

金沢大学の同窓会について
　平成23年11月５日，全学同窓会の金沢大学学友会が設立されました。職域（場）・地域（区）・学寮・サークル・研究室・学年会など，卒業生で組織す
るすべての各種同窓会に学友会への登録を呼びかけており，学生諸君の卒業を待っています。

沿　革 平成18年８月に発足し活動してきた同窓会連絡協議会を構成する基幹同窓会に，職域，地域，学寮，サークルOB会等の卒業生で組織する各種同
窓会が登録同窓会として新たに加わる，一回り大きな全学同窓会となりました。学友会は，同窓会の一本化ではなく，従来の学部・学科の同窓会は基幹同
窓会構成員として独自の活動を継続しています。

目　的 基幹同窓会を中心とした全国的交流と連携を推進することにより，卒業生相互の交流と親睦を図り，併せて大学との連携及び大学の教育研究活動
への支援を行い，もって大学の発展と社会に貢献することを目的としています。

事　業 会則は次のように定めており，大学のホームカミングデイ実施への協力のほか，各種同窓会の設立や卒業生への支援の在り方等について理事会で
具体的に検討しています。
（１）基幹同窓会を中心とした全国的交流と連携の推進に関する事業
（２）基幹同窓会への活動支援及び各種の新たな同窓会設立の支援に関する事業
（３）大学との連携及び大学の教育研究活動への支援に関する事業
（４）同窓会及び卒業生の情報収集並びに大学の情報提供に関する事業
（５）その他学友会の目的に沿った事業

会　員 
◇個人会員：卒業生及び修了生（在学したことのある者含む。）及び現・元教職員〈正会員〉，

在学生・保護者〈準個人会員〉
◇団体会員：基幹同窓会〈正会員〉，登録同窓会〈準団体会員〉
組　織 役員は，会長，副会長，代表理事，理事及び監事。役員のほか，名誉会長，相談役及
び顧問を置くことができます。役員の任期は２年。会議は役員総会及び理事会。会長は役員総
会で選出。登録同窓会の代表者１人は，役員総会に出席し意見を述べることができます。

会　計 学友会の所要経費は，事業収入及び寄附金等で充てられます。必要経費が生じた場合，役員総会に諮って基幹同窓会に負担を求めることがありま
すが，原則として，登録同窓会には経費の負担義務はありません。

事務局 金沢大学学友会の事務局は金沢大学内に置かれ，大学本部の学友支援室が業務を支援しています。
　電話 076-264-5081 E-mail：gakuyu@adm.kanazawa-u.ac.jp

　卒業生等のホームページ　http://www.kanazawa-u.ac.jp/alumni/index.html
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1 キャンパス所在地略図

自衛隊前自衛隊前

付　図

キャンパス 学　部　等 交　　　　　通　　　　　機　　　　　関

角 間 キ ャ ン パ ス

物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環境デザイン学類
自然システム学類
薬 学 類
創 薬 科 学 類 ・JR金沢駅兼六園（けんろくえん）口（東口）から 

「金沢大学」行き乗車
・JR西金沢駅から「金沢大学」行き乗車
・香林坊バス停から「金沢大学」行き乗車
・鶴寿園バス停から「金沢大学」行き乗車
・野々市車庫から「金沢大学」行き乗車

「金沢大学自然研前」
下車

事 務 局
総 合 教 育 棟
国 際 学 類
数 物 科 学 類
物 質 化 学 類

「金沢大学中央」下車

人 文 学 類
法 学 類
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類

「金沢大学」終点下車

宝町・鶴間キャンパス
医 学 類 JR金沢駅金沢港（かなざわこう）口（西口）前から「錦町」

「湯涌温泉」「橋場町経由東部車庫」「金沢学院大」行きのい
ずれかに乗車

「小立野」（大学病院前）
下車保 健 学 類
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総務係 stsomu@adm.

人社環研学務係

法務研学務係

医 学 類
医薬保健学総合研究科

医薬保健学総合研究科

保 健 学 類
医薬保健学総合研究科

〒920-1192
金沢市角間町
〒920-1192
金沢市角間町タ1番地1

stsomu@adm.
〒923-1225
能美市松が岡５丁目163
〒921-8036
金沢市弥生1丁目26番5号
〒921-8031
金沢市野町5丁目８番10号
〒921-8034
金沢市泉野町2丁目13番1号

＊　adm. 以下はkanazawa-u.ac.jpです。

syukatsu@adm.

n-kcgaku@adm.

n-jkgaku@adm.

（ 博 士 後 期 課 程 ）
264-5881

就職指導係

学類・研究科等名

人文学類・国際学類

学校教育学類・地域創造学類

事

務

局

人間社会環境研究科（博士前期課程）

学 生 部

教 育 学 研 究 科

学
務
課

soudan@adm.

学生支援係  stsien@adm.

学生相談係

学生相談係

学
生
支
援
課

就 職 支 援 室

教務係 　　　kyomu@adm.264-5155

所 在 地
連 絡 先

t-igaku2@adm.

soudan@adm.264-5254

264-5168

264-5164

etsuran@adm.

メールアドレス

理 工 学 域
自 然 科 学 研 究 科

264-5603

法 務 研 究 科

人 間 社 会 環 境 研 究 科

人間社会環境研究科（博士前期課程）

電　話

264-5156

264-5601人文・国際学務係

白 梅 寮

辰口共同研修センター

北 溟 寮

担 当 係

学生係

理
工
系
事
務
部
学
生
課

附 属 図 書 館
（ 中 央 図 書 館 ）

国 際 交 流 会 館 264-5192

泉 学 寮 242-3241

国際機構支援室留学生係

学務課総務係

t-igaku1@adm.

243-4786

保健学務係 265-2515

医学学務係

ryukou@adm.

264-5211

教務係

264-5157

241-6573

234-6831

234-6838

264-5967

〒920-0942
金沢市小立野5丁目11番80号

s-kyomu@adm.

s-gaku@adm.

入試係 234-6823 s-nyusi@adm.

〒920-8640
金沢市宝町13番1号265-2125

事
務
部
学
生
課

医
薬
保
健
系

支
援
課

薬
学
・
が
ん
研
事
務
部
学
生
課

医
薬
保
健
系

〒920-1192
金沢市角間町

〒920-1192
金沢市角間町

〒920-1192
金沢市角間町

〒920-1192
金沢市角間町

教育・地域学務係

保健管理センター

人間社会環境研究科（博士前期課程）

法 学 類 ・ 経 済 学 類 法・経済学務係 264-5457 n-hkgaku@adm.

n-gakind@adm.

n-houmu@adm.

薬学類・創薬科学類 薬学学務係 234-6827 y-gakumu@adm.

人
間
社
会
系
事
務
部
学
生
課

留学生係 ryukou@adm.264-5188国 際 機 構 支 援 室

stgaku@adm.基幹教育学務係共 通 教 育 機 構 264-5758
支
援
課

基
幹
教
育

264-5265

サービスカウンター

学類・研究科・事務等窓口

主な業務のお問い合わせについては，http : //www.kanazawa-u.ac.jp/inquiry/index.htmlを参照してください。
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